
３ 採用・退職関係
(本表は附帯調査に
よるものである。)
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14
5
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－
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6,
63
2
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49
4

85
9
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0
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37
3

1,
41
4

1,
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1,
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29
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89
1

8,
26
5

10
0
16
,5
43

20
,0
25

12
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区
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一
般
職
員
の
う
ち
技
能
労
務
職
員

教
育

公
務

員
警

察
官

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員

区
分

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

北
海

道
－

－
－

－
－

－
90
6

1,
35
3

1,
24
5

94
14

－
37
6

54
5

21
8

37
29
0

－
－

－
－

－
－

－
北

海
道

青
森

2
1

－
－

1
－

29
6

29
1

28
6

5
－

－
85

81
42

－
39

－
－

－
－

－
－

－
青

森
岩

手
3

5
－

－
5

－
37
5

36
1

35
2

9
－

－
91

83
32

6
45

－
5

4
2

1
1

－
岩

手
宮

城
3

3
－

－
3

－
50
6

42
7

41
8

7
2

－
15
4

18
4

99
1

84
－

－
－

－
－

－
－
宮

城
秋

田
－

－
－

－
－

－
24
4

20
7

19
9

8
－

－
89

88
39

1
48

－
－

－
－

－
－

－
秋

田
山

形
－

－
－

－
－

－
31
8

31
1
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6

4
1

－
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第14表 指定都市別，職員区分別，学歴別採用職員数

区 分

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員 一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

30.４.１

29.４.１ ～ 30.３.31

30.４.１

29.４.１ ～ 30.３.31

計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

札 幌 275 285 239 21 25 － 25 36 － － 35 1
仙 台 156 170 151 － 19 － － － － － － －
さ い た ま 163 157 148 － 9 － － － － － － －
千 葉 74 94 83 2 9 － 11 18 － － － 18
横 浜 633 787 689 3 95 － 99 71 － － 2 69
川 崎 173 227 191 8 28 － 3 3 － － 3 －
相 模 原 85 139 130 － 9 － 3 2 － 1 1 －
新 潟 118 132 105 5 22 － － 2 － － 2 －
静 岡 89 98 88 2 8 － － － － － － －
浜 松 85 78 65 1 12 － － － － － － －
名 古 屋 236 326 283 3 40 － 31 9 － － 4 5
京 都 206 213 206 － 7 － － － － － － －
大 阪 383 339 212 11 116 － － 1 － － 1 －

堺 110 139 117 4 18 － － － － － － －
神 戸 267 260 233 12 15 － － － － － － －
岡 山 86 111 98 7 6 － 10 11 2 2 6 1
広 島 155 196 152 11 33 － 10 13 － － 13 －
北 九 州 168 125 102 4 19 － － － － － － －
福 岡 237 320 176 24 120 － － － － － － －
熊 本 113 149 118 9 22 － － － － － － －

指 定 都 市 計 3,812 4,345 3,586 127 632 － 192 166 2 3 67 94

区 分

一 般 職 員

30．４．１

29．４．１ ～ 30．３．31

計 大 学 卒 短 大 卒 高 校 卒 中 学 卒

うち試験 うち試験 うち試験 うち試験 うち試験
札 幌 527 607 434 439 331 79 51 88 52 1 －
仙 台 354 409 358 305 262 52 45 52 51 － －
さ い た ま 521 471 299 375 265 77 21 19 13 － －
千 葉 262 374 248 189 115 117 69 50 46 18 18
横 浜 1,008 1,098 1,072 826 803 20 19 183 181 69 69
川 崎 391 573 313 438 271 81 6 54 36 － －
相 模 原 147 214 68 178 52 17 6 19 10 － －
新 潟 302 366 215 194 72 128 123 44 20 － －
静 岡 227 248 228 169 149 54 54 25 25 － －
浜 松 155 142 138 103 99 15 15 24 24 － －
名 古 屋 784 882 576 657 485 75 15 145 76 5 －
京 都 321 426 346 346 314 12 1 61 31 7 －
大 阪 683 792 339 447 221 111 11 234 107 － －

堺 192 241 109 194 80 17 13 30 16 － －
神 戸 389 339 226 295 197 22 10 22 19 － －
岡 山 172 253 231 208 190 25 23 19 17 1 1
広 島 353 393 311 282 229 16 15 95 67 － －
北 九 州 336 364 192 260 144 65 14 39 34 － －
福 岡 323 417 249 245 163 25 5 147 81 － －
熊 本 188 237 201 190 156 12 12 35 33 － －

指 定 都 市 計 7,635 8,846 6,153 6,340 4,598 1,020 528 1,385 939 101 88

⑵ 指定都市―１ （単位：人）

区 分

全 職 員

30．４．１

29．４．１ ～ 30．３．31

計 大 学 卒 短 大 卒 高 校 卒 中 学 卒

札 幌 890 1,283 1,060 134 88 1
仙 台 627 643 535 56 52 －
さ い た ま 821 785 681 85 19 －
千 葉 504 616 420 128 50 18
横 浜 1,779 1,689 1,398 39 183 69
川 崎 726 927 782 91 54 －
相 模 原 279 393 352 22 19 －
新 潟 533 631 451 136 44 －
静 岡 447 441 337 79 25 －
浜 松 351 302 253 25 24 －
名 古 屋 1,207 1,328 1,102 75 146 5
京 都 610 721 636 17 61 7
大 阪 1,219 2,443 1,655 550 238 －

堺 394 451 398 23 30 －
神 戸 734 667 620 25 22 －
岡 山 368 425 379 26 19 1
広 島 631 674 553 26 95 －
北 九 州 549 544 427 78 39 －
福 岡 1,025 874 686 41 147 －
熊 本 364 441 385 21 35 －

指 定 都 市 計 14,058 16,278 13,110 1,677 1,390 101
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第14表 指定都市別，職員区分別，学歴別採用職員数

⑵ 指定都市―２ （単位：人）

区 分

教 育 公 務 員 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

30.４.１

29.４.１ ～ 30.３.31

30.４.１

29.４.１ ～ 30.３.31

計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

札 幌 363 676 621 55 － － － － － － － －
仙 台 273 234 230 4 － － － － － － － －
さ い た ま 300 314 306 8 － － － － － － － －
千 葉 242 242 231 11 － － － － － － － －
横 浜 771 591 572 19 － － － － － － － －
川 崎 335 354 344 10 － － － － － － － －
相 模 原 132 179 174 5 － － － － － － － －
新 潟 231 265 257 8 － － － － － － － －
静 岡 220 193 168 25 － － － － － － － －
浜 松 196 160 150 10 － － － － － － － －
名 古 屋 423 446 445 － 1 － － － － － － －
京 都 289 295 290 5 － － － － － － － －
大 阪 536 1,651 1,208 439 4 － － － － － － －

堺 202 210 204 6 － － － － － － － －
神 戸 345 328 325 3 － － － － － － － －
岡 山 196 172 171 1 － － － － － － － －
広 島 278 281 271 10 － － － － － － － －
北 九 州 213 180 167 13 － － － － － － － －
福 岡 702 457 441 16 － － － － － － － －
熊 本 176 204 195 9 － － － － － － － －

指 定 都 市 計 6,423 7,432 6,770 657 5 － － － － － － －
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－
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－
秋

田
山

形
36
6

37
8

26
3

62
53

－
36
1

37
2

29
6

25
7

19
4

62
51

53
51

－
－

13
2

14
2

11
9

4
19

－
山

形
福

島
63
9

67
4

44
2

15
7

75
－

61
6

66
5

59
3

43
6

36
7

15
4

15
4

75
72

－
－
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－
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8
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6
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－
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5

1,
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小
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0
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1

13
7
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2

－
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9
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－
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1
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0
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7
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5
5
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5
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8
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5
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－
群

馬
埼
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1,
95
6

2,
11
4

1,
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6
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1
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6

1
1,
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6

1,
98
2

1,
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2

1,
50
6

1,
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1

35
1

33
7

12
4
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1
－
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6
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3
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0
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－
埼

玉
千

葉
2,
05
4

2,
13
8

1,
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0
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9

26
6

3
1,
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9

2,
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2

1,
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0

1,
39
4
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4
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0
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3

26
5
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0

3
3
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0
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5

74
3

33
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9

－
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葉
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京
86
4

1,
16
1
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8
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6

47
－

86
2

1,
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0

1,
04
3
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8

84
6
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5
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6

47
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－
－
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9
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4
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0
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－
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京
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1,
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7

1,
46
4

97
8

34
9

12
9

8
1,
00
7

1,
45
6

1,
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0

97
1

72
3

34
8

28
8

12
9

75
8

4
37
8

52
1

47
9

13
29

－
神

奈
川

小
計

7,
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2

8,
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9

6,
63
5

1,
54
0

79
6

18
7,
61
3

8,
65
8

7,
19
9

6,
35
8

5,
22
3

1,
48
9

1,
28
3

79
3
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0
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3,
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6

4,
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7

3,
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4
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9

34
3
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小

計

新
潟
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5

57
7
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6
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3
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8

－
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2
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2
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9
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1
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－
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媛
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9
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0
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1
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－
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0

18
9
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9

8
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－
愛

媛
高

知
27
8

26
2
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1

53
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7
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3
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2

23
9

13
3

12
5

51
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61
59

7
7

13
0

13
3
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5
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－
高

知
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計
1,
36
0

1,
35
7

89
0

28
6

17
4

7
1,
26
8

1,
28
4

1,
14
3

83
5

71
1

26
8

26
0

17
4

16
5

7
7

56
7

55
4

45
6

26
72

－
小

計

福
岡
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9

55
0

39
2

55
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3

－
59
1

53
5

44
6

37
9

30
3

53
44
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3
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－
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6

34
6

25
7

18
71

－
福

岡
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賀
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3
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6

41
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2
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1
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42
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15
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－
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5
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1
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1

14
5

1
1
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6
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2
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本
37
1

39
3

23
1
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67

1
36
5

38
7

27
5

22
6

14
9

93
68

67
58

1
－

19
4

19
2

13
2

7
52

1
熊
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大

分
39
6

46
2

30
6

87
68

1
37
6

44
7

38
8

30
1

24
4

77
76

68
67

1
1

17
6

21
1

16
5

11
35

－
大

分
宮

崎
30
0

33
5

23
1

46
58

－
29
7

33
5

30
5

23
1

20
8

46
45

58
52

－
－

16
2

19
2

14
0

13
39

－
宮

崎
鹿

児
島

58
2

59
1

42
4

86
81

－
50
0

51
4

43
8

35
1

28
0

82
80

81
78

－
－

27
7

26
4

18
7

35
42

－
鹿

児
島

沖
縄

34
9

32
1

21
7

56
48

－
31
7

28
4

27
0

18
7

17
9

49
48

48
43

－
－

22
3

19
0

14
8

16
26

－
沖

縄
小

計
3,
25
8

3,
38
2

2,
26
2

48
9

62
8

3
3,
07
6

3,
20
6

2,
73
6

2,
11
3

1,
73
8

46
2

42
0

62
8

57
6

3
2

1,
80
2

1,
81
0

1,
31
8

11
1

37
9

2
小

計

東
京
都
を
除
く
計

31
,6
93

34
,5
86

23
,1
22

7,
60
2

3,
80
2

60
30
,0
16

32
,8
68

26
,5
38

21
,7
65

16
,9
85

7,
25
9

6,
23
8

3,
78
4

3,
26
5

60
50

12
,7
07

13
,7
67

11
,2
04

70
7

1,
85
2

4
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

32
,5
57

35
,7
47

24
,0
40

7,
79
8

3,
84
9

60
30
,8
78

34
,0
28

27
,5
81

22
,6
83

17
,8
31

7,
45
4

6,
39
4

3,
83
1

3,
30
6

60
50

13
,2
16

14
,4
31

11
,8
14

73
0

1,
88
3

4
都
道
府
県
計

特
別

区
2,
88
6

2,
60
5

1,
81
1

60
7

18
7

－
2,
80
3

2,
51
8

2,
03
1

1,
72
8

1,
63
0

60
3

24
8

18
7

15
3

－
－

1,
98
2

1,
69
3

1,
45
1

10
4

13
8

－
特

別
区

― 3 7 3 ―

第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数

（
注
）
特
別
区
は
，
都
道
府
県
計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。



⑶
市
及
び
特
別
区
―
２

（
単
位
：
人
）

区
分

一
般
職
員
の
う
ち
技
能
労
務
職
員

教
育

公
務

員
警

察
官

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員

区
分

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

北
海

道
2

3
－

－
3

－
37

58
55

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
北

海
道

青
森

1
3

1
－

2
－

4
3

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
青

森
岩

手
6

4
3

－
1

－
20

22
19

2
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岩

手
宮

城
2

3
1

－
2

－
31

38
34

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

城
秋

田
9

1
－

－
1

－
18

15
15

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
秋

田
山

形
－

1
－

－
1

－
5

6
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

形
福

島
3

6
－

5
1

－
23

9
6

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

島
小

計
21

18
5

5
8

－
10
1

93
83

9
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

茨
城

3
2

1
－

1
－

37
46

22
24

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
茨

城
栃

木
－

－
－

－
－

－
6

2
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
栃

木
群

馬
11

10
－

－
5

5
49

46
40

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
群

馬
埼

玉
18

21
5

9
6

1
13
0

13
2

12
0

10
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
埼

玉
千

葉
10

16
3

3
7

3
10
5

96
86

9
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
千

葉
東

京
1

－
－

－
－

－
2

1
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
東

京
神

奈
川

19
24

3
1

13
7

10
8

7
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
神

奈
川

小
計

62
73

12
13

32
16

33
9

33
1

27
7

51
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

新
潟

11
3

－
－

3
－

13
15

13
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
新

潟
富

山
8

5
3

－
2

－
6

4
3

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
富

山
石

川
4

15
－

－
15

－
10

11
11

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
石

川
福

井
9

6
1

2
3

－
4

4
3

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

井
小

計
32

29
4

2
23

－
33

34
30

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

山
梨

－
－

－
－

－
－

9
10

9
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
山

梨
長

野
17

23
－

－
23

－
9

6
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

野
岐

阜
14

7
2

－
4

1
59

52
31

20
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岐

阜
静

岡
3

5
3

－
2

－
57

63
42

21
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
静

岡
愛

知
45

53
8

9
29

7
48

55
33

22
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

知
三

重
29

40
13

3
22

2
55

59
55

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
三

重
小

計
10
8

12
8

26
12

80
10

23
7

24
5

17
6

68
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

滋
賀

2
－

－
－

－
－

63
72

54
18

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
滋

賀
京

都
6

3
－

－
2

1
13

19
13

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
京

都
大

阪
15

28
2

3
22

1
25
2

27
9

20
6

60
13

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

阪
兵

庫
29

22
2

－
15

5
14
7

14
2

11
5

27
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
兵

庫
奈

良
5

14
5

1
8

－
51

56
34

22
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
奈

良
和

歌
山

6
10

－
－

3
7

18
15

11
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
和

歌
山

小
計

63
77

9
4

50
14

54
4

58
3

43
3

13
7

13
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

鳥
取

1
1

－
－

1
－

4
3

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鳥

取
島

根
3

6
2

3
1

－
21

16
11

5
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
島

根
岡

山
2

5
－

1
－

4
49

59
47

12
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岡

山
広

島
20

16
5

4
7

－
28

41
37

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
広

島
山

口
4

6
－

1
2

3
12

7
1

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

口
小

計
30

34
7

9
11

7
11
4

12
6

99
27

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

徳
島

－
5

－
－

5
－

22
19

18
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
徳

島
香

川
13

14
4

5
5

－
48

35
24

11
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
香

川
愛

媛
3

－
－

－
－

－
7

9
5

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

媛
高

知
8

10
1

－
2

7
15

10
8

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
高

知
小

計
24

29
5

5
12

7
92

73
55

18
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

福
岡

5
3

－
－

3
－

18
15

13
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
福

岡
佐

賀
－

－
－

－
－

－
1

1
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
佐

賀
長

崎
9

3
－

－
3

－
20

25
23

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

崎
熊

本
1

2
－

1
1

－
6

6
5

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
熊

本
大

分
－

－
－

－
－

－
20

15
5

10
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

分
宮

崎
－

2
1

－
1

－
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

崎
鹿

児
島

6
5

1
2

2
－

82
77

73
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鹿

児
島

沖
縄

1
1

－
－

1
－

32
37

30
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
沖

縄
小

計
22

16
2

3
11

－
18
2

17
6

14
9

27
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

東
京
都
を
除
く
計

36
3

40
7

70
53

23
0

54
1,
67
7

1,
71
8

1,
35
7

34
3

18
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

36
4

40
7

70
53

23
0

54
1,
67
9

1,
71
9

1,
35
7

34
4

18
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
都
道
府
県
計

特
別

区
14

31
3

2
26

－
83

87
83

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
特

別
区

― 3 7 4 ―

第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数

（
注
）
特
別
区
は
，
都
道
府
県
計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。



⑷
町

村
―
１

（
単
位
：
人
）

区
分

全
職

員
一

般
職

員
一
般
職
員
の
う
ち
一
般
行
政
職
員

区
分

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
29
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大

学
卒

短
大

卒
高

校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

北
海

道
1,
01
6

1,
18
5

55
3

31
9

31
3

－
95
4

1,
12
9

76
5

51
2

37
1

30
4

15
0

31
3

24
4

－
－

58
5

65
4

34
6

72
23
6

－
北

海
道

青
森

20
8

23
1

13
5

46
50

－
20
6

22
2

17
8

12
7

10
8

45
24

50
46

－
－

13
7

14
5

89
14

42
－
青

森
岩

手
12
3

14
9

87
29

33
－

12
1

14
7

12
3

85
70

29
24

33
29

－
－

83
10
3

69
8

26
－
岩

手
宮

城
22
1

24
1

87
68

86
－

21
0

23
1

16
3

83
56

62
34

86
73

－
－

11
6

14
3

60
15

68
－
宮

城
秋

田
66

55
29

12
14

－
66

55
51

29
25

12
12

14
14

－
－

40
33

22
2

9
－
秋

田
山

形
14
3

15
1

74
45

32
－

13
8

14
2

12
4

68
53

42
42

32
29

－
－

85
74

43
7

24
－
山

形
福

島
22
4

27
9

18
2

42
54

1
21
0

26
5

22
4

17
7

15
1

33
30

54
43

1
－

15
1

19
6

13
9

7
50

－
福

島
小

計
98
5

1,
10
6

59
4

24
2

26
9

1
95
1

1,
06
2

86
3

56
9

46
3

22
3

16
6

26
9

23
4

1
－

61
2

69
4

42
2

53
21
9

－
小

計

茨
城

11
1

11
5

74
20

21
－

10
8

11
2

99
72

65
19

17
21

17
－

－
74

67
50

6
11

－
茨

城
栃

木
98

10
4

89
9

6
－

98
10
4

96
89

81
9

9
6

6
－

－
63

68
63

1
4

－
栃

木
群

馬
14
4

14
5

10
8

25
12

－
13
5

14
0

11
6

10
4

88
24

17
12

11
－

－
88

93
73

10
10

－
群

馬
埼

玉
20
1

20
8

15
9

24
25

－
19
3

20
2

17
1

15
4

12
6

23
23

25
22

－
－

13
6

15
3

11
6

14
23

－
埼

玉
千

葉
13
6

15
4

91
44

18
1

13
6

15
4

11
1

91
70

44
24

18
16

1
1

86
83

64
7

11
1
千

葉
東

京
78

10
6

56
32

17
1

78
10
6

98
56

49
32

31
17

17
1

1
41

52
38

5
9

－
東

京
神

奈
川

12
1

16
5

12
2

27
13

3
11
7

15
7

14
8

11
7

10
8

24
24

13
13

3
3

61
94

86
4

4
－
神

奈
川

小
計

88
9

99
7

69
9

18
1

11
2

5
86
5

97
5

83
9

68
3

58
7

17
5

14
5

11
2

10
2

5
5

54
9

61
0

49
0

47
72

1
小

計

新
潟

57
56

37
17

2
－

54
53

33
37

24
14

7
2

2
－

－
23

28
27

1
－

－
新

潟
富

山
53

60
35

18
7

－
53

60
52

35
27

18
18

7
7

－
－

18
13

11
－

2
－
富

山
石

川
10
8

11
1

68
29

14
－

10
8

11
1

82
68

42
29

27
14

13
－

－
40

47
38

3
6

－
石

川
福

井
60

85
48

23
14

－
60

84
68

47
38

23
17

14
13

－
－

31
53

34
11

8
－
福

井
小

計
27
8

31
2

18
8

87
37

－
27
5

30
8

23
5

18
7

13
1

84
69

37
35

－
－

11
2

14
1

11
0

15
16

－
小

計

山
梨

61
57

42
9

6
－

61
57

50
42

37
9

8
6

5
－

－
46

34
27

2
5

－
山

梨
長

野
28
5

38
8

17
6

15
6

56
－

28
4

38
7

35
8

17
6

16
4

15
5

14
5

56
49

－
－

13
9

20
5

11
5

51
39

－
長

野
岐

阜
19
4

16
6

12
1

30
15

－
19
4

16
3

14
2

12
1

10
0

27
27

15
15

－
－

10
7

10
9

92
6

11
－
岐

阜
静

岡
10
7

14
0

98
26

16
－

99
12
6

10
9

91
79

19
15

16
15

－
－

47
82

65
4

13
－
静

岡
愛

知
24
3

22
6

16
8

40
18

－
24
3

22
3

19
5

16
6

15
1

39
32

18
12

－
－

10
5

11
6

10
7

1
8

－
愛

知
三

重
98

95
56

26
13

－
93

88
53

51
29

24
12

13
12

－
－

37
36

25
3

8
－
三

重
小

計
98
8

1,
07
2

66
1

28
7

12
4

－
97
4

1,
04
4

90
7

64
7

56
0

27
3

23
9

12
4

10
8

－
－

48
1

58
2

43
1

67
84

－
小

計

滋
賀

52
68

55
7

6
－

39
59

46
47

38
7

3
5

5
－

－
18

40
38

1
1

－
滋

賀
京

都
76

87
61

17
9

－
74

80
77

60
57

11
11

9
9

－
－

35
48

40
2

6
－
京

都
大

阪
81

86
68

10
8

－
78

78
59

63
48

7
5

8
6

－
－

41
65

56
1

8
－
大

阪
兵

庫
11
6

12
8

90
24

14
－

10
7

11
7

10
0

85
70

18
17

14
13

－
－

59
59

46
1

12
－
兵

庫
奈

良
15
9

20
9

13
3

56
20

－
14
5

19
2

14
6

12
6

96
46

34
20

16
－

－
99

11
6

96
11

9
－
奈

良
和

歌
山

15
6

17
9

90
51

38
－

15
4

17
7

15
6

89
70

50
49

38
37

－
－

72
89

59
10

20
－
和

歌
山

小
計

64
0

75
7

49
7

16
5

95
－

59
7

70
3

58
4

47
0

37
9

13
9

11
9

94
86

－
－

32
4

41
7

33
5

26
56

－
小

計

鳥
取

14
1

15
7

92
45

20
－

13
7

15
2

11
3

88
62

44
36

20
15

－
－

77
88

57
17

14
－
鳥

取
島

根
74

81
38

24
19

－
74

81
67

38
32

24
20

19
15

－
－

40
48

26
9

13
－
島

根
岡

山
88

10
4

73
19

12
－

87
95

91
65

61
18

18
12

12
－

－
37

51
41

1
9

－
岡

山
広

島
64

91
64

8
16

3
63

91
78

64
53

8
6

16
16

3
3

45
65

46
7

10
2
広

島
山

口
44

66
28

27
11

－
44

65
65

28
28

26
26

11
11

－
－

19
23

15
2

6
－
山

口
小

計
41
1

49
9

29
5

12
3

78
3

40
5

48
4

41
4

28
3

23
6

12
0

10
6

78
69

3
3

21
8

27
5

18
5

36
52

2
小

計

徳
島

91
12
0

71
26

23
－

88
11
4

97
65

58
26

17
23

22
－

－
55

58
37

3
18

－
徳

島
香

川
77

89
40

36
13

－
69

81
77

40
36

28
28

13
13

－
－

36
32

29
1

2
－
香

川
愛

媛
10
5

94
46

36
12

－
10
2

89
80

44
37

33
32

12
11

－
－

39
36

25
3

8
－
愛

媛
高

知
16
8

16
7

81
49

37
－

16
4

16
3

12
0

79
47

48
41

36
32

－
－

97
80

39
9

32
－
高

知
小

計
44
1

47
0

23
8

14
7

85
－

42
3

44
7

37
4

22
8

17
8

13
5

11
8

84
78

－
－

22
7

20
6

13
0

16
60

－
小

計

福
岡

19
8

24
9

16
4

32
53

－
18
3

23
4

19
8

15
1

13
2

30
28

53
38

－
－

13
3

14
8

99
7

42
－
福

岡
佐

賀
82

92
62

16
14

－
82

92
83

62
56

16
14

14
13

－
－

57
69

51
6

12
－
佐

賀
長

崎
51

48
27

8
13

－
49

43
41

22
22

8
7

13
12

－
－

40
20

13
－

7
－
長

崎
熊

本
18
2

22
8

10
8

25
95

－
17
8

22
7

15
9

10
7

70
25

20
95

69
－

－
13
8

19
4

95
15

84
－
熊

本
大

分
21

23
16

2
5

－
20

20
18

14
14

1
－

5
4

－
－

13
14

11
－

3
－
大

分
宮

崎
92

12
0

62
24

34
－

89
11
5

97
61

49
20

19
34

29
－

－
55

63
34

7
22

－
宮

崎
鹿

児
島

18
0

16
9

96
38

35
－

17
8

16
9

14
6

96
79

38
35

35
32

－
－

11
3

11
8

75
21

22
－
鹿

児
島

沖
縄

17
6

20
0

10
0

52
47

1
16
7

18
6

14
4

94
72

44
34

47
38

1
－

10
3

13
1

70
26

34
1
沖

縄
小

計
98
2

1,
12
9

63
5

19
7

29
6

1
94
6

1,
08
6

88
6

60
7

49
4

18
2

15
7

29
6

23
5

1
－

65
2

75
7

44
8

82
22
6

1
小

計

東
京
都
を
除
く
計

6,
55
2

7,
42
1

4,
30
4

1,
71
6

1,
39
2

9
6,
31
2

7,
13
2

5,
76
9

4,
13
0

3,
35
0

1,
60
3

1,
23
8

1,
39
0

1,
17
4

9
7

3,
71
9

4,
28
4

2,
85
9

40
9

1,
01
2

4
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

6,
63
0

7,
52
7

4,
36
0

1,
74
8

1,
40
9

10
6,
39
0

7,
23
8

5,
86
7

4,
18
6

3,
39
9

1,
63
5

1,
26
9

1,
40
7

1,
19
1

10
8

3,
76
0

4,
33
6

2,
89
7

41
4

1,
02
1

4
都
道
府
県
計
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第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数



⑷
町

村
―
２

（
単
位
：
人
）

区
分

一
般
職
員
の
う
ち
技
能
労
務
職
員

教
育

公
務

員
警

察
官

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員

区
分

30
４
.１

29
.４
.１

～
30
３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

30
.４
.１

29
.４
.１

～
30
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

北
海

道
23

8
2

－
6

－
62

56
41

15
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
北

海
道

青
森

5
5

3
1

1
－

2
9

8
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
青

森
岩

手
1

－
－

－
－

－
2

2
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岩

手
宮

城
5

3
－

－
3

－
11

10
4

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

城
秋

田
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
秋

田
山

形
2

2
－

2
－

－
5

9
6

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

形
福

島
1

2
－

－
1

1
14

14
5

9
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

島
小

計
14

12
3

3
5

1
34

44
25

19
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

茨
城

－
3

－
1

2
－

3
3

2
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
茨

城
栃

木
－

1
－

－
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
栃

木
群

馬
1

－
－

－
－

－
9

5
4

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
群

馬
埼

玉
1

－
－

－
－

－
8

6
5

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
埼

玉
千

葉
2

2
－

－
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
千

葉
東

京
2

3
－

－
2

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
東

京
神

奈
川

3
3

－
－

－
3

4
8

5
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
神

奈
川

小
計

9
12

－
1

7
4

24
22

16
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

新
潟

－
1

－
1

－
－

3
3

－
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
新

潟
富

山
2

5
－

－
5

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
富

山
石

川
4

1
－

－
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
石

川
福

井
5

4
－

2
2

－
－

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

井
小

計
11

11
－

3
8

－
3

4
1

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

山
梨

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
山

梨
長

野
2

1
－

－
1

－
1

1
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

野
岐

阜
1

4
－

2
2

－
－

3
－

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岐

阜
静

岡
4

2
－

－
2

－
8

14
7

7
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
静

岡
愛

知
8

4
－

1
3

－
－

3
2

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

知
三

重
2

2
－

－
2

－
5

7
5

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
三

重
小

計
17

13
－

3
10

－
14

28
14

14
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

滋
賀

4
－

－
－

－
－

13
9

8
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
滋

賀
京

都
－

－
－

－
－

－
2

7
1

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
京

都
大

阪
－

－
－

－
－

－
3

8
5

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

阪
兵

庫
1

－
－

－
－

－
9

11
5

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
兵

庫
奈

良
8

10
1

1
8

－
14

17
7

10
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
奈

良
和

歌
山

－
1

－
－

1
－

2
2

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
和

歌
山

小
計

13
11

1
1

9
－

43
54

27
26

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

鳥
取

－
1

－
1

－
－

4
5

4
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鳥

取
島

根
3

4
－

2
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
島

根
岡

山
3

4
－

1
3

－
1

9
8

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岡

山
広

島
－

－
－

－
－

－
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
広

島
山

口
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

口
小

計
6

9
－

4
5

－
6

15
12

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

徳
島

－
2

－
1

1
－

3
6

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
徳

島
香

川
2

9
－

4
5

－
8

8
－

8
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
香

川
愛

媛
4

1
－

－
1

－
3

5
2

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

媛
高

知
5

6
2

3
1

－
4

4
2

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
高

知
小

計
11

18
2

8
8

－
18

23
10

12
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

福
岡

－
2

－
－

2
－

15
15

13
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
福

岡
佐

賀
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
佐

賀
長

崎
1

－
－

－
－

－
2

5
5

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

崎
熊

本
1

2
－

1
1

－
4

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
熊

本
大

分
－

－
－

－
－

－
1

3
2

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

分
宮

崎
－

－
－

－
－

－
3

5
1

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

崎
鹿

児
島

－
－

－
－

－
－

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鹿

児
島

沖
縄

3
6

－
1

5
－

9
14

6
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
沖

縄
小

計
5

10
－

2
8

－
36

43
28

15
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

東
京
都
を
除
く
計

10
7

10
1

8
25

64
4

24
0

28
9

17
4

11
3

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

10
9

10
4

8
25

66
5

24
0

28
9

17
4

11
3

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
都
道
府
県
計
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第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

34
9

14
8

27
,7
26

14
7

27
,6
64

13
9

26
,5
35

2
19
3

6
93
6

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

14
,3
49

12
,6
68

1,
91
8,
69
8

12
,6
35

1,
89
8,
02
5

7,
08
5

1,
10
7,
96
2

8
1,
84
9

5,
54
2

78
8,
21
4

12
11
,3
29

－
－

12
11
,3
29
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

29
,3
40

26
,1
17

6,
29
5,
67
3

26
,0
09

6,
20
7,
04
8

16
,0
99

4,
54
7,
32
1

14
9,
26
8

9,
89
6

1,
65
0,
45
9

59
67
,2
93

－
－

59
67
,2
93
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

17
,4
83

14
,9
78

6,
89
1,
27
3

14
,8
05

6,
35
4,
98
6

9,
98
3

5,
32
9,
77
8

8
6,
37
7

4,
81
4

1,
01
8,
83
1

11
6

50
6,
69
4

2
7,
77
1

11
4

49
8,
92
3
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

12
,4
59

10
,2
86

10
,5
16
,9
39

9,
95
6

8,
57
5,
45
8

6,
96
2

7,
82
5,
58
3

5
11
,1
39

2,
98
9

73
8,
73
6

27
8

1,
87
7,
58
7

9
55
,6
19

26
9

1,
82
1,
96
8
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

11
,7
65

9,
66
5

27
,5
28
,9
94

8,
40
1

12
,7
05
,1
00

5,
61
8

11
,7
88
,7
77

－
－

2,
78
3

91
6,
32
3

95
4

10
,4
70
,0
91

71
82
4,
44
5

88
3

9,
64
5,
64
6
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

12
,2
78

10
,1
33

51
,7
21
,0
30

8,
05
8

17
,0
88
,3
08

4,
91
8

15
,9
25
,7
67

2
6,
54
8

3,
13
8

1,
15
5,
99
3

75
1

10
,8
89
,7
61

30
5

4,
46
9,
95
4

44
6

6,
41
9,
80
7
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

5,
01
8

4,
12
5

32
,7
55
,3
49

2,
73
1

5,
35
6,
36
7

1,
66
5

4,
96
8,
56
9

3
29
,0
76

1,
06
3

35
8,
72
2

17
5

2,
94
0,
30
1

98
1,
42
8,
08
6

77
1,
51
2,
21
5
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
5,
55
8

4,
66
6

43
,1
01
,7
19

2,
89
2

6,
79
9,
21
5

1,
70
4

6,
30
1,
58
0

9
66
,5
11

1,
17
9

43
1,
12
4

17
3

2,
83
0,
54
3

67
93
9,
09
0

10
6

1,
89
1,
45
3
52

〃
54

〃
54
歳

2,
87
9

2,
44
8

25
,7
20
,8
76

1,
41
1

4,
09
6,
08
9

83
8

3,
83
9,
53
3

－
－

57
3

25
6,
55
6

66
86
8,
15
5

36
49
6,
05
8

30
37
2,
09
7

54
歳

55
〃

3,
23
1

2,
80
2

34
,5
77
,1
16

1,
40
2

4,
44
0,
43
1

84
3

4,
03
2,
03
6

8
12
3,
41
7

55
1

28
4,
97
8

66
90
0,
15
6

36
48
7,
87
9

30
41
2,
27
7

55
〃

56
〃

3,
37
0

3,
01
7

40
,6
72
,7
27

1,
41
3

5,
47
2,
56
7

89
3

5,
20
9,
85
0

5
51
,2
03

51
5

21
1,
51
4

62
86
4,
08
4

42
59
3,
10
3

20
27
0,
98
1

56
〃

57
〃

3,
89
2

3,
54
0

51
,9
30
,3
01

1,
51
6

6,
79
4,
95
2

92
6

6,
43
9,
80
6

5
95
,8
15

58
5

25
9,
33
1

58
78
3,
04
9

37
50
6,
61
6

21
27
6,
43
3

57
〃

58
〃

4,
45
9

4,
19
5

68
,8
45
,3
86

1,
42
7

6,
97
4,
59
5

90
9

6,
60
9,
34
6

8
79
,3
22

51
0

28
5,
92
7

78
1,
12
9,
85
0

56
82
3,
64
6

22
30
6,
20
4

58
〃

59
〃

5,
44
7

5,
31
1

94
,8
30
,2
58

1,
48
6

9,
43
1,
80
2

96
6

8,
87
8,
11
8

15
21
3,
78
4

50
5

33
9,
90
0

76
1,
03
4,
06
4

51
75
2,
14
8

25
28
1,
91
6

59
〃

60
〃

67
,7
53

67
,6
38

1,
46
5,
67
5,
24
6

1,
42
1

4,
93
2,
07
1

56
4

1,
68
4,
86
4

1
1,
64
8

85
6

3,
24
5,
55
9

1,
45
9

17
,3
36
,8
78

8
10
4,
69
5

1,
45
1

17
,2
32
,1
83

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

3,
82
2

3,
41
0

9,
14
9,
73
0

2,
98
7

1,
49
0,
30
2

1,
53
9

95
8,
93
0

－
－

1,
44
8

53
1,
37
2

52
62
0,
74
6

5
75
,6
11

47
54
5,
13
5
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

2,
00
5

1,
78
2

7,
89
8,
08
6

1,
51
8

92
5,
06
5

74
9

20
9,
86
2

－
－

76
9

71
5,
20
3

60
1,
07
5,
28
7

－
－

60
1,
07
5,
28
7
65

歳
以

上

合
計

20
5,
45
7

18
6,
92
9

1,
98
0,
05
7,
12
7

10
0,
21
5

10
9,
57
0,
04
5

62
,4
00

95
,6
84
,2
17

93
69
6,
15
0

37
,7
22

13
,1
89
,6
78

4,
49
5

54
,2
05
,8
68

82
3

11
,5
64
,7
21

3,
67
2

42
,6
41
,1
47

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

9,
63
7

－
10
,5
93

－
1,
09
3

－
1,
53
3

－
7,
48
5

－
35
0

－
12
,0
59

－
14
,0
52

－
11
,6
13
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

67
45

15
,9
98

44
15
,9
36

42
15
,5
32

－
－

2
40
4

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

3,
24
0

2,
79
5

54
4,
54
4

2,
76
4

52
4,
84
6

2,
16
1

42
7,
62
2

1
14
6

60
2

97
,0
78

12
11
,3
29

－
－

12
11
,3
29
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

8,
29
0

7,
12
1

2,
73
5,
19
6

7,
01
6

2,
65
1,
52
4

5,
58
1

2,
34
0,
02
1

12
8,
20
8

1,
42
3

30
3,
29
5

58
64
,5
17

－
－

58
64
,5
17
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

6,
64
5

5,
54
2

3,
98
9,
90
7

5,
37
7

3,
48
3,
58
2

4,
44
1

3,
17
9,
46
9

5
4,
33
0

93
1

29
9,
78
3

10
9

47
6,
73
2

2
7,
77
1

10
7

46
8,
96
1
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

5,
16
4

4,
27
9

6,
93
0,
06
6

3,
97
4

5,
12
3,
35
6

3,
27
8

4,
83
6,
90
5

4
7,
78
6

69
2

27
8,
66
5

25
4

1,
74
6,
46
5

9
55
,6
19

24
5

1,
69
0,
84
6
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

5,
54
3

4,
73
3

23
,2
30
,7
01

3,
52
7

8,
92
7,
19
6

2,
77
6

8,
44
8,
14
3

－
－

75
1

47
9,
05
3

89
7

9,
96
4,
24
0

60
70
8,
82
8

83
7

9,
25
5,
41
2
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

5,
79
3

4,
84
7

43
,7
55
,7
08

2,
96
9

12
,3
00
,5
89

2,
15
1

11
,6
59
,6
37

1
20
3

81
7

64
0,
74
9

63
8

9,
23
2,
12
7

22
8

3,
25
5,
94
8

41
0

5,
97
6,
17
9
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2,
39
5

1,
97
8

25
,4
28
,7
55

87
2

3,
65
8,
78
5

56
7

3,
45
4,
10
5

2
24
,2
08

30
3

18
0,
47
2

13
2

2,
29
4,
04
7

62
86
7,
99
9

70
1,
42
6,
04
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
2,
69
5

2,
29
4

32
,1
06
,3
48

93
6

4,
50
1,
55
0

63
0

4,
31
4,
06
6

2
3,
28
0

30
4

18
4,
20
4

14
9

2,
48
8,
72
9

50
68
7,
91
5

99
1,
80
0,
81
4
52

〃
54

〃
54
歳

1,
35
4

1,
19
6

17
,5
11
,1
59

46
9

2,
73
3,
50
6

31
6

2,
59
3,
97
3

－
－

15
3

13
9,
53
3

55
68
5,
23
7

28
36
2,
44
8

27
32
2,
78
9

54
歳

55
〃

1,
54
7

1,
33
7

21
,4
20
,2
45

46
5

3,
14
8,
35
9

32
5

2,
93
6,
97
8

3
19
,4
86

13
7

19
1,
89
5

55
73
3,
87
1

29
37
6,
31
0

26
35
7,
56
1

55
〃

56
〃

1,
56
7

1,
40
9

24
,3
32
,9
55

44
3

3,
65
6,
68
2

33
8

3,
55
8,
67
7

2
4,
34
1

10
3

93
,6
64

54
73
6,
40
3

34
46
5,
42
2

20
27
0,
98
1

56
〃

57
〃

1,
78
3

1,
59
9

27
,8
27
,1
86

52
3

4,
53
5,
29
0

38
9

4,
34
2,
26
3

3
49
,6
49

13
1

14
3,
37
8

49
64
4,
68
1

28
36
8,
24
8

21
27
6,
43
3

57
〃

58
〃

2,
05
0

1,
90
0

35
,1
33
,1
31

50
3

4,
80
9,
46
5

38
7

4,
62
4,
53
7

－
－

11
6

18
4,
92
8

59
75
4,
56
0

38
46
5,
85
5

21
28
8,
70
5

58
〃

59
〃

2,
47
4

2,
40
4

47
,2
95
,5
32

53
7

6,
28
6,
17
8

42
0

5,
96
5,
38
2

6
10
1,
99
0

11
1

21
8,
80
6

55
66
2,
27
8

30
38
0,
36
2

25
28
1,
91
6

59
〃

60
〃

34
,1
78

34
,1
16

72
8,
75
4,
49
4

41
6

2,
33
0,
57
0

15
4

1,
00
4,
23
2

1
1,
64
8

26
1

1,
32
4,
69
0

1,
16
4

13
,0
04
,3
19

7
90
,1
44

1,
15
7

12
,9
14
,1
75

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1,
36
1

1,
17
7

8,
45
8,
26
5

76
2

99
9,
94
8

38
9

69
0,
42
1

－
－

37
3

30
9,
52
7

51
61
0,
56
2

5
75
,6
11

46
53
4,
95
1
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

91
9

81
6

7,
30
5,
62
7

56
8

72
7,
49
6

23
2

12
1,
11
8

－
－

33
6

60
6,
37
8

56
1,
03
0,
80
3

－
－

56
1,
03
0,
80
3
65

歳
以

上

合
計

87
,0
65

79
,5
88

1,
05
6,
77
5,
81
7

32
,1
65

70
,4
14
,8
58

24
,5
77

64
,5
13
,0
81

42
22
5,
27
5

7,
54
6

5,
67
6,
50
2

3,
84
7

45
,1
40
,9
00

61
0

8,
16
8,
48
0

3,
23
7

36
,9
72
,4
20

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,1
38

－
13
,2
78

－
2,
18
9

－
2,
62
5

－
5,
36
4

－
75
2

－
11
,7
34

－
13
,3
91

－
11
,4
22
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

― 3 7 7 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額

（
注
）
全
地
方
公
共
団
体
に
は
，
一
部
事
務
組
合
を
含
ま
な
い
。



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

1
62

20
1

－
19
0

11
－

－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

10
8,
69
5

－
－

10
8,
69
5

11
64
9

1,
68
1

43
88
5

75
3

－
－

25
〃

30
〃

16
18
,9
84

－
－

16
18
,9
84

33
2,
34
8

3,
22
3

76
60
9

2,
53
8

3
－

30
〃

35
〃

18
26
,6
60

－
－

18
26
,6
60

39
2,
93
3

2,
50
5

72
39
4

2,
03
9

3
－

35
〃

40
〃

22
61
,3
72

－
－

22
61
,3
72

30
2,
52
2

2,
17
3

57
26
5

1,
85
1

4
－

40
〃

45
〃

27
9

4,
35
1,
17
0

17
30
4,
82
8

26
2

4,
04
6,
34
2

31
2,
63
3

2,
10
0

62
19
6

1,
84
2

3
－

45
〃

50
〃

1,
29
0

23
,7
39
,9
71

30
3

5,
87
1,
27
3

98
7

17
,8
68
,6
98

34
2,
99
0

2,
14
5

60
19
9

1,
88
6

2
－

50
〃

52
〃

1,
20
7

24
,4
57
,6
40

61
7

12
,5
69
,6
86

59
0

11
,8
87
,9
54

12
1,
04
1

89
3

15
70

80
8

2
－

52
〃

54
〃

1,
58
8

33
,4
70
,8
05

79
1

16
,8
90
,9
69

79
7

16
,5
79
,8
36

13
1,
15
6

89
2

28
53

81
1

1
8

54
歳

96
3

20
,7
55
,9
09

56
1

12
,3
30
,6
15

40
2

8,
42
5,
29
4

8
72
3

43
1

7
32

39
2

－
16

55
〃

1,
33
1

29
,2
36
,3
19

95
5

21
,2
36
,5
63

37
6

7,
99
9,
75
6

3
21
0

42
9

16
41

37
2

1
27

56
〃

1,
53
5

34
,3
35
,3
35

1,
17
4

26
,4
06
,5
05

36
1

7,
92
8,
83
0

7
74
1

35
3

11
28

31
4

－
71

57
〃

1,
96
3

44
,3
51
,9
59

1,
62
9

37
,0
05
,2
99

33
4

7,
34
6,
66
0

3
34
1

35
2

8
38

30
6

－
12
7

58
〃

2,
68
8

60
,7
40
,7
58

2,
35
3

53
,2
68
,0
03

33
5

7,
47
2,
75
5

2
18
3

26
4

8
23

23
3

－
36
9

59
〃

3,
74
2

84
,3
63
,5
90

3,
42
0

77
,1
42
,9
10

32
2

7,
22
0,
68
0

7
80
2

13
6

9
44

83
1

65
4

60
〃

64
,7
55
1,
44
3,
40
5,
96
9

10
6

2,
66
6,
57
7

64
,6
49

1,
44
0,
73
9,
39
2

3
32
8

11
5

9
68

38
3

12
,8
75

61
歳
以
上

65
歳
未
満

36
0

7,
03
7,
74
1

36
89
0,
32
8

32
4

6,
14
7,
41
3

11
94
1

41
2

53
25
0

10
9

－
44

65
歳

以
上

20
0

5,
89
7,
36
6

－
－

20
0

5,
89
7,
36
6

4
36
8

22
3

14
15
1

58
－

7

合
計

81
,9
67
1,
81
6,
26
0,
24
3

11
,9
62

26
6,
58
3,
55
6

70
,0
05

1,
54
9,
67
6,
68
7

25
2

20
,9
71

18
,5
28

54
8

3,
53
6

14
,4
44

23
14
,1
98

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,1
58

－
22
,2
86

－
22
,1
37

－
83

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

1
62

22
－

18
4

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

8
7,
72
0

－
－

8
7,
72
0

11
64
9

44
5

26
22
6

19
3

－
－

25
〃

30
〃

14
16
,8
07

－
－

14
16
,8
07

33
2,
34
8

1,
16
9

35
19
7

93
7

3
－

30
〃

35
〃

17
26
,6
60

－
－

17
26
,6
60

39
2,
93
3

1,
10
3

37
17
0

89
6

3
－

35
〃

40
〃

21
57
,7
23

－
－

21
57
,7
23

30
2,
52
2

88
5

33
11
6

73
6

4
－

40
〃

45
〃

27
8

4,
33
6,
63
2

17
30
4,
82
8

26
1

4,
03
1,
80
4

31
2,
63
3

81
0

42
63

70
5

1
－

45
〃

50
〃

1,
20
6

22
,2
20
,0
02

25
0

4,
85
6,
17
4

95
6

17
,3
63
,8
28

34
2,
99
0

94
6

39
62

84
5

2
－

50
〃

52
〃

96
2

19
,4
74
,8
82

40
6

8,
18
5,
54
0

55
6

11
,2
89
,3
42

12
1,
04
1

41
7

10
20

38
7

2
－

52
〃

54
〃

1,
19
6

25
,1
14
,9
13

46
3

9,
77
5,
38
3

73
3

15
,3
39
,5
30

13
1,
15
6

40
1

15
16

37
0

1
6

54
歳

66
4

14
,0
91
,6
93

29
7

6,
38
3,
43
5

36
7

7,
70
8,
25
8

8
72
3

15
8

3
6

14
9

－
6

55
〃

81
4

17
,5
37
,8
05

47
1

10
,2
17
,9
32

34
3

7,
31
9,
87
3

3
21
0

21
0

10
5

19
5

1
15

56
〃

90
5

19
,9
39
,1
29

58
2

12
,8
28
,7
80

32
3

7,
11
0,
34
9

7
74
1

15
8

4
7

14
7

－
46

57
〃

1,
02
4

22
,6
46
,8
74

72
0

15
,9
57
,8
96

30
4

6,
68
8,
97
8

3
34
1

18
4

5
3

17
6

－
52

58
〃

1,
33
6

29
,5
68
,9
23

1,
04
8

23
,1
67
,3
98

28
8

6,
40
1,
52
5

2
18
3

15
0

4
3

14
3

－
16
6

59
〃

1,
80
5

40
,3
46
,2
74

1,
53
1

34
,2
22
,4
12

27
4

6,
12
3,
86
2

7
80
2

70
5

5
60

1
22
3

60
〃

32
,5
33

71
3,
41
9,
27
7

55
1,
28
2,
36
1

32
,4
78

71
2,
13
6,
91
6

3
32
8

62
8

21
33

3
4,
18
0

61
歳
以
上

65
歳
未
満

35
3

6,
84
6,
81
4

36
89
0,
32
8

31
7

5,
95
6,
48
6

11
94
1

18
4

51
49

84
－

43

65
歳

以
上

18
8

5,
54
6,
96
0

－
－

18
8

5,
54
6,
96
0

4
36
8

10
3

14
32

57
－

7

合
計

43
,3
24

94
1,
19
9,
08
8

5,
87
6

12
8,
07
2,
46
7

37
,4
48

81
3,
12
6,
62
1

25
2

20
,9
71

7,
47
7

34
1

1,
01
9

6,
11
7

21
4,
74
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,7
25

－
21
,7
96

－
21
,7
13

－
83

－
－

－
－

－
－

― 3 7 8 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

38
25

2,
12
6

24
2,
06
4

23
1,
93
2

－
－

1
13
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

92
8

71
7

13
5,
37
4

71
1

13
3,
21
4

60
0

11
1,
40
6

－
－

11
1

21
,8
08

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

2,
77
3

2,
17
3

84
0,
60
4

2,
16
1

83
8,
29
6

1,
82
8

75
0,
02
0

6
3,
17
1

32
7

85
,1
05

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

1,
99
4

1,
52
3

1,
05
6,
32
5

1,
49
4

1,
03
0,
10
4

1,
22
9

92
2,
99
6

2
1,
48
8

26
3

10
5,
62
0

6
19
,7
08

1
2,
86
5

5
16
,8
43
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

1,
63
2

1,
21
6

1,
81
1,
01
1

1,
17
8

1,
65
6,
28
1

91
8

1,
54
4,
98
1

1
43
1

25
9

11
0,
86
9

21
13
0,
19
6

3
17
,2
76

18
11
2,
92
0
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
83
3

1,
40
3

4,
94
8,
38
6

1,
28
1

3,
88
6,
22
1

91
6

3,
67
8,
69
2

－
－

36
5

20
7,
52
9

87
82
9,
67
8

19
20
2,
55
1

68
62
7,
12
7
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

2,
17
3

1,
70
7

12
,2
32
,3
00

1,
33
6

6,
53
1,
46
3

94
1

6,
24
8,
96
2

－
－

39
5

28
2,
50
1

15
9

2,
20
3,
92
9

11
7

1,
71
2,
37
2

42
49
1,
55
7
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

88
8

68
4

7,
93
4,
39
6

35
2

1,
70
8,
26
0

21
2

1,
61
5,
89
0

1
3,
15
9

13
9

89
,2
11

32
45
8,
34
6

27
39
7,
28
0

5
61
,0
66
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
95
3

75
7

9,
37
7,
31
3

40
8

2,
33
7,
54
0

26
9

2,
23
9,
17
9

－
－

13
9

98
,3
61

17
24
3,
58
1

10
15
3,
15
9

7
90
,4
22
52

〃
54

〃
54
歳

51
3

42
0

5,
98
8,
44
9

19
7

1,
37
8,
78
6

13
4

1,
28
9,
60
0

－
－

63
89
,1
86

8
11
1,
97
5

8
11
1,
97
5

－
－

54
歳

55
〃

60
8

49
8

7,
92
9,
19
9

20
1

1,
50
0,
55
8

14
5

1,
39
2,
96
3

－
－

56
10
7,
59
5

10
14
0,
33
0

9
12
9,
18
2

1
11
,1
48

55
〃

56
〃

67
6

59
2

10
,5
09
,2
30

20
4

2,
02
3,
84
6

16
1

1,
95
2,
42
1

－
－

43
71
,4
25

13
18
4,
73
6

11
16
0,
79
1

2
23
,9
45

56
〃

57
〃

82
6

71
9

13
,1
42
,7
84

23
3

2,
37
9,
59
1

17
3

2,
28
1,
26
1

－
－

60
98
,3
30

12
16
5,
28
8

12
16
5,
28
8

－
－

57
〃

58
〃

1,
00
3

91
5

18
,1
78
,1
87

21
6

2,
56
5,
82
0

17
0

2,
46
6,
77
5

－
－

46
99
,0
45

10
13
9,
77
0

9
11
8,
82
3

1
20
,9
47

58
〃

59
〃

1,
40
9

1,
36
9

28
,5
45
,3
38

26
9

3,
52
3,
89
1

21
9

3,
39
1,
82
6

1
20
,8
22

49
11
1,
24
3

13
16
5,
12
9

10
13
6,
21
1

3
28
,9
18

59
〃

60
〃

19
,7
25

19
,6
88

44
2,
54
1,
81
1

17
0

1,
05
5,
47
6

67
47
6,
93
5

－
－

10
3

57
8,
54
1

24
3

3,
03
7,
59
6

－
－

24
3

3,
03
7,
59
6

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

42
6

31
8

82
1,
09
0

28
4

18
0,
47
0

14
0

42
,3
65

－
－

14
4

13
8,
10
5

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

34
0

28
2

48
6,
84
7

26
9

25
1,
46
5

11
2

33
,0
83

－
－

15
7

21
8,
38
2

4
68
,0
31

－
－

4
68
,0
31
65

歳
以

上

合
計

38
,7
38

35
,0
06

56
6,
48
0,
77
0

10
,9
88

32
,9
83
,3
46

8,
25
7

30
,4
41
,2
87

11
29
,0
71

2,
72
0

2,
51
2,
98
8

63
5

7,
89
8,
29
3

23
6

3,
30
7,
77
3

39
9

4,
59
0,
52
0

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

14
,6
23

－
16
,1
82

－
3,
00
2

－
3,
68
7

－
2,
64
3

－
92
4

－
12
,4
38

－
14
,0
16

－
11
,5
05
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

63
61

7,
42
1

61
7,
42
1

46
5,
10
7

－
－

15
2,
31
4

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

11
6

10
9

17
,3
19

10
9

17
,3
19

78
11
,3
40

－
－

31
5,
97
9

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

10
1

96
36
,0
37

96
36
,0
37

74
32
,3
23

－
－

22
3,
71
4

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

11
9

11
6

11
1,
74
4

11
4

98
,1
32

83
90
,0
84

－
－

31
8,
04
8

1
8,
79
1

－
－

1
8,
79
1
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

17
6

17
5

36
9,
46
5

16
1

26
8,
93
8

11
8

23
6,
20
0

－
－

43
32
,7
38

13
94
,1
66

4
32
,8
26

9
61
,3
40
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

24
5

24
1

1,
07
3,
96
6

18
7

42
8,
10
5

13
6

37
9,
03
2

－
－

51
49
,0
73

34
34
9,
72
3

22
24
7,
27
6

12
10
2,
44
7
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

12
9

12
8

78
8,
76
0

88
21
5,
01
7

66
19
9,
15
6

－
－

22
15
,8
61

19
22
0,
02
9

12
14
3,
41
7

7
76
,6
12
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
14
6

14
3

1,
05
9,
64
0

95
32
6,
96
1

70
30
3,
93
1

－
－

25
23
,0
30

19
20
8,
81
2

15
16
8,
08
0

4
40
,7
32
52

〃
54

〃
54
歳

73
73

57
2,
71
3

43
12
4,
50
8

30
12
1,
14
8

－
－

13
3,
36
0

14
16
1,
91
1

9
11
0,
36
1

5
51
,5
50

54
歳

55
〃

90
90

90
1,
33
5

50
27
6,
40
5

41
25
8,
42
4

1
13
,8
35

8
4,
14
6

12
13
2,
26
2

9
10
3,
15
7

3
29
,1
05

55
〃

56
〃

11
4

11
4

1,
28
9,
59
9

57
38
0,
34
5

51
37
6,
47
6

－
－

6
3,
86
9

18
21
8,
40
2

15
18
7,
38
9

3
31
,0
13

56
〃

57
〃

11
8

11
7

1,
50
3,
35
7

54
41
1,
12
2

50
41
0,
20
1

－
－

4
92
1

13
14
4,
44
2

9
98
,9
14

4
45
,5
28

57
〃

58
〃

14
9

14
7

2,
00
6,
81
9

56
43
6,
32
8

52
43
5,
58
3

－
－

4
74
5

16
18
0,
45
0

13
15
0,
49
6

3
29
,9
54

58
〃

59
〃

16
9

16
9

2,
45
7,
79
9

54
50
3,
25
5

46
46
4,
53
7

1
12
,2
53

7
26
,4
65

16
17
6,
22
7

11
12
8,
71
3

5
47
,5
14

59
〃

60
〃

3,
83
8

3,
83
6

61
,9
73
,6
49

56
27
4,
27
2

36
17
0,
37
8

－
－

20
10
3,
89
4

64
0

6,
76
2,
78
6

3
34
,7
41

63
7

6,
72
8,
04
5

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

41
1

40
3

5,
13
3,
63
1

97
91
,8
41

62
76
,1
19

－
－

35
15
,7
22

39
41
1,
66
1

2
25
,5
59

37
38
6,
10
2
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

45
38

45
,6
77

36
5,
50
8

21
2,
49
1

－
－

15
3,
01
7

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

6,
10
3

6,
05
6

79
,3
48
,9
31

1,
41
4

3,
90
1,
51
4

1,
06
0

3,
57
2,
53
0

2
26
,0
88

35
2

30
2,
89
6

85
4

9,
06
9,
66
2

12
4

1,
43
0,
92
9

73
0

7,
63
8,
73
3

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

13
,0
02

－
13
,1
03

－
2,
75
9

－
3,
37
0

－
13
,0
44

－
86
1

－
10
,6
20

－
11
,5
40

－
10
,4
64
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

1
62

13
－

11
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
1,
94
8

－
－

2
1,
94
8

4
21
2

21
1

12
87

11
2

－
－

25
〃

30
〃

2
1,
64
8

－
－

2
1,
64
8

10
66
0

60
0

19
80

50
1

1
－

30
〃

35
〃

4
5,
09
7

－
－

4
5,
09
7

19
1,
41
6

47
1

25
49

39
7

－
－

35
〃

40
〃

6
23
,5
84

－
－

6
23
,5
84

11
95
0

41
6

19
46

35
1

－
－

40
〃

45
〃

20
23
1,
22
5

7
95
,0
83

13
13
6,
14
2

15
1,
26
2

43
0

28
26

37
6

－
－

45
〃

50
〃

19
7

3,
49
5,
64
6

13
6

2,
61
6,
74
3

61
87
8,
90
3

15
1,
26
2

46
6

29
33

40
4

1
－

50
〃

52
〃

29
5

5,
76
7,
32
8

24
1

4,
85
9,
08
2

54
90
8,
24
6

5
46
2

20
4

3
11

19
0

1
－

52
〃

54
〃

32
6

6,
79
5,
66
7

26
3

5,
57
9,
98
9

63
1,
21
5,
67
8

6
52
5

19
6

9
8

17
9

－
5

54
歳

21
0

4,
49
7,
25
6

17
3

3,
76
5,
79
8

37
73
1,
45
8

5
43
2

93
3

5
85

－
5

55
〃

28
7

6,
28
8,
31
1

24
5

5,
44
2,
90
7

42
84
5,
40
4

－
－

11
0

6
3

10
1

1
8

56
〃

37
2

8,
30
0,
38
9

31
9

7,
17
2,
53
5

53
1,
12
7,
85
4

3
25
9

84
3

6
75

－
30

57
〃

47
4

10
,5
97
,9
05

41
8

9,
38
3,
19
5

56
1,
21
4,
71
0

－
－

10
7

1
3

10
3

－
33

58
〃

68
8

15
,4
72
,5
39

60
6

13
,7
11
,3
38

82
1,
76
1,
20
1

1
58

88
3

3
82

－
77

59
〃

1,
08
1

24
,8
55
,7
91

97
7

22
,4
25
,5
17

10
4

2,
43
0,
27
4

6
52
7

40
4

2
34

－
12
7

60
〃

19
,2
74

43
8,
44
8,
65
3

17
40
8,
65
0

19
,2
57

43
8,
04
0,
00
3

1
86

37
6

10
21

1
2,
46
4

61
歳
以
上

65
歳
未
満

26
63
9,
95
2

－
－

26
63
9,
95
2

8
66
8

10
8

19
37

52
－

2

65
歳

以
上

7
16
7,
21
3

－
－

7
16
7,
21
3

2
13
8

58
1

19
38

－
－

合
計

23
,2
71

52
5,
59
0,
15
2

3,
40
2

75
,4
60
,8
37

19
,8
69

45
0,
12
9,
31
5

11
2

8,
97
9

3,
73
2

19
0

43
9

3,
10
3

5
2,
75
1

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,5
86

－
22
,1
81

－
22
,6
55

－
80

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

2
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

7
－

1
6

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

5
1

1
3

－
－

35
〃

40
〃

1
4,
82
1

－
－

1
4,
82
1

－
－

3
1

－
2

－
－

40
〃

45
〃

1
6,
36
1

－
－

1
6,
36
1

－
－

1
1

－
－

－
－

45
〃

50
〃

20
29
6,
13
8

11
17
7,
50
5

9
11
8,
63
3

－
－

4
1

2
1

－
－

50
〃

52
〃

21
35
3,
71
4

17
29
6,
27
0

4
57
,4
44

－
－

1
1

－
－

－
－

52
〃

54
〃

29
52
3,
86
7

21
40
1,
09
8

8
12
2,
76
9

－
－

3
2

－
1

－
－

54
歳

16
28
6,
29
4

11
20
7,
81
8

5
78
,4
76

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

28
49
2,
66
8

25
44
0,
62
6

3
52
,0
42

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

39
69
0,
85
2

30
53
0,
36
3

9
16
0,
48
9

－
－

－
－

－
－

－
2

57
〃

50
94
7,
79
3

44
84
2,
70
6

6
10
5,
08
7

－
－

1
1

－
－

－
4

58
〃

75
1,
39
0,
04
1

63
1,
19
0,
16
1

12
19
9,
88
0

－
－

2
1

－
1

－
6

59
〃

99
1,
77
8,
31
7

90
1,
60
7,
37
2

9
17
0,
94
5

－
－

－
－

－
－

1
10

60
〃

3,
14
0

54
,9
36
,5
91

14
26
8,
89
7

3,
12
6

54
,6
67
,6
94

－
－

2
－

2
－

－
22
3

61
歳
以
上

65
歳
未
満

26
7

4,
63
0,
12
9

14
26
2,
05
3

25
3

4,
36
8,
07
6

－
－

8
7

1
－

－
37

65
歳

以
上

2
40
,1
69

－
－

2
40
,1
69

－
－

7
7

－
－

－
－

合
計

3,
78
8

66
,3
77
,7
55

34
0

6,
22
4,
86
9

3,
44
8

60
,1
52
,8
86

－
－

47
23

10
14

1
28
2

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
17
,5
23

－
18
,3
08

－
17
,4
46

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

8
6

70
9

6
70
9

2
17
7

－
－

4
53
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

9,
81
2

9,
25
3

1,
22
6,
29
1

9,
25
2

1,
22
5,
86
6

4,
31
6

53
6,
94
0

－
－

4,
93
6

68
8,
92
6

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

19
,9
55

18
,4
75

3,
25
8,
57
4

18
,4
75

3,
25
8,
57
4

10
,0
08

1,
91
6,
77
2

－
－

8,
46
7

1,
34
1,
80
2

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

10
,2
63

9,
21
5

2,
59
3,
58
9

9,
21
1

2,
58
2,
13
3

5,
33
4

1,
87
5,
73
9

－
－

3,
87
7

70
6,
39
4

3
11
,4
56

－
－

3
11
,4
56
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

6,
77
6

5,
83
2

3,
02
2,
69
6

5,
81
4

2,
93
2,
97
0

3,
51
9

2,
48
2,
83
6

1
3,
35
3

2,
29
4

44
6,
78
1

18
89
,7
26

－
－

18
89
,7
26
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

5,
82
1

4,
84
1

3,
61
2,
72
2

4,
79
7

3,
23
0,
76
5

2,
76
5

2,
79
3,
49
5

－
－

2,
03
2

43
7,
27
0

44
38
1,
95
7

11
11
5,
61
7

33
26
6,
34
0
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

6,
24
3

5,
18
7

6,
75
7,
16
6

5,
01
7

4,
02
6,
21
8

2,
69
7

3,
51
9,
65
8

－
－

2,
32
0

50
6,
56
0

10
5

1,
54
8,
54
8

75
1,
18
3,
69
2

30
36
4,
85
6
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2,
54
0

2,
10
0

6,
51
4,
21
9

1,
83
2

1,
30
5,
80
4

1,
07
1

1,
12
2,
68
6

1
4,
86
8

76
0

17
8,
25
0

43
64
6,
25
4

36
56
0,
08
7

7
86
,1
67
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
2,
72
9

2,
29
3

9,
44
3,
53
4

1,
91
8

1,
66
9,
67
2

1,
03
6

1,
35
9,
52
1

7
63
,2
31

87
5

24
6,
92
0

24
34
1,
81
4

17
25
1,
17
5

7
90
,6
39
52

〃
54

〃
54
歳

1,
44
3

1,
19
5

7,
02
3,
37
2

92
1

1,
00
3,
71
3

50
1

88
6,
69
0

－
－

42
0

11
7,
02
3

11
18
2,
91
8

8
13
3,
61
0

3
49
,3
08

54
歳

55
〃

1,
60
0

1,
40
4

11
,7
78
,2
37

92
1

1,
00
4,
42
5

50
2

80
7,
41
1

5
10
3,
93
1

41
4

93
,0
83

11
16
6,
28
5

7
11
1,
56
9

4
54
,7
16

55
〃

56
〃

1,
67
9

1,
53
1

14
,6
79
,4
18

94
7

1,
40
6,
68
0

53
2

1,
24
1,
96
8

3
46
,8
62

41
2

11
7,
85
0

8
12
7,
68
1

8
12
7,
68
1

－
－

56
〃

57
〃

1,
95
5

1,
82
9

21
,6
37
,0
42

96
6

1,
76
3,
46
9

51
0

1,
60
1,
35
0

2
46
,1
66

45
4

11
5,
95
3

9
13
8,
36
8

9
13
8,
36
8

－
－

57
〃

58
〃

2,
22
5

2,
14
1

30
,3
30
,4
15

89
7

1,
65
0,
91
7

49
5

1,
47
0,
59
6

8
79
,3
22

39
4

10
0,
99
9

19
37
5,
29
0

18
35
7,
79
1

1
17
,4
99

58
〃

59
〃

2,
66
7

2,
61
5

41
,1
68
,8
72

91
1

2,
40
5,
78
5

50
8

2,
17
2,
89
7

9
11
1,
79
4

39
4

12
1,
09
4

21
37
1,
78
6

21
37
1,
78
6

－
－

59
〃

60
〃

28
,3
23

28
,2
70

61
9,
59
0,
65
8

1,
00
1

2,
55
9,
65
6

40
8

64
3,
29
5

－
－

59
3

1,
91
6,
36
1

29
2

4,
28
8,
66
2

1
14
,5
51

29
1

4,
27
4,
11
1

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2,
44
0

2,
23
2

68
4,
60
8

2,
22
4

48
3,
49
7

1,
14
9

26
1,
65
2

－
－

1,
07
5

22
1,
84
5

1
10
,1
84

－
－

1
10
,1
84
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1,
08
5

96
5

58
3,
54
5

94
9

18
8,
65
5

51
7

88
,7
44

－
－

43
2

99
,9
11

4
44
,4
84

－
－

4
44
,4
84
65

歳
以

上

合
計

10
7,
56
4

99
,3
84

78
3,
90
5,
66
7

66
,0
59

32
,6
99
,5
08

35
,8
70

24
,7
82
,4
27

36
45
9,
52
7

30
,1
53

7,
45
7,
55
4

61
3

8,
72
5,
41
3

21
1

3,
36
5,
92
7

40
2

5,
35
9,
48
6

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

7,
28
8

－
7,
88
8

－
49
5

－
69
1

－
12
,7
65

－
24
7

－
14
,2
34

－
15
,9
52

－
13
,3
32
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

警 察 官

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

27
4

97
11
,0
19

97
11
,0
19

95
10
,8
26

2
19
3

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭警 察 官

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1,
29
1

61
4

14
6,
17
8

61
3

14
5,
62
8

60
3

14
2,
27
6

7
1,
70
3

3
1,
64
9

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
05
0

47
7

27
9,
96
7

47
4

27
5,
01
4

46
6

26
8,
59
2

2
1,
06
0

6
5,
36
2

1
2,
77
6

－
－

1
2,
77
6
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

54
6

19
6

29
0,
62
6

19
2

27
2,
12
0

18
3

25
7,
41
9

3
2,
04
7

6
12
,6
54

4
18
,5
06

－
－

4
18
,5
06
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

49
9

15
7

53
6,
60
1

15
0

49
1,
55
6

14
7

47
8,
26
6

－
－

3
13
,2
90

6
41
,3
96

－
－

6
41
,3
96
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

39
1

82
65
3,
74
3

68
51
5,
31
1

68
51
5,
31
1

－
－

－
－

13
12
3,
89
4

－
－

13
12
3,
89
4
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

23
5

94
1,
18
8,
49
7

67
74
1,
84
2

65
72
6,
81
3

1
6,
34
5

1
8,
68
4

8
10
9,
08
6

2
30
,3
14

6
78
,7
72
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

82
46

80
9,
74
1

26
38
9,
14
4

26
38
9,
14
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
13
1

77
1,
53
6,
04
2

37
62
6,
57
9

37
62
6,
57
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

81
57

1,
18
6,
34
5

21
35
8,
87
0

21
35
8,
87
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

83
60

1,
35
5,
94
5

16
28
7,
64
7

16
28
7,
64
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

12
1

75
1,
63
1,
11
9

22
40
3,
87
6

22
40
3,
87
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

15
1

11
1

2,
45
5,
50
6

26
48
5,
62
6

26
48
5,
62
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

18
4

15
4

3,
38
1,
84
0

27
51
4,
21
3

27
51
4,
21
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

30
5

29
1

6,
34
7,
26
0

38
73
9,
83
9

38
73
9,
83
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

5,
24
1

5,
24
1

11
7,
12
0,
28
4

3
41
,2
17

2
37
,3
37

－
－

1
3,
88
0

1
15
,9
76

－
－

1
15
,9
76

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

20
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

10
,6
85

7,
82
9

13
8,
93
0,
71
3

1,
87
7

6,
29
9,
50
1

1,
84
2

6,
24
2,
63
4

15
11
,3
48

20
45
,5
19

33
31
1,
63
4

2
30
,3
14

31
28
1,
32
0

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

13
,0
02

－
17
,7
46

－
3,
35
6

－
3,
38
9

－
75
7

－
2,
27
6

－
9,
44
3

－
15
,1
57

－
9,
07
5
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

― 3 8 1 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
42
5

－
－

1
42
5

－
－

55
9

9
21
9

33
1

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1,
48
0

35
32
4

1,
12
1

－
－

30
〃

35
〃

1
－

－
－

1
－

－
－

1,
04
8

26
20
2

82
0

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

94
4

18
14
9

77
7

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

98
0

17
13
3

83
0

2
－

45
〃

50
〃

65
1,
18
2,
40
0

47
89
0,
73
0

18
29
1,
67
0

－
－

1,
05
6

18
13
6

90
2

－
－

50
〃

52
〃

22
5

4,
56
2,
16
1

19
9

4,
11
5,
35
7

26
44
6,
80
4

－
－

44
0

5
50

38
5

－
－

52
〃

54
〃

35
1

7,
43
2,
04
8

29
8

6,
42
5,
54
8

53
1,
00
6,
50
0

－
－

43
6

11
37

38
8

－
－

54
歳

26
3

5,
83
6,
74
1

23
9

5,
35
3,
26
7

24
48
3,
47
4

－
－

24
8

4
26

21
8

－
－

55
〃

47
2

10
,6
07
,5
27

44
4

10
,0
36
,4
75

28
57
1,
05
2

－
－

19
6

5
36

15
5

－
1

56
〃

57
6

13
,1
45
,0
57

54
8

12
,5
42
,2
62

28
60
2,
79
5

－
－

14
8

5
21

12
2

－
12

57
〃

85
4

19
,7
35
,2
05

83
1

19
,2
41
,4
68

23
49
3,
73
7

－
－

12
6

3
35

88
－

51
58
〃

1,
22
5

28
,3
04
,2
08

1,
18
9

27
,4
79
,3
89

36
82
4,
81
9

－
－

84
3

20
61

－
16
3

59
〃

1,
68
3

38
,3
91
,3
01

1,
64
7

37
,5
68
,3
79

36
82
2,
92
2

－
－

52
3

39
10

－
36
0

60
〃

26
,9
77

61
2,
74
2,
34
0

3
67
,5
31

26
,9
74

61
2,
67
4,
80
9

－
－

53
1

47
5

－
6,
86
8

61
歳
以
上

65
歳
未
満

7
19
0,
92
7

－
－

7
19
0,
92
7

－
－

20
8

2
20
1

5
－

1

65
歳

以
上

12
35
0,
40
6

－
－

12
35
0,
40
6

－
－

12
0

－
11
9

1
－

－

合
計

32
,7
12

74
2,
48
0,
74
6

5,
44
5

12
3,
72
0,
40
6

27
,2
67

61
8,
76
0,
34
0

－
－

8,
18
0

16
5

1,
79
4

6,
22
1

2
7,
45
6

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,6
98

－
22
,7
22

－
22
,6
93

－
－

－
－

－
－

－
－

警 察 官

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

17
7

－
17
2

5
－

－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
55
0

－
－

1
55
0

－
－

67
7

8
44
0

22
9

－
－

25
〃

30
〃

2
2,
17
7

－
－

2
2,
17
7

－
－

57
3

6
87

48
0

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

35
0

9
20

32
1

－
－

35
〃

40
〃

1
3,
64
9

－
－

1
3,
64
9

－
－

34
2

6
－

33
6

－
－

40
〃

45
〃

1
14
,5
38

－
－

1
14
,5
38

－
－

30
9

3
－

30
6

－
－

45
〃

50
〃

19
33
7,
56
9

6
12
4,
36
9

13
21
3,
20
0

－
－

14
1

3
－

13
8

－
－

50
〃

52
〃

20
42
0,
59
7

12
26
8,
78
9

8
15
1,
80
8

－
－

36
－

－
36

－
－

52
〃

54
〃

40
90
9,
46
3

30
69
0,
03
8

10
21
9,
42
5

－
－

54
2

－
52

－
2

54
歳

36
82
7,
47
5

25
59
3,
91
3

11
23
3,
56
2

－
－

24
－

－
24

－
10

55
〃

44
1,
06
8,
29
8

39
95
9,
46
7

5
10
8,
83
1

－
－

23
1

－
22

－
11

56
〃

53
1,
22
7,
24
3

43
1,
01
1,
55
7

10
21
5,
68
6

－
－

46
2

－
44

－
13

57
〃

85
1,
96
9,
88
0

78
1,
80
5,
93
5

7
16
3,
94
5

－
－

40
－

－
40

－
24

58
〃

12
7

2,
86
7,
62
7

11
6

2,
62
1,
21
6

11
24
6,
41
1

－
－

30
1

－
29

－
40

59
〃

25
3

5,
60
7,
42
1

24
1

5,
33
3,
52
5

12
27
3,
89
6

－
－

14
1

－
13

－
71

60
〃

5,
23
7

11
7,
06
3,
09
1

48
1,
31
6,
68
5

5,
18
9

11
5,
74
6,
40
6

－
－

－
－

－
－

－
1,
82
7

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

20
－

－
20

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

5,
91
9

13
2,
31
9,
57
8

63
8

14
,7
25
,4
94

5,
28
1

11
7,
59
4,
08
4

－
－

2,
85
6

42
71
9

2,
09
5

－
1,
99
8

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,3
55

－
23
,0
81

－
22
,2
67

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
７

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

6
6

1,
68
5

6
1,
68
5

5
1,
12
4

－
－

1
56
1

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

45
44

21
,9
36

44
21
,9
36

44
21
,9
36

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

29
25

17
,1
51

25
17
,1
51

25
17
,1
51

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

20
18

27
,5
76

18
27
,5
76

18
27
,5
76

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
9

31
,8
28

9
31
,8
28

9
31
,8
28

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

7
5

19
,6
59

5
19
,6
59

5
19
,6
59

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

1
1

2,
63
4

1
2,
63
4

1
2,
63
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
3

2
15
,7
95

1
1,
41
4

1
1,
41
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
54
歳

55
〃

1
1

22
,6
89

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

3
2

29
,2
35

1
5,
32
9

1
5,
32
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

3
1

10
,5
67

1
10
,5
67

1
10
,5
67

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
58
〃

59
〃

1
1

18
,5
94

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

11
11

20
9,
81
0

1
62
8

－
－

－
－

1
62
8

2
27
,9
21

－
－

2
27
,9
21

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
1

6,
85
7

1
6,
85
7

1
6,
85
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1
1

8,
91
4

1
8,
91
4

－
－

－
－

1
8,
91
4

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

14
3

12
8

44
4,
93
0

11
4

15
6,
17
8

11
1

14
6,
07
5

－
－

3
10
,1
03

2
27
,9
21

－
－

2
27
,9
21

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

3,
11
1

－
3,
47
6

－
1,
37
0

－
1,
31
6

－
－

－
3,
36
8

－
13
,9
61

－
－

－
13
,9
61
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
８

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

4
－

2
2

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

50
〃

52
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

52
〃

54
〃

1
14
,3
81

－
－

1
14
,3
81

－
－

1
－

－
1

－
－

54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

55
〃

1
22
,6
89

1
22
,6
89

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

1
23
,9
06

1
23
,9
06

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

57
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

58
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

1
18
,5
94

1
18
,5
94

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

8
18
1,
26
1

－
－

8
18
1,
26
1

－
－

－
－

－
－

－
－

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

12
26
0,
83
1

3
65
,1
89

9
19
5,
64
2

－
－

15
－

4
11

－
－

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,7
36

－
21
,7
30

－
21
,7
38

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

30
3

11
3

12
,6
63

11
2

12
,6
01

10
5

11
,7
44

2
19
3

5
66
4

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

11
,1
50

9,
85
6

1,
41
3,
20
5

9,
84
1

1,
40
9,
63
3

5,
30
6

77
4,
74
5

8
1,
84
9

4,
52
7

63
3,
03
9

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

21
,5
23

19
,3
31

3,
82
9,
33
0

19
,2
95

3,
82
0,
57
2

11
,2
52

2,
54
0,
02
8

2
1,
06
0

8,
04
1

1,
27
9,
48
4

1
2,
77
6

－
－

1
2,
77
6
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

11
,8
35

10
,2
89

3,
40
6,
75
4

10
,2
39

3,
36
6,
54
3

6,
43
5

2,
65
4,
50
6

3
2,
04
7

3,
80
1

70
9,
99
0

8
32
,3
72

－
－

8
32
,3
72
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

8,
19
6

6,
82
1

4,
23
4,
50
1

6,
76
3

4,
06
8,
49
7

4,
39
3

3,
58
4,
77
4

－
－

2,
37
0

48
3,
72
3

28
15
5,
61
5

－
－

28
15
5,
61
5
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

7,
33
4

5,
97
8

6,
09
7,
62
7

5,
85
4

5,
24
9,
44
1

3,
62
3

4,
68
5,
27
0

－
－

2,
23
1

56
4,
17
1

87
79
3,
79
6

18
19
1,
05
1

69
60
2,
74
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

7,
43
9

6,
30
0

12
,1
74
,6
27

5,
93
1

6,
93
4,
71
1

3,
40
7

6,
22
1,
47
7

2
6,
54
8

2,
52
2

70
6,
68
6

19
0

2,
67
6,
91
0

13
5

2,
00
3,
58
8

55
67
3,
32
2
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2,
93
7

2,
51
1

10
,1
30
,8
78

2,
08
4

2,
18
5,
20
8

1,
26
0

1,
96
9,
57
9

－
－

82
4

21
5,
62
9

59
84
6,
71
3

49
72
2,
68
5

10
12
4,
02
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
3,
16
8

2,
75
9

14
,0
64
,3
04

2,
20
3

2,
88
4,
60
7

1,
26
9

2,
62
7,
33
1

4
12
,3
55

93
0

24
4,
92
1

32
47
0,
80
2

22
33
9,
17
9

10
13
1,
62
3
52

〃
54

〃
54
歳

1,
67
1

1,
46
6

10
,3
22
,4
38

1,
05
9

1,
73
2,
07
0

61
3

1,
58
9,
91
6

－
－

44
6

14
2,
15
4

16
22
2,
05
9

13
17
7,
85
6

3
44
,2
03

54
歳

55
〃

1,
79
7

1,
61
8

14
,8
60
,6
61

1,
00
9

1,
43
9,
00
3

59
2

1,
32
5,
99
3

1
2,
01
5

41
6

11
0,
99
5

18
24
6,
29
2

11
15
9,
56
1

7
86
,7
31

55
〃

56
〃

1,
96
5

1,
80
4

19
,4
73
,2
74

1,
02
6

2,
22
4,
00
9

62
2

2,
11
9,
57
8

2
4,
34
1

40
2

10
0,
09
0

12
16
0,
98
5

11
14
9,
57
6

1
11
,4
09

56
〃

57
〃

2,
23
6

2,
11
9

26
,5
09
,4
03

1,
06
6

2,
63
9,
98
1

60
5

2,
51
6,
28
9

－
－

46
1

12
3,
69
2

10
15
4,
67
4

10
15
4,
67
4

－
－

57
〃

58
〃

2,
58
1

2,
50
4

37
,3
15
,4
98

96
3

2,
30
7,
05
9

57
2

2,
17
6,
10
3

3
8,
32
4

38
8

12
2,
63
2

14
19
7,
22
6

11
14
6,
83
6

3
50
,3
90

58
〃

59
〃

3,
39
1

3,
32
5

56
,3
54
,3
44

99
1

3,
29
3,
44
6

59
7

3,
11
7,
15
2

3
10
,2
36

39
1

16
6,
05
8

12
15
3,
88
5

12
15
3,
88
5

－
－

59
〃

60
〃

38
,0
73

38
,0
12

82
9,
58
5,
10
5

97
5

1,
63
8,
13
8

46
8

95
8,
20
9

－
－

50
7

67
9,
92
9

35
3

4,
30
8,
94
7

5
64
,3
95

34
8

4,
24
4,
55
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2,
94
8

2,
67
9

4,
60
7,
33
2

2,
46
8

80
8,
84
8

1,
30
6

49
7,
71
0

－
－

1,
16
2

31
1,
13
8

18
20
3,
94
6

1
14
,6
60

17
18
9,
28
6
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1,
50
0

1,
33
6

3,
38
5,
84
5

1,
22
4

44
2,
64
5

69
6

12
4,
10
8

－
－

52
8

31
8,
53
7

20
34
7,
47
0

－
－

20
34
7,
47
0
65

歳
以

上

合
計

13
0,
04
7

11
8,
82
1

1,
05
7,
77
7,
78
9

73
,1
03

46
,4
57
,0
12

43
,1
21

39
,4
94
,5
12

30
48
,9
68

29
,9
52

6,
91
3,
53
2

87
8

10
,9
74
,4
68

29
8

4,
27
7,
94
6

58
0

6,
69
6,
52
2

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

8,
13
4

－
8,
90
2

－
63
6

－
91
6

－
1,
63
2

－
23
1

－
12
,4
99

－
14
,3
56

－
11
,5
46
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

21
10

93
5

9
87
3

8
74
1

－
－

1
13
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

98
6

83
4

15
6,
40
7

82
1

15
3,
81
0

70
1

13
4,
56
0

1
14
6

11
9

19
,1
04

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

2,
42
3

2,
00
0

69
0,
29
6

1,
96
7

68
6,
49
1

1,
62
4

61
2,
01
0

－
－

34
3

74
,4
81

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
12
4

1,
75
4

98
8,
82
6

1,
71
2

97
8,
57
7

1,
44
0

89
1,
78
5

－
－

27
2

86
,7
92

1
2,
41
0

－
－

1
2,
41
0
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

1,
70
8

1,
38
8

1,
28
4,
70
4

1,
35
1

1,
23
0,
02
4

1,
08
4

1,
14
8,
90
1

－
－

26
7

81
,1
23

8
47
,9
40

－
－

8
47
,9
40
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
74
8

1,
44
5

2,
48
4,
53
4

1,
37
3

2,
09
8,
41
7

1,
00
3

1,
90
9,
91
8

－
－

37
0

18
8,
49
9

36
34
6,
26
5

10
10
6,
51
4

26
23
9,
75
1
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
67
3

1,
40
7

5,
21
1,
99
4

1,
21
2

2,
76
5,
67
4

83
3

2,
53
0,
25
6

1
20
3

37
8

23
5,
21
5

90
1,
21
4,
91
2

67
93
6,
47
3

23
27
8,
43
9
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

64
9

54
5

3,
53
3,
82
7

37
5

65
3,
71
3

23
9

59
4,
13
2

－
－

13
6

59
,5
81

26
36
2,
61
2

21
29
8,
83
0

5
63
,7
82
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
68
0

59
0

4,
48
7,
81
2

40
5

1,
05
7,
11
3

27
5

99
6,
23
7

－
－

13
0

60
,8
76

13
19
7,
72
4

9
14
6,
29
6

4
51
,4
28
52

〃
54

〃
54
歳

36
2

33
4

3,
07
3,
06
0

20
3

57
4,
99
7

13
3

51
9,
49
2

－
－

70
55
,5
05

9
11
9,
47
1

7
88
,7
57

2
30
,7
14

54
歳

55
〃

36
3

31
9

3,
44
6,
27
4

17
1

42
6,
77
8

12
0

39
3,
02
9

1
2,
01
5

50
31
,7
34

9
11
6,
69
8

6
84
,6
83

3
32
,0
15

55
〃

56
〃

37
8

34
9

4,
82
8,
23
5

14
5

61
9,
79
4

11
0

60
1,
41
8

2
4,
34
1

33
14
,0
35

6
74
,1
56

5
62
,7
47

1
11
,4
09

56
〃

57
〃

42
1

39
2

5,
25
5,
81
5

18
3

81
8,
74
9

12
8

78
7,
57
9

－
－

55
31
,1
70

2
39
,0
73

2
39
,0
73

－
－

57
〃

58
〃

49
3

47
4

7,
71
7,
49
0

14
9

57
3,
05
5

10
6

52
9,
76
8

－
－

43
43
,2
87

7
93
,7
93

5
60
,9
02

2
32
,8
91

58
〃

59
〃

78
6

76
2

14
,9
08
,9
62

15
0

77
6,
15
8

10
5

71
9,
86
8

－
－

45
56
,2
90

4
52
,7
54

4
52
,7
54

－
－

59
〃

60
〃

8,
93
5

8,
91
5

19
2,
47
3,
19
0

14
8

42
5,
82
8

90
28
6,
26
7

－
－

58
13
9,
56
1

16
1

1,
86
3,
76
6

5
64
,3
95

15
6

1,
79
9,
37
1

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

70
2

62
7

4,
05
4,
51
9

42
0

36
4,
75
4

27
0

24
9,
46
7

－
－

15
0

11
5,
28
7

18
20
3,
94
6

1
14
,6
60

17
18
9,
28
6
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

50
3

43
6

2,
95
9,
27
0

33
4

25
9,
42
1

19
1

39
,9
21

－
－

14
3

21
9,
50
0

17
31
5,
01
7

－
－

17
31
5,
01
7
65

歳
以

上

合
計

24
,9
55

22
,5
81

25
7,
55
6,
15
0

11
,1
28

14
,4
64
,2
26

8,
46
0

12
,9
45
,3
49

5
6,
70
5

2,
66
3

1,
51
2,
17
2

40
7

5,
05
0,
53
7

14
2

1,
95
6,
08
4

26
5

3,
09
4,
45
3

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

10
,3
21

－
11
,4
06

－
1,
30
0

－
1,
53
0

－
1,
34
1

－
56
8

－
12
,4
09

－
13
,7
75

－
11
,6
77
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

1
62

19
0

－
18
3

7
－

－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

4
2,
92
3

－
－

4
2,
92
3

11
64
9

1,
29
4

21
68
0

59
3

－
－

25
〃

30
〃

4
3,
82
5

－
－

4
3,
82
5

31
2,
15
7

2,
19
2

39
44
0

1,
71
3

－
－

30
〃

35
〃

5
5,
09
7

－
－

5
5,
09
7

37
2,
74
2

1,
54
6

39
27
2

1,
23
5

－
－

35
〃

40
〃

3
8,
17
1

－
－

3
8,
17
1

27
2,
21
8

1,
37
5

35
17
7

1,
16
3

－
－

40
〃

45
〃

6
51
,7
57

1
12
,3
85

5
39
,3
72

31
2,
63
3

1,
35
6

22
14
1

1,
19
3

1
－

45
〃

50
〃

14
8

2,
56
0,
31
9

93
1,
74
0,
62
0

55
81
9,
69
9

31
2,
68
7

1,
13
9

26
14
2

97
1

－
－

50
〃

52
〃

35
7

7,
09
8,
01
2

30
0

6,
12
4,
72
5

57
97
3,
28
7

11
94
5

42
6

5
47

37
4

－
－

52
〃

54
〃

51
1

10
,7
07
,7
39

43
0

9,
15
6,
63
5

81
1,
55
1,
10
4

13
1,
15
6

40
9

14
32

36
3

－
5

54
歳

38
4

8,
36
7,
70
7

33
2

7,
32
8,
75
8

52
1,
03
8,
94
9

7
60
2

20
5

6
23

17
6

－
14

55
〃

58
8

13
,1
75
,1
56

54
4

12
,2
90
,4
51

44
88
4,
70
5

3
21
0

17
9

7
24

14
8

－
14

56
〃

75
9

17
,0
87
,5
39

70
5

15
,9
63
,0
91

54
1,
12
4,
44
8

7
74
1

16
1

8
22

13
1

－
43

57
〃

1,
04
0

23
,7
14
,4
07

99
3

22
,7
00
,6
46

47
1,
01
3,
76
1

3
34
1

11
7

3
25

89
－

87
58
〃

1,
52
5

34
,8
11
,0
30

1,
46
2

33
,4
26
,8
82

63
1,
38
4,
14
8

2
18
3

77
6

16
55

－
24
1

59
〃

2,
31
6

52
,9
06
,4
86

2,
22
9

50
,8
43
,9
82

87
2,
06
2,
50
4

6
52
7

66
4

28
34

－
48
8

60
〃

36
,6
81

82
3,
63
7,
69
2

74
1,
97
0,
89
3

36
,6
07

82
1,
66
6,
79
9

3
32
8

61
2

49
10

－
9,
19
4

61
歳
以
上

65
歳
未
満

18
2

3,
59
3,
59
7

23
59
3,
48
9

15
9

3,
00
0,
10
8

11
94
1

26
9

4
20
5

60
－

30

65
歳

以
上

88
2,
59
5,
36
2

－
－

88
2,
59
5,
36
2

4
36
8

16
4

－
11
7

47
－

3

合
計

44
,6
01
1,
00
0,
32
6,
81
9

7,
18
6

16
2,
15
2,
55
7

37
,4
15

83
8,
17
4,
26
2

23
9

19
,4
90

11
,2
26

24
1

2,
62
3

8,
36
2

1
10
,1
19

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,4
28

－
22
,5
65

－
22
,4
02

－
82

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

1
62

11
－

11
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
1,
94
8

－
－

2
1,
94
8

11
64
9

15
2

6
89

57
－

－

25
〃

30
〃

2
1,
64
8

－
－

2
1,
64
8

31
2,
15
7

42
3

4
93

32
6

－
－

30
〃

35
〃

4
5,
09
7

－
－

4
5,
09
7

37
2,
74
2

37
0

7
82

28
1

－
－

35
〃

40
〃

2
4,
52
2

－
－

2
4,
52
2

27
2,
21
8

32
0

11
55

25
4

－
－

40
〃

45
〃

5
37
,2
19

1
12
,3
85

4
24
,8
34

31
2,
63
3

30
3

4
33

26
6

－
－

45
〃

50
〃

74
1,
22
8,
72
1

50
91
3,
89
2

24
31
4,
82
9

31
2,
68
7

26
6

8
35

22
3

－
－

50
〃

52
〃

13
3

2,
51
6,
55
7

10
7

2,
10
0,
79
2

26
41
5,
76
5

11
94
5

10
4

－
10

94
－

－
52

〃
54

〃
15
9

3,
23
1,
81
9

13
6

2,
80
5,
67
8

23
42
6,
14
1

13
1,
15
6

90
3

7
80

－
3

54
歳

11
5

2,
37
7,
99
0

94
1,
97
2,
50
2

21
40
5,
48
8

7
60
2

28
2

3
23

－
4

55
〃

13
6

2,
90
2,
58
8

12
1

2,
60
4,
29
4

15
29
8,
29
4

3
21
0

44
2

2
40

－
2

56
〃

19
1

4,
13
3,
54
4

17
0

3,
70
8,
48
7

21
42
5,
05
7

7
74
1

29
2

4
23

－
20

57
〃

20
4

4,
39
7,
65
2

18
1

3,
93
0,
42
9

23
46
7,
22
3

3
34
1

29
1

1
27

－
19

58
〃

31
6

7,
05
0,
45
9

29
3

6,
56
1,
41
6

23
48
9,
04
3

2
18
3

19
2

2
15

－
54

59
〃

60
2

14
,0
79
,5
23

55
8

13
,0
00
,0
55

44
1,
07
9,
46
8

6
52
7

24
1

3
20

－
90

60
〃

8,
60
3

19
0,
18
3,
26
8

25
63
1,
65
0

8,
57
8

18
9,
55
1,
61
8

3
32
8

20
1

13
6

－
1,
41
1

61
歳
以
上

65
歳
未
満

17
8

3,
48
4,
87
8

23
59
3,
48
9

15
5

2,
89
1,
38
9

11
94
1

75
2

38
35

－
30

65
歳

以
上

81
2,
38
4,
46
4

－
－

81
2,
38
4,
46
4

4
36
8

67
－

20
47

－
3

合
計

10
,8
07

23
8,
02
1,
89
7

1,
75
9

38
,8
35
,0
69

9,
04
8

19
9,
18
6,
82
8

23
9

19
,4
90

2,
37
4

56
50
1

1,
81
7

－
1,
63
6

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,0
25

－
22
,0
78

－
22
,0
14

－
82

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

13
6

63
4

5
57
2

4
44
0

－
－

1
13
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

41
9

33
4

56
,5
48

32
8

54
,3
88

25
5

42
,0
77

－
－

73
12
,3
11

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
09
3

84
5

25
8,
11
1

83
3

25
5,
80
3

62
6

21
2,
69
6

－
－

20
7

43
,1
07

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

81
4

65
0

32
5,
29
7

62
7

31
8,
78
4

46
3

27
2,
09
0

－
－

16
4

46
,6
94

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

76
3

58
5

48
7,
28
7

56
7

44
5,
92
3

37
8

39
8,
53
2

－
－

18
9

47
,3
91

5
35
,8
92

－
－

5
35
,8
92
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

90
2

71
0

1,
20
2,
41
6

66
9

95
2,
58
9

39
4

86
4,
87
3

－
－

27
5

87
,7
16

21
21
1,
34
6

7
73
,2
45

14
13
8,
10
1
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
02
0

83
5

3,
31
3,
83
0

71
2

1,
68
2,
59
3

42
1

1,
55
0,
85
4

－
－

29
1

13
1,
73
9

54
75
1,
73
8

46
64
6,
01
1

8
10
5,
72
7
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

38
9

30
2

2,
10
4,
45
4

20
3

35
6,
73
2

10
2

32
3,
49
4

－
－

10
1

33
,2
38

12
15
8,
13
2

9
12
0,
20
1

3
37
,9
31
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
40
1

33
5

2,
59
3,
41
2

23
0

57
4,
12
8

13
3

53
6,
35
1

－
－

97
37
,7
77

5
72
,8
29

3
46
,3
90

2
26
,4
39
52

〃
54

〃
54
歳

20
7

18
4

1,
87
2,
37
7

10
5

31
1,
85
5

58
26
3,
08
7

－
－

47
48
,7
68

1
13
,8
72

1
13
,8
72

－
－

54
歳

55
〃

20
9

17
8

1,
82
5,
40
5

10
4

24
5,
69
8

67
23
0,
61
4

－
－

37
15
,0
84

3
36
,3
64

2
25
,2
16

1
11
,1
48

55
〃

56
〃

24
1

21
9

3,
26
9,
35
9

83
37
4,
19
8

55
36
1,
62
2

－
－

28
12
,5
76

5
60
,1
09

4
48
,7
00

1
11
,4
09

56
〃

57
〃

27
1

24
8

3,
47
5,
97
5

10
9

45
2,
97
7

63
42
4,
01
3

－
－

46
28
,9
64

1
12
,5
70

1
12
,5
70

－
－

57
〃

58
〃

31
9

30
4

5,
36
9,
83
3

81
35
2,
37
6

49
33
8,
40
4

－
－

32
13
,9
72

2
26
,5
65

2
26
,5
65

－
－

58
〃

59
〃

55
1

54
0

11
,0
66
,5
87

84
40
8,
57
0

51
37
6,
68
1

－
－

33
31
,8
89

1
15
,5
20

1
15
,5
20

－
－

59
〃

60
〃

6,
05
7

6,
04
5

13
3,
89
5,
89
7

84
34
0,
50
5

44
23
0,
33
1

－
－

40
11
0,
17
4

40
49
9,
04
0

－
－

40
49
9,
04
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

27
2

21
4

19
2,
27
4

20
3

10
4,
05
3

10
7

19
,6
14

－
－

96
84
,4
39

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

25
3

20
5

28
5,
08
8

19
8

14
9,
00
9

10
1

27
,4
73

－
－

97
12
1,
53
6

1
22
,1
96

－
－

1
22
,1
96
65

歳
以

上

合
計

14
,1
94

12
,7
39

17
1,
59
4,
78
4

5,
22
5

7,
38
0,
75
3

3,
37
1

6,
47
3,
24
6

－
－

1,
85
4

90
7,
50
7

15
1

1,
91
6,
17
3

76
1,
02
8,
29
0

75
88
7,
88
3

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,0
89

－
13
,4
70

－
1,
41
3

－
1,
92
0

－
－

－
48
9

－
12
,6
90

－
13
,5
30

－
11
,8
38
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

50
50

5,
45
9

50
5,
45
9

35
3,
14
5

－
－

15
2,
31
4

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

91
89

11
,1
18

89
11
,1
18

60
6,
09
7

－
－

29
5,
02
1

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

72
70

11
,1
88

70
11
,1
88

48
7,
47
4

－
－

22
3,
71
4

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

68
68

17
,6
90

68
17
,6
90

40
11
,5
80

－
－

28
6,
11
0

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

11
1

11
1

70
,4
68

11
1

70
,4
68

74
53
,8
70

－
－

37
16
,5
98

－
－

－
－

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

13
8

13
5

14
0,
20
8

12
8

47
,7
16

89
32
,0
23

－
－

39
15
,6
93

4
46
,4
65

3
40
,2
54

1
6,
21
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

69
69

11
8,
41
5

64
35
,1
59

47
31
,8
97

－
－

17
3,
26
2

1
14
,4
97

1
14
,4
97

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
65

64
99
,3
30

61
49
,5
63

40
32
,0
58

－
－

21
17
,5
05

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

37
37

11
8,
61
0

30
4,
30
6

19
2,
18
8

－
－

11
2,
11
8

2
24
,1
69

2
24
,1
69

－
－

54
歳

55
〃

32
32

14
6,
69
7

23
2,
92
3

18
1,
99
1

－
－

5
93
2

4
50
,2
39

2
26
,5
84

2
23
,6
55

55
〃

56
〃

32
32

12
9,
11
7

26
40
,0
69

23
39
,5
10

－
－

3
55
9

1
14
,0
47

1
14
,0
47

－
－

56
〃

57
〃

34
34

25
1,
10
7

25
80
,0
12

22
79
,4
53

－
－

3
55
9

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

34
34

17
0,
17
0

25
3,
20
6

21
2,
46
1

－
－

4
74
5

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

40
40

40
3,
03
3

23
89
,7
10

18
69
,5
35

－
－

5
20
,1
75

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

51
3

51
1

7,
86
6,
77
4

33
4,
19
9

26
2,
96
9

－
－

7
1,
23
0

80
88
4,
74
4

2
25
,5
72

78
85
9,
17
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

25
1

25
0

2,
73
0,
88
3

91
40
,1
84

59
34
,8
36

－
－

32
5,
34
8

15
16
8,
60
7

－
－

15
16
8,
60
7
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

36
36

45
,0
10

34
4,
84
1

20
2,
39
4

－
－

14
2,
44
7

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

1,
67
4

1,
66
2

12
,3
35
,2
77

95
1

51
7,
81
1

65
9

41
3,
48
1

－
－

29
2

10
4,
33
0

10
7

1,
20
2,
76
8

11
14
5,
12
3

96
1,
05
7,
64
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

7,
36
9

－
7,
42
2

－
54
4

－
62
7

－
－

－
35
7

－
11
,2
41

－
13
,1
93

－
11
,0
17
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

1
62

7
－

7
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
1,
94
8

－
－

2
1,
94
8

4
21
2

85
3

41
41

－
－

25
〃

30
〃

2
1,
64
8

－
－

2
1,
64
8

10
66
0

24
8

3
43

20
2

－
－

30
〃

35
〃

4
5,
09
7

－
－

4
5,
09
7

19
1,
41
6

16
4

4
28

13
2

－
－

35
〃

40
〃

2
4,
52
2

－
－

2
4,
52
2

11
95
0

17
8

8
27

14
3

－
－

40
〃

45
〃

5
37
,2
19

1
12
,3
85

4
24
,8
34

15
1,
26
2

19
2

4
21

16
7

－
－

45
〃

50
〃

54
87
8,
23
7

32
59
3,
58
7

22
28
4,
65
0

15
1,
26
2

18
5

5
23

15
7

－
－

50
〃

52
〃

82
1,
58
9,
12
8

67
1,
33
8,
95
3

15
25
0,
17
5

5
46
2

87
－

8
79

－
－

52
〃

54
〃

94
1,
94
5,
93
0

75
1,
59
0,
55
5

19
35
5,
37
5

6
52
5

66
2

5
59

－
3

54
歳

73
1,
54
6,
21
8

60
1,
28
2,
58
9

13
26
3,
62
9

5
43
2

23
2

3
18

－
3

55
〃

71
1,
54
3,
34
3

60
1,
32
1,
77
3

11
22
1,
57
0

－
－

31
1

1
29

－
2

56
〃

12
8

2,
83
4,
79
3

11
1

2,
47
7,
39
1

17
35
7,
40
2

3
25
9

22
1

4
17

－
16

57
〃

13
8

3,
01
0,
42
8

11
7

2,
57
3,
48
4

21
43
6,
94
4

－
－

23
－

1
22

－
13

58
〃

22
0

4,
99
0,
83
4

19
9

4,
54
4,
41
8

21
44
6,
41
6

1
58

15
2

2
11

－
41

59
〃

44
9

10
,6
41
,9
70

41
7

9,
84
1,
92
6

32
80
0,
04
4

6
52
7

11
1

1
9

－
73

60
〃

5,
92
0

13
3,
05
6,
26
6

4
11
5,
32
0

5,
91
6

13
2,
94
0,
94
6

1
86

12
1

8
3

－
1,
10
6

61
歳
以
上

65
歳
未
満

3
87
,5
53

－
－

3
87
,5
53

8
66
8

58
－

32
26

－
1

65
歳

以
上

4
11
3,
74
5

－
－

4
11
3,
74
5

2
13
8

48
－

13
35

－
－

合
計

7,
25
1

16
2,
28
8,
87
9

1,
14
3

25
,6
92
,3
81

6,
10
8

13
6,
59
6,
49
8

11
2

8,
97
9

1,
45
5

37
26
8

1,
15
0

－
1,
25
8

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,3
82

－
22
,4
78

－
22
,3
64

－
80

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

45
〃

50
〃

3
46
,0
27

2
33
,1
85

1
12
,8
42

－
－

3
－

2
1

－
－

50
〃

52
〃

4
68
,7
59

2
38
,2
17

2
30
,5
42

－
－

－
－

－
－

－
－

52
〃

54
〃

3
49
,7
67

2
34
,0
50

1
15
,7
17

－
－

1
1

－
－

－
－

54
歳

5
90
,1
35

2
39
,0
53

3
51
,0
82

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

5
93
,5
35

5
93
,5
35

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

5
75
,0
01

3
48
,7
75

2
26
,2
26

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

9
17
1,
09
5

8
15
4,
91
9

1
16
,1
76

－
－

－
－

－
－

－
2

58
〃

9
16
6,
96
4

7
13
2,
02
5

2
34
,9
39

－
－

－
－

－
－

－
1

59
〃

17
31
3,
32
3

15
27
7,
82
2

2
35
,5
01

－
－

－
－

－
－

－
4

60
〃

39
8

6,
97
7,
83
1

6
11
7,
77
8

39
2

6,
86
0,
05
3

－
－

2
－

2
－

－
34

61
歳
以
上

65
歳
未
満

14
4

2,
52
2,
09
2

9
17
0,
57
8

13
5

2,
35
1,
51
4

－
－

1
－

1
－

－
28

65
歳

以
上

2
40
,1
69

－
－

2
40
,1
69

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

60
4

10
,6
14
,6
98

61
1,
13
9,
93
7

54
3

9,
47
4,
76
1

－
－

12
1

8
3

－
69

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
17
,5
74

－
18
,6
87

－
17
,4
49

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

8
6

70
9

6
70
9

2
17
7

－
－

4
53
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

8,
86
7

8,
40
2

1,
10
8,
93
5

8,
40
1

1,
10
8,
51
0

3,
99
7

49
6,
78
5

－
－

4,
40
4

61
1,
72
5

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

18
,0
05

16
,8
10

2,
83
7,
13
1

16
,8
10

2,
83
7,
13
1

9,
11
8

1,
63
7,
49
0

－
－

7,
69
2

1,
19
9,
64
1

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

9,
13
6

8,
31
4

2,
11
0,
15
1

8,
31
0

2,
09
8,
69
5

4,
78
7

1,
48
8,
15
1

－
－

3,
52
3

61
0,
54
4

3
11
,4
56

－
－

3
11
,4
56
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

5,
96
9

5,
25
8

2,
38
5,
62
0

5,
24
4

2,
31
9,
34
1

3,
14
4

1,
93
0,
03
1

－
－

2,
10
0

38
9,
31
0

14
66
,2
79

－
－

14
66
,2
79
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

5,
18
5

4,
44
2

2,
92
7,
52
2

4,
40
4

2,
60
3,
88
5

2,
54
3

2,
22
8,
21
3

－
－

1,
86
1

37
5,
67
2

38
32
3,
63
7

8
84
,5
37

30
23
9,
10
0
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

5,
52
4

4,
79
4

5,
75
4,
47
7

4,
64
7

3,
40
7,
53
6

2,
50
4

2,
94
4,
74
9

－
－

2,
14
3

46
2,
78
7

92
1,
35
2,
91
2

66
1,
03
6,
80
1

26
31
6,
11
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2,
20
5

1,
91
9

5,
78
4,
67
6

1,
68
2

1,
13
9,
71
7

99
4

98
3,
66
9

－
－

68
8

15
6,
04
8

33
48
4,
10
1

28
42
3,
85
5

5
60
,2
46
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
2,
35
4

2,
09
0

8,
02
4,
65
5

1,
76
0

1,
19
9,
50
1

95
6

1,
00
3,
10
1

4
12
,3
55

80
0

18
4,
04
5

19
27
3,
07
8

13
19
2,
88
3

6
80
,1
95
52

〃
54

〃
54
歳

1,
22
7

1,
07
5

6,
06
3,
03
3

83
5

79
8,
20
3

45
9

71
1,
55
4

－
－

37
6

86
,6
49

7
10
2,
58
8

6
89
,0
99

1
13
,4
89

54
歳

55
〃

1,
35
0

1,
23
8

10
,0
35
,7
53

82
2

72
4,
57
8

45
6

64
5,
31
7

－
－

36
6

79
,2
61

9
12
9,
59
4

5
74
,8
78

4
54
,7
16

55
〃

56
〃

1,
46
3

1,
37
8

12
,9
84
,6
85

85
8

1,
19
5,
01
0

48
9

1,
10
8,
95
5

－
－

36
9

86
,0
55

6
86
,8
29

6
86
,8
29

－
－

56
〃

57
〃

1,
66
1

1,
61
5

18
,7
87
,5
15

85
6

1,
32
5,
03
9

45
0

1,
23
2,
51
7

－
－

40
6

92
,5
22

8
11
5,
60
1

8
11
5,
60
1

－
－

57
〃

58
〃

1,
90
4

1,
87
6

26
,2
16
,1
68

78
7

1,
21
9,
79
1

43
9

1,
13
2,
12
2

3
8,
32
4

34
5

79
,3
45

7
10
3,
43
3

6
85
,9
34

1
17
,4
99

58
〃

59
〃

2,
29
9

2,
27
1

35
,0
79
,5
28

80
3

1,
77
7,
44
9

45
4

1,
65
7,
44
5

3
10
,2
36

34
6

10
9,
76
8

8
10
1,
13
1

8
10
1,
13
1

－
－

59
〃

60
〃

23
,8
86

23
,8
45

51
9,
78
1,
82
1

82
3

1,
17
0,
46
5

37
6

63
4,
60
5

－
－

44
7

53
5,
86
0

18
9

2,
40
1,
28
4

－
－

18
9

2,
40
1,
28
4

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2,
22
5

2,
05
1

54
5,
95
6

2,
04
7

43
7,
23
7

1,
03
5

24
1,
38
6

－
－

1,
01
2

19
5,
85
1

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

99
6

89
9

41
7,
66
1

88
9

17
4,
31
0

50
5

84
,1
87

－
－

38
4

90
,1
23

3
32
,4
53

－
－

3
32
,4
53
65

歳
以

上

合
計

94
,2
64

88
,2
83

66
0,
84
5,
99
6

59
,9
84

25
,5
37
,1
07

32
,7
08

20
,1
60
,4
54

10
30
,9
15

27
,2
66

5,
34
5,
73
8

43
6

5,
58
4,
37
6

15
4

2,
29
1,
54
8

28
2

3,
29
2,
82
8

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

7,
01
1

－
7,
48
6

－
42
6

－
61
6

－
3,
09
2

－
19
6

－
12
,8
08

－
14
,8
80

－
11
,6
77
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
42
5

－
－

1
42
5

－
－

46
5

7
15
1

30
7

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1,
19
5

29
25
9

90
7

－
－

30
〃

35
〃

1
－

－
－

1
－

－
－

82
2

23
16
8

63
1

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

71
1

18
12
2

57
1

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

74
3

15
10
8

62
0

1
－

45
〃

50
〃

55
99
4,
02
9

37
70
2,
35
9

18
29
1,
67
0

－
－

73
0

15
10
6

60
9

－
－

50
〃

52
〃

20
4

4,
16
0,
85
8

18
1

3,
75
5,
14
4

23
40
5,
71
4

－
－

28
6

5
37

24
4

－
－

52
〃

54
〃

31
1

6,
55
2,
07
6

26
4

5,
66
0,
91
9

47
89
1,
15
7

－
－

26
4

9
25

23
0

－
－

54
歳

23
3

5,
16
2,
24
2

21
3

4,
76
2,
34
3

20
39
9,
89
9

－
－

15
2

4
20

12
8

－
－

55
〃

40
7

9,
18
1,
58
1

38
3

8,
70
4,
00
1

24
47
7,
58
0

－
－

11
2

4
22

86
－

1
56
〃

51
4

11
,7
02
,8
46

49
1

11
,2
19
,1
41

23
48
3,
70
5

－
－

85
4

18
63

－
10

57
〃

75
1

17
,3
46
,8
75

73
4

16
,9
64
,2
82

17
38
2,
59
3

－
－

46
2

24
20

－
44

58
〃

1,
08
2

24
,8
92
,9
44

1,
05
3

24
,2
44
,2
50

29
64
8,
69
4

－
－

28
3

14
11

－
14
7

59
〃

1,
46
0

33
,2
00
,9
48

1,
42
9

32
,4
91
,8
08

31
70
9,
14
0

－
－

28
2

25
1

－
32
7

60
〃

22
,8
33

51
6,
21
0,
07
2

1
22
,5
58

22
,8
32

51
6,
18
7,
51
4

－
－

41
1

36
4

－
5,
95
6

61
歳
以
上

65
歳
未
満

4
10
8,
71
9

－
－

4
10
8,
71
9

－
－

17
4

2
16
7

5
－

－

65
歳

以
上

7
21
0,
89
8

－
－

7
21
0,
89
8

－
－

97
－

97
－

－
－

合
計

27
,8
63

62
9,
72
4,
51
3

4,
78
6

10
8,
52
6,
80
5

23
,0
77

52
1,
19
7,
70
8

－
－

5,
98
1

14
3

1,
39
9

4,
43
9

1
6,
48
5

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,6
01

－
22
,6
76

－
22
,5
85

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

6
6

71
3

6
71
3

5
44
1

－
－

1
27
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1,
60
5

1,
48
5

22
6,
77
7

1,
47
4

21
6,
34
1

54
5

80
,2
62

－
－

92
9

13
6,
07
9

11
10
,4
36

－
－

11
10
,4
36
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

3,
52
0

3,
14
1

84
9,
35
0

3,
08
3

78
4,
83
3

1,
41
5

48
4,
81
1

－
－

1,
66
8

30
0,
02
2

58
64
,5
17

－
－

58
64
,5
17
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
20
6

1,
91
6

1,
32
5,
32
9

1,
81
5

87
6,
36
1

95
0

66
6,
73
4

－
－

86
5

20
9,
62
7

10
1

44
8,
96
8

－
－

10
1

44
8,
96
8
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

1,
58
9

1,
31
2

2,
59
2,
81
8

1,
09
7

1,
07
4,
10
0

62
1

92
6,
61
2

－
－

47
6

14
7,
48
8

21
4

1,
51
3,
89
7

－
－

21
4

1,
51
3,
89
7
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

2,
09
1

1,
88
1

14
,0
99
,9
07

89
7

1,
56
8,
92
4

50
3

1,
43
9,
09
3

－
－

39
4

12
9,
83
1

74
1

8,
53
7,
27
5

22
32
2,
09
9

71
9

8,
21
5,
17
6
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

2,
35
8

2,
13
9

25
,1
63
,4
21

85
7

2,
16
8,
63
3

40
6

2,
01
6,
47
4

－
－

45
1

15
2,
15
9

38
0

5,
83
5,
38
4

48
69
9,
40
3

33
2

5,
13
5,
98
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

1,
08
4

98
3

14
,4
53
,7
84

33
8

89
2,
77
4

15
5

84
0,
94
0

2
8,
02
7

18
1

43
,8
07

75
1,
56
4,
64
8

22
33
4,
12
6

53
1,
23
0,
52
2
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
1,
33
0

1,
22
8

19
,7
63
,4
79

33
8

1,
07
1,
07
2

14
2

92
9,
54
5

5
54
,1
56

19
1

87
,3
71

10
8

1,
93
1,
76
4

24
31
8,
91
0

84
1,
61
2,
85
4
52

〃
54

〃
54
歳

63
8

58
8

9,
28
3,
34
9

16
5

48
5,
35
3

68
42
3,
90
4

－
－

97
61
,4
49

33
41
4,
84
1

9
12
4,
88
6

24
28
9,
95
5

54
歳

55
〃

67
6

62
5

10
,3
41
,8
90

16
7

56
8,
33
3

66
39
9,
31
4

5
10
3,
93
1

96
65
,0
88

29
41
5,
01
0

8
11
0,
42
9

21
30
4,
58
1

55
〃

56
〃

62
3

58
4

9,
90
3,
18
4

15
8

47
9,
76
8

64
41
0,
74
7

1
23
,3
08

93
45
,7
13

25
36
0,
81
0

9
13
0,
47
8

16
23
0,
33
2

56
〃

57
〃

66
4

62
5

10
,6
82
,3
62

17
7

67
7,
99
3

80
58
9,
06
4

3
53
,5
24

94
35
,4
05

23
32
3,
51
0

7
10
3,
45
6

16
22
0,
05
4

57
〃

58
〃

70
5

67
1

11
,8
08
,6
27

18
0

66
2,
50
9

77
53
8,
89
8

5
70
,9
98

98
52
,6
13

31
50
2,
10
1

19
35
3,
82
0

12
14
8,
28
1

58
〃

59
〃

74
2

71
4

12
,9
86
,6
86

16
7

77
8,
40
7

72
67
5,
89
7

6
78
,9
84

89
23
,5
26

31
48
7,
14
0

18
33
9,
23
3

13
14
7,
90
7

59
〃

60
〃

9,
09
5

9,
07
3

19
9,
98
0,
85
6

23
5

1,
52
5,
72
5

40
77
,0
15

－
－

19
5

1,
44
8,
71
0

24
3

3,
74
4,
43
3

1
14
,5
51

24
2

3,
72
9,
88
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

43
8

39
5

82
3,
19
8

35
6

82
,5
17

14
7

19
,8
53

－
－

20
9

62
,6
64

8
93
,4
45

1
23
,1
98

7
70
,2
47
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

21
9

19
2

70
3,
08
2

16
9

83
,0
60

22
8,
12
7

－
－

14
7

74
,9
33

5
10
4,
70
4

－
－

5
10
4,
70
4
65

歳
以

上

合
計

29
,5
89

27
,5
58

34
4,
98
8,
81
2

11
,6
79

13
,9
97
,4
16

5,
37
8

10
,5
27
,7
31

27
39
2,
92
8

6,
27
4

3,
07
6,
75
7

2,
11
6

26
,3
52
,8
83

18
8

2,
87
4,
58
9

1,
92
8

23
,4
78
,2
94

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

11
,6
59

－
12
,5
19

－
1,
19
9

－
1,
95
8

－
14
,5
53

－
49
0

－
12
,4
54

－
15
,2
90

－
12
,1
78
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

6
6

71
3

6
71
3

5
44
1

－
－

1
27
2

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

77
5

73
1

12
5,
46
7

72
0

11
5,
03
1

28
1

48
,6
14

－
－

43
9

66
,4
17

11
10
,4
36

－
－

11
10
,4
36
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
80
9

1,
67
4

50
0,
67
2

1,
61
6

43
6,
15
5

66
9

26
5,
34
3

－
－

94
7

17
0,
81
2

58
64
,5
17

－
－

58
64
,5
17
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

1,
23
9

1,
12
8

93
5,
27
4

1,
02
7

48
6,
30
6

48
9

36
3,
45
3

－
－

53
8

12
2,
85
3

10
1

44
8,
96
8

－
－

10
1

44
8,
96
8
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

95
8

84
7

2,
11
3,
48
4

63
5

61
2,
64
0

32
2

51
5,
83
7

－
－

31
3

96
,8
03

21
1

1,
49
6,
02
3

－
－

21
1

1,
49
6,
02
3
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
65
3

1,
55
0

13
,5
91
,7
39

56
9

1,
08
7,
99
6

31
7

1,
01
0,
52
0

－
－

25
2

77
,4
76

73
8

8,
51
0,
03
5

22
32
2,
09
9

71
6

8,
18
7,
93
6
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
92
3

1,
81
3

24
,4
56
,1
58

54
5

1,
70
4,
81
5

24
5

1,
58
6,
70
7

－
－

30
0

11
8,
10
8

37
1

5,
68
7,
85
5

42
59
2,
58
8

32
9

5,
09
5,
26
7
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

87
6

83
3

13
,8
65
,1
78

21
2

76
2,
79
0

86
73
3,
39
9

1
3,
15
9

12
5

26
,2
32

68
1,
44
4,
27
7

16
23
1,
00
4

52
1,
21
3,
27
3
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
1,
09
8

1,
05
4

18
,5
99
,9
96

20
0

67
4,
22
4

69
64
3,
75
6

2
3,
28
0

12
9

27
,1
88

10
4

1,
87
2,
06
7

21
26
9,
65
7

83
1,
60
2,
41
0
52

〃
54

〃
54
歳

50
3

48
5

8,
41
7,
60
5

93
31
4,
60
1

32
28
1,
46
5

－
－

61
33
,1
36

30
35
4,
32
3

7
80
,3
75

23
27
3,
94
8

54
歳

55
〃

50
4

48
8

8,
93
9,
10
7

85
37
4,
02
8

28
32
0,
79
0

－
－

57
53
,2
38

28
39
1,
58
7

7
87
,0
06

21
30
4,
58
1

55
〃

56
〃

47
3

45
9

8,
59
6,
02
5

85
38
7,
13
5

32
37
0,
59
8

－
－

53
16
,5
37

23
31
9,
95
8

7
89
,6
26

16
23
0,
33
2

56
〃

57
〃

46
1

44
3

8,
25
9,
55
2

83
34
2,
73
5

31
32
2,
11
2

1
7,
35
8

51
13
,2
65

22
30
0,
74
3

6
80
,6
89

16
22
0,
05
4

57
〃

58
〃

45
4

43
5

8,
08
4,
46
4

86
34
5,
99
0

31
31
3,
08
7

－
－

55
32
,9
03

21
26
4,
77
9

9
11
6,
49
8

12
14
8,
28
1

58
〃

59
〃

41
7

40
4

7,
54
3,
24
9

71
31
0,
03
9

25
29
5,
03
1

1
1,
91
8

45
13
,0
90

18
21
6,
48
5

5
68
,5
78

13
14
7,
90
7

59
〃

60
〃

5,
14
8

5,
13
6

11
0,
62
0,
38
6

68
23
2,
01
7

10
70
,7
33

－
－

58
16
1,
28
4

14
4

1,
90
9,
24
3

－
－

14
4

1,
90
9,
24
3

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

23
6

22
6

72
0,
07
9

19
0

47
,0
90

37
4,
95
1

－
－

15
3

42
,1
39

7
83
,2
61

1
23
,1
98

6
60
,0
63
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

13
9

13
4

69
1,
82
2

11
1

71
,8
00

11
6,
40
8

－
－

10
0

65
,3
92

5
10
4,
70
4

－
－

5
10
4,
70
4
65

歳
以

上

合
計

18
,6
72

17
,8
46

23
6,
06
0,
97
0

6,
40
2

8,
30
6,
10
5

2,
72
0

7,
15
3,
24
5

5
15
,7
15

3,
67
7

1,
13
7,
14
5

1,
96
0

23
,4
79
,2
61

14
3

1,
96
1,
31
8

1,
81
7

21
,5
17
,9
43

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,6
43

－
13
,2
28

－
1,
29
7

－
2,
63
0

－
3,
14
3

－
30
9

－
11
,9
79

－
13
,7
16

－
11
,8
43
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

12
0

4
87

29
－

－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

37
9

11
91

27
7

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

29
0

9
50

23
1

－
－

35
〃

40
〃

1
4,
82
1

－
－

1
4,
82
1

－
－

27
7

2
40

23
5

－
－

40
〃

45
〃

24
3

3,
99
3,
70
8

8
17
1,
19
2

23
5

3,
82
2,
51
6

－
－

21
0

7
31

17
2

－
－

45
〃

50
〃

90
2

17
,1
59
,4
04

49
1,
09
0,
75
4

85
3

16
,0
68
,6
50

－
－

21
9

2
35

18
2

－
－

50
〃

52
〃

57
0

11
,9
96
,3
62

88
1,
89
4,
71
7

48
2

10
,1
01
,6
45

－
－

10
1

2
19

80
－

－
52

〃
54

〃
78
2

16
,7
60
,6
43

12
0

2,
71
6,
30
5

66
2

14
,0
44
,3
38

－
－

10
2

4
14

84
－

1
54
歳

39
0

8,
38
3,
15
5

70
1,
57
2,
06
2

32
0

6,
81
1,
09
3

－
－

50
－

6
44

－
1

55
〃

42
9

9,
35
8,
54
7

14
5

3,
19
1,
16
1

28
4

6,
16
7,
38
6

－
－

51
2

15
34

－
10

56
〃

40
1

9,
06
2,
60
6

14
5

3,
29
6,
69
5

25
6

5,
76
5,
91
1

－
－

39
2

6
31

－
18

57
〃

42
5

9,
68
0,
85
9

18
6

4,
36
7,
48
6

23
9

5,
31
3,
37
3

－
－

39
3

11
25

－
27

58
〃

46
0

10
,6
44
,0
17

26
6

6,
14
0,
91
8

19
4

4,
50
3,
09
9

－
－

34
－

5
29

－
10
0

59
〃

51
6

11
,7
21
,1
39

38
0

8,
73
8,
45
3

13
6

2,
98
2,
68
6

－
－

28
2

14
12

－
11
0

60
〃

8,
59
5

19
4,
71
0,
69
8

20
43
8,
96
9

8,
57
5

19
4,
27
1,
72
9

－
－

22
2

13
7

－
2,
53
5

61
歳
以
上

65
歳
未
満

31
64
7,
23
6

5
11
9,
17
5

26
52
8,
06
1

－
－

43
－

39
4

－
4

65
歳

以
上

18
51
5,
31
8

－
－

18
51
5,
31
8

－
－

27
－

27
－

－
3

合
計

13
,7
63

30
4,
63
8,
51
3

1,
48
2

33
,7
37
,8
87

12
,2
81

27
0,
90
0,
62
6

－
－

2,
03
1

52
50
3

1,
47
6

－
2,
80
9

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,1
35

－
22
,7
65

－
22
,0
59

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

44
2

26
16

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

13
5

6
32

97
－

－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

11
1

6
19

86
－

－

35
〃

40
〃

1
4,
82
1

－
－

1
4,
82
1

－
－

11
1

2
14

95
－

－

40
〃

45
〃

24
3

3,
99
3,
70
8

8
17
1,
19
2

23
5

3,
82
2,
51
6

－
－

10
3

5
6

92
－

－

45
〃

50
〃

89
7

17
,0
63
,4
88

44
99
4,
83
8

85
3

16
,0
68
,6
50

－
－

11
0

1
6

10
3

－
－

50
〃

52
〃

55
3

11
,6
58
,1
11

73
1,
59
2,
02
8

48
0

10
,0
66
,0
83

－
－

43
2

6
35

－
－

52
〃

54
〃

75
0

16
,0
53
,7
05

94
2,
12
4,
71
0

65
6

13
,9
28
,9
95

－
－

44
3

3
38

－
1

54
歳

36
2

7,
74
8,
68
1

45
1,
00
1,
04
1

31
7

6,
74
7,
64
0

－
－

18
－

1
17

－
1

55
〃

37
5

8,
17
3,
49
2

95
2,
09
9,
57
8

28
0

6,
07
3,
91
4

－
－

16
2

1
13

－
10

56
〃

35
1

7,
88
8,
93
2

99
2,
22
1,
34
5

25
2

5,
66
7,
58
7

－
－

14
1

3
10

－
16

57
〃

33
8

7,
61
6,
07
4

10
3

2,
39
0,
98
6

23
5

5,
22
5,
08
8

－
－

18
3

1
14

－
22

58
〃

32
8

7,
47
3,
69
5

14
1

3,
14
6,
72
1

18
7

4,
32
6,
97
4

－
－

19
－

1
18

－
86

59
〃

31
5

7,
01
6,
72
5

18
3

4,
12
5,
27
3

13
2

2,
89
1,
45
2

－
－

13
1

－
12

－
79

60
〃

4,
92
4

10
8,
47
9,
12
6

19
41
5,
70
9

4,
90
5

10
8,
06
3,
41
7

－
－

12
2

3
7

－
1,
67
3

61
歳
以
上

65
歳
未
満

29
58
9,
72
8

5
11
9,
17
5

24
47
0,
55
3

－
－

10
－

6
4

－
3

65
歳

以
上

18
51
5,
31
8

－
－

18
51
5,
31
8

－
－

5
－

5
－

－
3

合
計

9,
48
4

20
4,
27
5,
60
4

90
9

20
,4
02
,5
96

8,
57
5

18
3,
87
3,
00
8

－
－

82
6

36
13
3

65
7

－
1,
89
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,5
39

－
22
,4
45

－
21
,4
43

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

4
4

35
8

4
35
8

4
35
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

66
54

10
,5
88

54
10
,5
88

38
7,
22
9

－
－

16
3,
35
9

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

24
1

18
7

78
,7
65

18
7

78
,7
65

14
1

66
,5
23

－
－

46
12
,2
42

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

17
3

12
6

11
0,
96
6

12
5

10
7,
48
2

88
93
,2
78

－
－

37
14
,2
04

1
3,
48
4

－
－

1
3,
48
4
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

14
4

92
16
4,
18
6

91
15
9,
12
4

63
13
4,
05
0

－
－

28
25
,0
74

1
5,
06
2

－
－

1
5,
06
2
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

15
2

98
37
7,
44
1

88
28
4,
22
6

54
25
8,
90
5

－
－

34
25
,3
21

9
80
,6
63

－
－

9
80
,6
63
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

18
1

13
8

1,
08
7,
56
7

10
9

62
3,
32
0

67
60
2,
08
6

－
－

42
21
,2
34

17
23
3,
62
0

9
14
3,
63
7

8
89
,9
83
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

83
68

87
9,
65
6

34
20
8,
88
0

16
20
0,
09
6

1
3,
15
9

17
5,
62
5

3
62
,1
34

3
62
,1
34

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
11
3

90
1,
37
7,
28
2

37
22
4,
45
2

18
22
0,
75
0

－
－

19
3,
70
2

3
47
,7
17

3
47
,7
17

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

43
35

52
9,
86
4

12
40
,1
43

5
38
,6
37

－
－

7
1,
50
6

1
16
,1
35

1
16
,1
35

－
－

54
歳

55
〃

59
55

1,
08
6,
22
4

8
37
,0
83

2
36
,2
46

－
－

6
83
7

1
14
,1
36

1
14
,1
36

－
－

55
〃

56
〃

61
53

99
9,
73
5

11
38
,8
90

5
36
,7
25

－
－

6
2,
16
5

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

75
63

1,
33
8,
38
4

9
81
,4
86

5
79
,9
95

－
－

4
1,
49
1

2
30
,9
14

2
30
,9
14

－
－

57
〃

58
〃

83
67

1,
47
8,
34
5

5
58
,7
46

2
39
,0
97

－
－

3
19
,6
49

1
11
,3
95

1
11
,3
95

－
－

58
〃

59
〃

11
0

10
1

2,
23
6,
20
3

9
61
,4
72

4
58
,0
63

－
－

5
3,
40
9

1
12
,7
52

1
12
,7
52

－
－

59
〃

60
〃

2,
13
0

2,
12
3

49
,3
99
,7
43

7
26
,1
33

－
－

－
－

7
26
,1
33

32
50
3,
72
6

－
－

32
50
3,
72
6

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

15
10

2,
41
0

10
2,
41
0

4
64
7

－
－

6
1,
76
3

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

13
11

10
,5
97

10
6,
92
0

－
－

－
－

10
6,
92
0

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

3,
74
6

3,
37
5

61
,1
68
,3
14

81
0

2,
05
0,
47
8

51
6

1,
87
2,
68
5

1
3,
15
9

29
3

17
4,
63
4

72
1,
02
1,
73
8

21
33
8,
82
0

51
68
2,
91
8

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,3
29

－
18
,1
24

－
2,
53
1

－
3,
62
9

－
3,
15
9

－
59
6

－
14
,1
91

－
16
,1
34

－
13
,3
91
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

6
5

1,
20
3

5
1,
20
3

5
1,
20
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

3
2

79
8

2
79
8

2
79
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

7
6

6,
60
0

6
6,
60
0

6
6,
60
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

8
6

14
,9
36

5
10
,1
15

5
10
,1
15

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

18
17

70
,0
31

10
32
,5
24

10
32
,5
24

－
－

－
－

7
37
,5
07

3
23
,5
67

4
13
,9
40
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

30
30

28
8,
07
8

6
28
,2
13

6
28
,2
13

－
－

－
－

19
18
2,
62
3

12
12
2,
54
2

7
60
,0
81
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

21
21

24
7,
32
3

7
60
,6
05

6
60
,0
81

－
－

1
52
4

9
10
1,
15
7

8
94
,2
10

1
6,
94
7
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
30

29
39
2,
38
3

6
53
,6
10

6
53
,6
10

－
－

－
－

13
13
9,
90
6

10
10
6,
43
2

3
33
,4
74
52

〃
54

〃
54
歳

12
12

16
4,
99
2

1
12
,5
45

1
12
,5
45

－
－

－
－

7
77
,8
49

4
44
,4
26

3
33
,4
23

54
歳

55
〃

15
15

22
6,
72
7

4
57
,4
04

4
57
,4
04

－
－

－
－

4
45
,5
44

4
45
,5
44

－
－

55
〃

56
〃

23
23

39
6,
03
4

4
63
,6
88

4
63
,6
88

－
－

－
－

6
71
,0
90

5
56
,7
81

1
14
,3
09

56
〃

57
〃

19
19

31
0,
01
7

3
31
,7
38

3
31
,7
38

－
－

－
－

4
48
,4
66

3
35
,6
67

1
12
,7
99

57
〃

58
〃

31
31

53
2,
64
6

1
10
,0
05

1
10
,0
05

－
－

－
－

7
94
,0
56

7
94
,0
56

－
－

58
〃

59
〃

22
22

36
6,
25
0

2
24
,5
33

2
24
,5
33

－
－

－
－

2
28
,3
19

2
28
,3
19

－
－

59
〃

60
〃

73
9

73
9

12
,9
41
,4
06

3
40
,8
41

3
40
,8
41

－
－

－
－

80
1,
02
5,
93
2

－
－

80
1,
02
5,
93
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

28
28

45
4,
10
5

1
34
5

－
－

－
－

1
34
5

5
59
,6
11

－
－

5
59
,6
11
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

1,
01
2

1,
00
5

16
,4
13
,5
29

66
43
4,
76
7

64
43
3,
89
8

－
－

2
86
9

16
3

1,
91
2,
06
0

58
65
1,
54
4

10
5

1,
26
0,
51
6

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,2
19

－
16
,3
32

－
6,
58
7

－
6,
78
0

－
－

－
43
5

－
11
,7
30

－
11
,2
34

－
12
,0
05
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

12
－

7
5

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

54
3

9
42

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

47
4

6
37

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

52
－

7
45

－
－

40
〃

45
〃

1
12
,5
52

－
－

1
12
,5
52

－
－

54
2

1
51

－
－

45
〃

50
〃

12
23
0,
62
7

7
14
5,
35
3

5
85
,2
74

－
－

43
1

1
41

－
－

50
〃

52
〃

31
60
8,
64
2

26
51
8,
30
3

5
90
,3
39

－
－

15
－

1
14

－
－

52
〃

54
〃

50
1,
10
5,
11
3

44
97
4,
57
0

6
13
0,
54
3

－
－

23
1

1
21

－
－

54
歳

22
47
3,
58
6

18
39
7,
12
0

4
76
,4
66

－
－

8
－

1
7

－
1

55
〃

46
1,
03
5,
00
5

42
94
6,
13
2

4
88
,8
73

－
－

4
1

－
3

－
5

56
〃

42
96
0,
84
5

37
83
6,
60
3

5
12
4,
24
2

－
－

8
1

2
5

－
7

57
〃

52
1,
22
5,
98
4

50
1,
17
6,
05
0

2
49
,9
34

－
－

12
1

1
10

－
12

58
〃

61
1,
40
8,
20
4

52
1,
21
4,
38
6

9
19
3,
81
8

－
－

16
－

1
15

－
20

59
〃

91
2,
16
1,
97
9

84
2,
00
2,
41
0

7
15
9,
56
9

－
－

9
－

－
9

－
22

60
〃

2,
08
4

48
,8
69
,8
84

9
20
1,
71
1

2,
07
5

48
,6
68
,1
73

－
－

7
1

1
5

－
71
3

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

5
－

3
2

－
－

65
歳

以
上

1
3,
67
7

－
－

1
3,
67
7

－
－

2
－

2
－

－
－

合
計

2,
49
3

58
,0
96
,0
98

36
9

8,
41
2,
63
8

2,
12
4

49
,6
83
,4
60

－
－

37
1

15
44

31
2

－
78
0

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
23
,3
04

－
22
,7
98

－
23
,3
91

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

35
〃

40
〃

1
4,
82
1

－
－

1
4,
82
1

－
－

2
1

－
1

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
1

－
－

－
－

45
〃

50
〃

5
77
,2
42

4
63
,4
68

1
13
,7
74

－
－

－
－

－
－

－
－

50
〃

52
〃

5
85
,5
61

5
85
,5
61

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

52
〃

54
〃

10
19
8,
86
7

8
16
0,
42
1

2
38
,4
46

－
－

1
1

－
－

－
－

54
歳

4
74
,5
98

3
59
,9
80

1
14
,6
18

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

7
12
3,
77
9

7
12
3,
77
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

13
26
1,
25
6

9
18
4,
37
7

4
76
,8
79

－
－

－
－

－
－

－
1

57
〃

12
22
9,
81
3

9
17
7,
45
1

3
52
,3
62

－
－

－
－

－
－

－
2

58
〃

23
42
8,
58
5

20
37
2,
98
3

3
55
,6
02

－
－

－
－

－
－

－
2

59
〃

18
31
3,
39
8

15
25
3,
01
6

3
60
,3
82

－
－

－
－

－
－

－
4

60
〃

65
6

11
,8
74
,6
33

3
58
,9
35

65
3

11
,8
15
,6
98

－
－

－
－

－
－

－
11
9

61
歳
以
上

65
歳
未
満

22
39
4,
14
9

2
31
,0
34

20
36
3,
11
5

－
－

－
－

－
－

－
3

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

77
6

14
,0
66
,7
02

85
1,
57
1,
00
5

69
1

12
,4
95
,6
97

－
－

7
3

1
3

－
13
1

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
18
,1
27

－
18
,4
82

－
18
,0
83

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

83
0

75
4

10
1,
31
0

75
4

10
1,
31
0

26
4

31
,6
48

－
－

49
0

69
,6
62

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
71
1

1,
46
7

34
8,
67
8

1,
46
7

34
8,
67
8

74
6

21
9,
46
8

－
－

72
1

12
9,
21
0

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

96
7

78
8

39
0,
05
5

78
8

39
0,
05
5

46
1

30
3,
28
1

－
－

32
7

86
,7
74

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

63
1

46
5

47
9,
33
4

46
2

46
1,
46
0

29
9

41
0,
77
5

－
－

16
3

50
,6
85

3
17
,8
74

－
－

3
17
,8
74
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

43
8

33
1

50
8,
16
8

32
8

48
0,
92
8

18
6

42
8,
57
3

－
－

14
2

52
,3
55

3
27
,2
40

－
－

3
27
,2
40
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

43
5

32
6

70
7,
26
3

31
2

46
3,
81
8

16
1

42
9,
76
7

－
－

15
1

34
,0
51

9
14
7,
52
9

6
10
6,
81
5

3
40
,7
14
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

20
8

15
0

58
8,
60
6

12
6

12
9,
98
4

69
10
7,
54
1

1
4,
86
8

56
17
,5
75

7
12
0,
37
1

6
10
3,
12
2

1
17
,2
49
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
23
2

17
4

1,
16
3,
48
3

13
8

39
6,
84
8

73
28
5,
78
9

3
50
,8
76

62
60
,1
83

4
59
,6
97

3
49
,2
53

1
10
,4
44
52

〃
54

〃
54
歳

13
5

10
3

86
5,
74
4

72
17
0,
75
2

36
14
2,
43
9

－
－

36
28
,3
13

3
60
,5
18

2
44
,5
11

1
16
,0
07

54
歳

55
〃

17
2

13
7

1,
40
2,
78
3

82
19
4,
30
5

38
78
,5
24

5
10
3,
93
1

39
11
,8
50

1
23
,4
23

1
23
,4
23

－
－

55
〃

56
〃

15
0

12
5

1,
30
7,
15
9

73
92
,6
33

32
40
,1
49

1
23
,3
08

40
29
,1
76

2
40
,8
52

2
40
,8
52

－
－

56
〃

57
〃

20
3

18
2

2,
42
2,
81
0

94
33
5,
25
8

49
26
6,
95
2

2
46
,1
66

43
22
,1
40

1
22
,7
67

1
22
,7
67

－
－

57
〃

58
〃

25
1

23
6

3,
72
4,
16
3

94
31
6,
51
9

46
22
5,
81
1

5
70
,9
98

43
19
,7
10

10
23
7,
32
2

10
23
7,
32
2

－
－

58
〃

59
〃

32
5

31
0

5,
44
3,
43
7

96
46
8,
36
8

47
38
0,
86
6

5
77
,0
66

44
10
,4
36

13
27
0,
65
5

13
27
0,
65
5

－
－

59
〃

60
〃

3,
94
7

3,
93
7

89
,3
60
,4
70

16
7

1,
29
3,
70
8

30
6,
28
2

－
－

13
7

1,
28
7,
42
6

99
1,
83
5,
19
0

1
14
,5
51

98
1,
82
0,
63
9

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

20
2

16
9

10
3,
11
9

16
6

35
,4
27

11
0

14
,9
02

－
－

56
20
,5
25

1
10
,1
84

－
－

1
10
,1
84
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

80
58

11
,2
60

58
11
,2
60

11
1,
71
9

－
－

47
9,
54
1

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

10
,9
17

9,
71
2

10
8,
92
7,
84
2

5,
27
7

5,
69
1,
31
1

2,
65
8

3,
37
4,
48
6

22
37
7,
21
3

2,
59
7

1,
93
9,
61
2

15
6

2,
87
3,
62
2

45
91
3,
27
1

11
1

1,
96
0,
35
1

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

9,
97
8

－
11
,2
16

－
1,
07
9

－
1,
27
0

－
17
,1
46

－
74
7

－
18
,4
21

－
20
,2
95

－
17
,6
61
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

76
2

61
13

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

24
4

5
59

18
0

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

17
9

3
31

14
5

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

16
6

－
26

14
0

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

10
7

2
25

80
－

－

45
〃

50
〃

5
95
,9
16

5
95
,9
16

－
－

－
－

10
9

1
29

79
－

－

50
〃

52
〃

17
33
8,
25
1

15
30
2,
68
9

2
35
,5
62

－
－

58
－

13
45

－
－

52
〃

54
〃

32
70
6,
93
8

26
59
1,
59
5

6
11
5,
34
3

－
－

58
1

11
46

－
－

54
歳

28
63
4,
47
4

25
57
1,
02
1

3
63
,4
53

－
－

32
－

5
27

－
－

55
〃

54
1,
18
5,
05
5

50
1,
09
1,
58
3

4
93
,4
72

－
－

35
－

14
21

－
－

56
〃

50
1,
17
3,
67
4

46
1,
07
5,
35
0

4
98
,3
24

－
－

25
1

3
21

－
2

57
〃

87
2,
06
4,
78
5

83
1,
97
6,
50
0

4
88
,2
85

－
－

21
－

10
11

－
5

58
〃

13
2

3,
17
0,
32
2

12
5

2,
99
4,
19
7

7
17
6,
12
5

－
－

15
－

4
11

－
14

59
〃

20
1

4,
70
4,
41
4

19
7

4,
61
3,
18
0

4
91
,2
34

－
－

15
1

14
－

－
31

60
〃

3,
67
1

86
,2
31
,5
72

1
23
,2
60

3,
67
0

86
,2
08
,3
12

－
－

10
－

10
－

－
86
2

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2
57
,5
08

－
－

2
57
,5
08

－
－

33
－

33
－

－
1

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

22
－

22
－

－
－

合
計

4,
27
9

10
0,
36
2,
90
9

57
3

13
,3
35
,2
91

3,
70
6

87
,0
27
,6
18

－
－

1,
20
5

16
37
0

81
9

－
91
5

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
23
,4
55

－
23
,2
73

－
23
,4
83

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

29
20

8,
31
7

20
8,
31
7

20
8,
31
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1,
27
9

1,
07
4

22
4,
78
9

1,
06
7

21
8,
12
4

99
4

20
0,
97
4

－
－

73
17
,1
50

1
89
3

－
－

1
89
3
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

3,
43
9

2,
95
1

1,
31
8,
47
7

2,
93
7

1,
30
3,
12
7

2,
77
8

1,
23
6,
62
8

11
7,
75
3

14
8

58
,7
46

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
82
3

2,
30
0

1,
78
8,
15
6

2,
27
9

1,
74
2,
86
0

2,
14
9

1,
65
3,
17
3

4
2,
84
2

12
6

86
,8
45

6
23
,5
42

2
7,
77
1

4
15
,7
71
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

2,
20
4

1,
79
0

3,
06
2,
45
4

1,
73
8

2,
83
2,
15
8

1,
61
6

2,
72
4,
67
2

4
7,
36
6

11
8

10
0,
12
0

31
18
1,
61
2

8
47
,8
22

23
13
3,
79
0
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
91
4

1,
46
5

5,
74
3,
97
9

1,
33
5

4,
57
1,
72
2

1,
19
3

4,
36
4,
22
9

－
－

14
2

20
7,
49
3

10
6

95
5,
77
6

26
25
5,
95
3

80
69
9,
82
3
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

2,
01
6

1,
34
2

11
,4
13
,1
21

98
0

6,
00
6,
63
5

84
6

5,
77
2,
63
6

－
－

13
4

23
3,
99
9

16
2

2,
16
5,
22
1

11
1

1,
62
5,
66
3

51
53
9,
55
8
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

82
5

49
3

6,
30
3,
86
8

24
6

1,
82
0,
23
6

20
2

1,
72
8,
47
6

1
21
,0
49

43
70
,7
11

33
42
3,
47
1

21
28
8,
94
1

12
13
4,
53
0
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
84
0

50
8

6,
88
6,
47
9

26
6

2,
15
4,
30
1

21
7

2,
05
9,
28
2

－
－

49
95
,0
19

27
35
0,
19
9

19
25
5,
36
6

8
94
,8
33
52

〃
54

〃
54
歳

46
4

30
1

4,
70
4,
86
8

14
1

1,
43
4,
49
6

11
8

1,
40
1,
17
1

－
－

23
33
,3
25

15
20
4,
56
5

12
16
6,
62
6

3
37
,9
39

54
歳

55
〃

59
6

41
8

6,
98
1,
94
0

16
4

1,
70
9,
68
6

13
3

1,
61
8,
51
1

1
3,
63
6

30
87
,5
39

17
21
5,
66
8

15
19
4,
70
3

2
20
,9
65

55
〃

56
〃

58
3

44
0

7,
91
9,
05
1

16
2

1,
97
1,
20
5

14
2

1,
90
2,
11
9

2
23
,5
54

18
45
,5
32

18
25
2,
56
7

15
22
3,
32
7

3
29
,2
40

56
〃

57
〃

75
9

57
7

10
,6
92
,0
69

19
8

2,
48
9,
47
6

17
3

2,
41
0,
33
5

1
22
,7
55

24
56
,3
86

16
19
3,
92
5

12
14
6,
88
2

4
47
,0
43

57
〃

58
〃

87
7

73
6

14
,2
99
,6
40

20
9

3,
03
5,
94
2

18
8

2,
94
0,
28
0

－
－

21
95
,6
62

25
33
3,
11
3

20
25
4,
94
5

5
78
,1
68

58
〃

59
〃

93
8

90
6

18
,2
78
,8
49

23
6

3,
94
2,
80
7

21
4

3,
76
9,
42
1

3
66
,9
97

19
10
6,
38
9

22
26
7,
71
8

13
16
1,
59
2

9
10
6,
12
6

59
〃

60
〃

15
,7
28

15
,7
02

33
7,
61
1,
72
2

12
1

1,
02
5,
48
3

29
33
5,
10
9

－
－

92
69
0,
37
4

53
5

5,
65
8,
74
4

2
25
,7
49

53
3

5,
63
2,
99
5

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

35
7

27
5

3,
17
4,
49
0

12
7

50
8,
35
2

68
37
3,
02
1

－
－

59
13
5,
33
1

19
25
5,
08
0

2
25
,5
59

17
22
9,
52
1
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

22
6

19
8

3,
16
1,
55
9

88
28
5,
35
0

19
56
,7
15

－
－

69
22
8,
63
5

28
48
2,
82
0

－
－

28
48
2,
82
0
65

歳
以

上

合
計

35
,8
97

31
,4
96

44
3,
57
3,
82
8

12
,3
14

37
,0
60
,2
77

11
,0
99

34
,5
55
,0
69

27
15
5,
95
2

1,
18
8

2,
34
9,
25
6

1,
06
1

11
,9
64
,9
14

27
8

3,
68
0,
89
9

78
3

8,
28
4,
01
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,3
57

－
14
,0
83

－
3,
01
0

－
3,
11
3

－
5,
77
6

－
1,
97
7

－
11
,2
77

－
13
,2
41

－
10
,5
80
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

29
20

8,
31
7

20
8,
31
7

20
8,
31
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1,
17
9

98
9

21
0,
77
0

98
2

20
4,
10
5

94
8

19
4,
17
8

－
－

34
9,
92
7

1
89
3

－
－

1
89
3
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

3,
25
7

2,
80
1

1,
26
4,
51
7

2,
78
7

1,
24
9,
16
7

2,
66
5

1,
19
1,
84
4

11
7,
75
3

11
1

49
,5
70

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
69
7

2,
21
1

1,
71
2,
16
1

2,
19
0

1,
66
6,
86
5

2,
08
0

1,
58
4,
18
6

4
2,
84
2

10
6

79
,8
37

6
23
,5
42

2
7,
77
1

4
15
,7
71
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

2,
06
3

1,
70
2

2,
92
6,
62
9

1,
65
1

2,
70
1,
90
6

1,
55
5

2,
60
3,
19
6

3
4,
01
3

93
94
,6
97

30
17
6,
03
9

8
47
,8
22

22
12
8,
21
7
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
74
6

1,
41
4

5,
62
2,
92
6

1,
28
6

4,
47
1,
86
3

1,
16
6

4,
27
2,
54
7

－
－

12
0

19
9,
31
6

10
4

93
4,
58
2

24
23
4,
75
9

80
69
9,
82
3
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
78
0

1,
30
2

11
,2
08
,2
31

94
7

5,
91
5,
23
3

82
4

5,
68
8,
06
6

－
－

12
3

22
7,
16
7

15
9

2,
12
5,
14
5

10
8

1,
58
5,
58
7

51
53
9,
55
8
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

72
3

47
7

6,
18
8,
63
5

23
6

1,
78
9,
93
9

19
8

1,
70
0,
93
6

1
21
,0
49

37
67
,9
54

30
38
1,
68
9

19
25
5,
83
1

11
12
5,
85
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
72
1

49
1

6,
71
2,
25
5

25
5

2,
09
8,
41
6

21
3

2,
00
4,
84
5

－
－

42
93
,5
71

26
34
1,
16
0

18
24
6,
32
7

8
94
,8
33
52

〃
54

〃
54
歳

39
7

29
5

4,
68
3,
32
3

13
6

1,
43
2,
76
3

11
7

1,
40
0,
90
2

－
－

19
31
,8
61

14
18
4,
75
3

12
16
6,
62
6

2
18
,1
27

54
歳

55
〃

53
1

39
8

6,
68
9,
86
2

15
5

1,
65
5,
22
6

12
8

1,
56
5,
25
4

1
3,
63
6

26
86
,3
36

16
20
2,
40
0

14
18
1,
43
5

2
20
,9
65

55
〃

56
〃

53
0

42
1

7,
59
8,
83
9

15
3

1,
87
4,
60
6

13
7

1,
83
1,
54
1

－
－

16
43
,0
65

18
25
2,
56
7

15
22
3,
32
7

3
29
,2
40

56
〃

57
〃

67
8

55
2

10
,3
44
,9
36

18
7

2,
42
1,
27
5

16
5

2,
34
2,
98
0

1
22
,7
55

21
55
,5
40

16
19
3,
92
5

12
14
6,
88
2

4
47
,0
43

57
〃

58
〃

82
0

71
7

14
,0
08
,0
14

19
9

2,
93
9,
71
0

18
2

2,
84
5,
34
5

－
－

17
94
,3
65

24
31
0,
72
3

19
23
2,
55
5

5
78
,1
68

58
〃

59
〃

90
4

87
9

17
,7
32
,5
97

22
9

3,
84
2,
45
8

20
9

3,
66
9,
35
2

3
66
,9
97

17
10
6,
10
9

22
26
7,
71
8

13
16
1,
59
2

9
10
6,
12
6

59
〃

60
〃

15
,3
27

15
,3
03

32
8,
96
3,
70
2

11
6

97
6,
71
3

28
33
2,
85
3

－
－

88
64
3,
86
0

53
3

5,
64
4,
39
9

2
25
,7
49

53
1

5,
61
8,
65
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

34
5

26
4

3,
13
9,
11
3

11
7

49
7,
67
5

64
36
7,
65
7

－
－

53
13
0,
01
8

19
25
5,
08
0

2
25
,5
59

17
22
9,
52
1
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

21
8

19
1

3,
00
9,
77
3

87
28
5,
10
3

19
56
,7
15

－
－

68
22
8,
38
8

27
47
0,
78
9

－
－

27
47
0,
78
9
65

歳
以

上

合
計

33
,9
45

30
,4
27

43
2,
02
4,
60
0

11
,7
33

36
,0
31
,3
40

10
,7
18

33
,6
60
,7
14

24
12
9,
04
5

99
1

2,
24
1,
58
1

1,
04
5

11
,7
65
,4
04

26
8

3,
54
1,
82
2

77
7

8,
22
3,
58
2

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,7
27

－
14
,1
99

－
3,
07
1

－
3,
14
1

－
5,
37
7

－
2,
26
2

－
11
,2
59

－
13
,2
16

－
10
,5
84
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

9
－

6
3

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

6
5,
77
2

－
－

6
5,
77
2

－
－

20
5

10
99

96
－

－

25
〃

30
〃

12
15
,1
59

－
－

12
15
,1
59

2
19
1

48
8

16
56

41
6

2
－

30
〃

35
〃

13
21
,5
63

－
－

13
21
,5
63

2
19
1

52
3

15
55

45
3

2
－

35
〃

40
〃

18
48
,3
80

－
－

18
48
,3
80

3
30
4

41
4

15
35

36
4

3
－

40
〃

45
〃

24
21
6,
48
1

5
74
,2
91

19
14
2,
19
0

－
－

44
9

19
18

41
2

1
－

45
〃

50
〃

19
7

3,
24
0,
96
2

12
5

2,
36
0,
78
0

72
88
0,
18
2

3
30
3

67
4

22
15

63
7

2
－

50
〃

52
〃

21
3

4,
06
0,
06
5

17
8

3,
52
6,
85
6

35
53
3,
20
9

1
96

33
2

7
2

32
3

2
－

52
〃

54
〃

21
5

4,
38
1,
97
9

17
2

3,
59
5,
94
8

43
78
6,
03
1

－
－

33
2

8
5

31
9

－
2

54
歳

14
4

3,
06
5,
68
6

12
3

2,
65
8,
96
2

21
40
6,
72
4

1
12
1

16
3

1
2

16
0

－
1

55
〃

23
7

5,
05
6,
58
6

19
8

4,
29
1,
23
2

39
76
5,
35
4

－
－

17
8

3
1

17
4

－
3

56
〃

26
0

5,
69
5,
27
9

22
7

5,
03
4,
35
2

33
66
0,
92
7

－
－

14
3

－
－

14
3

－
10

57
〃

36
3

8,
00
8,
66
8

32
8

7,
26
9,
99
2

35
73
8,
67
6

－
－

18
2

2
2

17
8

－
9

58
〃

50
2

10
,9
30
,5
85

45
1

9,
90
6,
78
4

51
1,
02
3,
80
1

－
－

14
1

2
1

13
8

－
24

59
〃

64
7

14
,0
68
,0
49

57
3

12
,4
10
,5
81

74
1,
65
7,
46
8

1
27
5

32
3

－
29

1
43

60
〃

15
,0
46

33
0,
92
7,
49
5

10
21
6,
20
5

15
,0
36

33
0,
71
1,
29
0

－
－

26
5

5
16

－
99
3

61
歳
以
上

65
歳
未
満

12
9

2,
41
1,
05
8

6
13
7,
43
8

12
3

2,
27
3,
62
0

－
－

82
42

6
34

－
7

65
歳

以
上

82
2,
39
3,
38
9

－
－

82
2,
39
3,
38
9

－
－

28
14

5
9

－
1

合
計

18
,1
08

39
4,
54
7,
15
6

2,
39
6

51
,4
83
,4
21

15
,7
12

34
3,
06
3,
73
5

13
1,
48
1

4,
40
1

18
4

31
3

3,
90
4

13
1,
09
3

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,7
89

－
21
,4
87

－
21
,8
35

－
11
4

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

9
－

6
3

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

6
5,
77
2

－
－

6
5,
77
2

－
－

19
0

10
92

88
－

－

25
〃

30
〃

12
15
,1
59

－
－

12
15
,1
59

2
19
1

45
6

15
51

39
0

2
－

30
〃

35
〃

13
21
,5
63

－
－

13
21
,5
63

2
19
1

48
6

15
53

41
8

2
－

35
〃

40
〃

18
48
,3
80

－
－

18
48
,3
80

3
30
4

36
1

15
35

31
1

3
－

40
〃

45
〃

24
21
6,
48
1

5
74
,2
91

19
14
2,
19
0

－
－

33
2

19
18

29
5

1
－

45
〃

50
〃

19
3

3,
16
7,
55
0

12
1

2,
28
7,
36
8

72
88
0,
18
2

3
30
3

47
8

21
15

44
2

2
－

50
〃

52
〃

21
0

4,
01
6,
91
1

17
6

3,
48
9,
23
0

34
52
7,
68
1

1
96

24
6

7
2

23
7

2
－

52
〃

54
〃

21
0

4,
27
2,
67
9

16
7

3,
48
6,
64
8

43
78
6,
03
1

－
－

23
0

8
4

21
8

－
2

54
歳

14
4

3,
06
5,
68
6

12
3

2,
65
8,
96
2

21
40
6,
72
4

1
12
1

10
2

1
1

10
0

－
1

55
〃

22
7

4,
83
2,
23
6

18
8

4,
06
6,
88
2

39
76
5,
35
4

－
－

13
3

3
1

12
9

－
3

56
〃

25
0

5,
47
1,
66
6

21
8

4,
83
1,
50
5

32
64
0,
16
1

－
－

10
9

－
－

10
9

－
10

57
〃

34
9

7,
72
9,
73
6

31
6

7,
01
3,
91
9

33
71
5,
81
7

－
－

12
6

1
1

12
4

－
8

58
〃

49
4

10
,7
57
,5
81

44
3

9,
73
3,
78
0

51
1,
02
3,
80
1

－
－

10
3

2
－

10
1

－
23

59
〃

62
7

13
,6
22
,1
46

55
4

11
,9
87
,2
26

73
1,
63
4,
92
0

1
27
5

25
3

－
22

1
41

60
〃

14
,6
54

32
2,
34
2,
59
0

9
19
4,
49
2

14
,6
45

32
2,
14
8,
09
8

－
－

24
5

4
15

－
94
7

61
歳
以
上

65
歳
未
満

12
8

2,
38
6,
35
8

6
13
7,
43
8

12
2

2,
24
8,
92
0

－
－

81
42

5
34

－
7

65
歳

以
上

77
2,
25
3,
88
1

－
－

77
2,
25
3,
88
1

－
－

27
14

5
8

－
1

合
計

17
,6
36

38
4,
22
6,
37
5

2,
32
6

49
,9
61
,7
41

15
,3
10

33
4,
26
4,
63
4

13
1,
48
1

3,
51
8

18
1

29
3

3,
04
4

13
1,
04
3

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,7
86

－
21
,4
80

－
21
,8
33

－
11
4

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

15
10

74
5

10
74
5

10
74
5

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
2

18
2

35
,1
39

18
2

35
,1
39

16
6

30
,2
82

－
－

16
4,
85
7

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

95
4

75
2

32
9,
63
3

75
2

32
9,
63
3

68
8

30
3,
36
6

5
2,
71
6

59
23
,5
51

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

69
2

49
9

42
3,
47
6

49
5

40
9,
06
4

44
1

37
1,
90
4

1
－

53
37
,1
60

4
14
,4
12

1
2,
86
5

3
11
,5
47
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

50
8

37
2

80
3,
10
1

35
6

71
2,
37
5

32
0

67
5,
76
9

1
43
1

35
36
,1
75

12
71
,6
64

2
9,
47
9

10
62
,1
85
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

56
1

41
7

2,
35
7,
67
8

36
4

1,
82
4,
52
7

31
5

1,
74
2,
97
2

－
－

49
81
,5
55

43
40
8,
89
9

8
83
,8
63

35
32
5,
03
6
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

71
8

54
0

5,
79
9,
91
7

36
7

2,
95
9,
39
5

31
5

2,
86
5,
44
6

－
－

52
93
,9
49

75
1,
06
7,
32
3

54
81
6,
62
0

21
25
0,
70
3
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

32
6

24
0

3,
68
3,
42
3

93
86
5,
68
3

75
84
1,
01
6

－
－

18
24
,6
67

12
17
4,
37
1

12
17
4,
37
1

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
31
8

23
2

3,
78
7,
07
8

10
1

1,
10
5,
69
0

81
1,
05
1,
37
7

－
－

20
54
,3
13

5
73
,2
75

3
46
,9
65

2
26
,3
10
52

〃
54

〃
54
歳

20
5

15
0

2,
67
8,
34
8

58
72
2,
61
9

50
70
1,
88
4

－
－

8
20
,7
35

5
69
,6
70

5
69
,6
70

－
－

54
歳

55
〃

25
4

19
2

3,
59
8,
51
3

66
87
6,
79
9

56
80
5,
32
0

－
－

10
71
,4
79

4
66
,6
44

4
66
,6
44

－
－

55
〃

56
〃

26
8

21
8

4,
21
9,
50
0

78
1,
09
5,
78
2

70
1,
05
9,
12
5

－
－

8
36
,6
57

5
89
,2
16

4
76
,6
80

1
12
,5
36

56
〃

57
〃

34
1

27
1

5,
52
9,
46
0

74
1,
16
1,
86
6

66
1,
11
4,
21
0

－
－

8
47
,6
56

6
77
,9
63

6
77
,9
63

－
－

57
〃

58
〃

41
5

36
0

7,
45
9,
56
8

91
1,
50
1,
21
7

81
1,
45
0,
16
6

－
－

10
51
,0
51

5
70
,7
08

5
70
,7
08

－
－

58
〃

59
〃

50
4

48
9

10
,2
39
,3
09

12
2

2,
12
1,
50
3

11
2

2,
06
8,
75
4

－
－

10
52
,7
49

9
11
1,
39
3

6
82
,4
75

3
28
,9
18

59
〃

60
〃

8,
55
2

8,
53
6

19
4,
54
6,
21
4

47
37
3,
43
4

10
11
0,
37
6

－
－

37
26
3,
05
8

10
4

1,
19
6,
93
8

－
－

10
4

1,
19
6,
93
8

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

10
6

70
44
5,
10
4

54
57
,8
77

21
12
,5
71

－
－

33
45
,3
06

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

49
43

10
0,
14
6

42
67
,1
58

6
1,
86
5

－
－

36
65
,2
93

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

15
,0
38

13
,5
73

24
6,
03
6,
35
2

3,
35
2

16
,2
20
,5
06

2,
88
3

15
,2
07
,1
48

7
3,
14
7

46
2

1,
01
0,
21
1

28
9

3,
49
2,
47
6

11
0

1,
57
8,
30
3

17
9

1,
91
4,
17
3

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,3
61

－
18
,1
27

－
4,
83
9

－
5,
27
5

－
45
0

－
2,
18
7

－
12
,0
85

－
14
,3
48

－
10
,6
94
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

4
4

60
7

4
60
7

4
60
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

17
16

4,
60
1

16
4,
60
1

14
3,
64
3

－
－

2
95
8

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

14
12

10
,2
50

12
10
,2
50

12
10
,2
50

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

34
33

65
,6
44

32
56
,8
53

29
54
,9
15

－
－

3
1,
93
8

1
8,
79
1

－
－

1
8,
79
1
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

36
36

18
4,
38
4

32
14
8,
86
9

26
13
2,
72
9

－
－

6
16
,1
40

3
29
,1
54

1
9,
25
9

2
19
,8
95
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

69
68

58
9,
75
2

47
31
6,
33
7

35
28
2,
95
7

－
－

12
33
,3
80

10
11
3,
30
8

7
84
,4
80

3
28
,8
28
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

34
33

35
9,
66
8

15
10
4,
75
3

11
92
,6
78

－
－

4
12
,0
75

9
10
4,
37
5

3
34
,7
10

6
69
,6
65
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
41

41
48
4,
35
5

21
16
7,
89
4

17
16
2,
36
9

－
－

4
5,
52
5

6
68
,9
06

5
61
,6
48

1
7,
25
8
52

〃
54

〃
54
歳

21
21

24
7,
84
5

11
99
,3
60

9
98
,1
18

－
－

2
1,
24
2

4
45
,5
01

2
27
,3
74

2
18
,1
27

54
歳

55
〃

31
31

39
5,
94
7

15
15
3,
06
4

12
14
9,
85
0

－
－

3
3,
21
4

4
36
,4
79

3
31
,0
29

1
5,
45
0

55
〃

56
〃

43
43

57
4,
50
9

18
19
2,
07
3

15
18
8,
76
3

－
－

3
3,
31
0

8
95
,1
87

6
78
,4
83

2
16
,7
04

56
〃

57
〃

51
50

76
2,
42
9

21
25
2,
88
6

20
25
2,
52
4

－
－

1
36
2

7
77
,0
26

4
44
,2
97

3
32
,7
29

57
〃

58
〃

66
64

1,
02
9,
15
5

28
40
3,
94
6

28
40
3,
94
6

－
－

－
－

6
58
,2
06

4
36
,6
70

2
21
,5
36

58
〃

59
〃

75
75

1,
23
6,
03
8

20
26
5,
93
8

18
25
9,
64
8

－
－

2
6,
29
0

6
62
,1
25

4
42
,4
94

2
19
,6
31

59
〃

60
〃

1,
94
8

1,
94
8

32
,0
72
,2
11

15
18
1,
78
6

6
11
0,
20
3

－
－

9
71
,5
83

28
0

2,
76
4,
13
2

1
9,
16
9

27
9

2,
75
4,
96
3

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

11
7

11
0

1,
78
1,
11
9

2
23
,0
12

2
23
,0
12

－
－

－
－

13
12
7,
36
2

2
25
,5
59

11
10
1,
80
3
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

8
1

97
1

97
1

97
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

2,
60
9

2,
58
6

39
,7
98
,6
11

31
0

2,
38
2,
32
6

25
9

2,
22
6,
30
9

－
－

51
15
6,
01
7

35
7

3,
59
0,
55
2

42
48
5,
17
2

31
5

3,
10
5,
38
0

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

15
,2
54

－
15
,3
90

－
7,
68
5

－
8,
59
6

－
－

－
3,
05
9

－
10
,0
58

－
11
,5
52

－
9,
85
8
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

5
－

3
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

70
2

25
43

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

20
2

5
14

18
3

1
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

19
3

10
9

17
4

－
－

35
〃

40
〃

4
19
,0
62

－
－

4
19
,0
62

－
－

13
6

8
9

11
9

－
－

40
〃

45
〃

10
12
4,
25
2

4
54
,3
64

6
69
,8
88

－
－

14
4

11
3

13
0

－
－

45
〃

50
〃

98
1,
77
3,
19
9

70
1,
34
7,
06
0

28
42
6,
13
9

－
－

17
8

15
5

15
8

1
－

50
〃

52
〃

13
5

2,
64
3,
36
9

11
3

2,
28
1,
80
2

22
36
1,
56
7

－
－

86
3

1
82

1
－

52
〃

54
〃

12
6

2,
60
8,
11
3

98
2,
06
4,
81
2

28
54
3,
30
1

－
－

86
5

1
80

－
2

54
歳

87
1,
88
6,
05
9

73
1,
60
9,
67
1

14
27
6,
38
8

－
－

55
1

1
53

－
1

55
〃

12
2

2,
65
5,
07
0

10
2

2,
26
9,
71
1

20
38
5,
35
9

－
－

62
1

1
60

－
1

56
〃

13
5

3,
03
4,
50
2

11
8

2,
68
2,
24
2

17
35
2,
26
0

－
－

50
－

－
50

－
7

57
〃

19
1

4,
28
9,
63
1

16
7

3,
76
4,
97
8

24
52
4,
65
3

－
－

70
－

1
69

－
6

58
〃

26
4

5,
88
7,
64
3

23
5

5,
26
1,
10
1

29
62
6,
54
2

－
－

55
1

－
54

－
14

59
〃

35
8

8,
00
6,
41
3

31
1

6,
91
7,
14
2

47
1,
08
9,
27
1

－
－

15
3

－
12

－
23

60
〃

8,
38
5

19
2,
97
5,
84
2

3
64
,5
42

8,
38
2

19
2,
91
1,
30
0

－
－

16
4

1
11

－
54
0

61
歳
以
上

65
歳
未
満

16
38
7,
22
7

－
－

16
38
7,
22
7

－
－

36
14

2
20

－
－

65
歳

以
上

1
32
,9
88

－
－

1
32
,9
88

－
－

6
1

2
3

－
－

合
計

9,
93
2

22
6,
32
3,
37
0

1,
29
4

28
,3
17
,4
25

8,
63
8

19
8,
00
5,
94
5

－
－

1,
46
5

84
78

1,
30
3

3
59
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,7
87

－
21
,8
84

－
22
,9
23

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
1

－
1

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

40
〃

45
〃

1
6,
36
1

－
－

1
6,
36
1

－
－

－
－

－
－

－
－

45
〃

50
〃

11
16
0,
10
7

4
68
,0
90

7
92
,0
17

－
－

1
1

－
－

－
－

50
〃

52
〃

9
15
0,
54
0

7
12
3,
63
8

2
26
,9
02

－
－

1
1

－
－

－
－

52
〃

54
〃

14
24
7,
55
5

10
19
0,
85
3

4
56
,7
02

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

6
10
2,
98
4

5
90
,2
08

1
12
,7
76

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

12
20
6,
40
4

9
15
4,
36
2

3
52
,0
42

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

17
28
7,
24
9

14
22
9,
86
5

3
57
,3
84

－
－

－
－

－
－

－
1

57
〃

22
43
2,
51
7

21
41
4,
50
4

1
18
,0
13

－
－

1
1

－
－

－
－

58
〃

30
56
7,
00
3

24
47
0,
66
2

6
96
,3
41

－
－

2
1

－
1

－
3

59
〃

49
90
7,
97
5

46
84
5,
38
0

3
62
,5
95

－
－

－
－

－
－

1
2

60
〃

1,
65
3

29
,1
26
,2
93

4
78
,7
51

1,
64
9

29
,0
47
,5
42

－
－

－
－

－
－

－
65

61
歳
以
上

65
歳
未
満

95
1,
63
0,
74
5

3
60
,4
41

92
1,
57
0,
30
4

－
－

7
7

－
－

－
6

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

7
7

－
－

－
－

合
計

1,
91
9

33
,8
25
,7
33

14
7

2,
72
6,
75
4

1,
77
2

31
,0
98
,9
79

－
－

23
19

－
4

1
77

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
17
,6
27

－
18
,5
49

－
17
,5
50

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

10
0

85
14
,0
19

85
14
,0
19

46
6,
79
6

－
－

39
7,
22
3

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

18
2

15
0

53
,9
60

15
0

53
,9
60

11
3

44
,7
84

－
－

37
9,
17
6

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

12
6

89
75
,9
95

89
75
,9
95

69
68
,9
87

－
－

20
7,
00
8

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

14
1

88
13
5,
82
5

87
13
0,
25
2

61
12
1,
47
6

1
3,
35
3

25
5,
42
3

1
5,
57
3

－
－

1
5,
57
3
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

16
8

51
12
1,
05
3

49
99
,8
59

27
91
,6
82

－
－

22
8,
17
7

2
21
,1
94

2
21
,1
94

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

23
6

40
20
4,
89
0

33
91
,4
02

22
84
,5
70

－
－

11
6,
83
2

3
40
,0
76

3
40
,0
76

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

10
2

16
11
5,
23
3

10
30
,2
97

4
27
,5
40

－
－

6
2,
75
7

3
41
,7
82

2
33
,1
10

1
8,
67
2
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
11
9

17
17
4,
22
4

11
55
,8
85

4
54
,4
37

－
－

7
1,
44
8

1
9,
03
9

1
9,
03
9

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

67
6

21
,5
45

5
1,
73
3

1
26
9

－
－

4
1,
46
4

1
19
,8
12

－
－

1
19
,8
12

54
歳

55
〃

65
20

29
2,
07
8

9
54
,4
60

5
53
,2
57

－
－

4
1,
20
3

1
13
,2
68

1
13
,2
68

－
－

55
〃

56
〃

53
19

32
0,
21
2

9
96
,5
99

5
70
,5
78

2
23
,5
54

2
2,
46
7

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

81
25

34
7,
13
3

11
68
,2
01

8
67
,3
55

－
－

3
84
6

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

57
19

29
1,
62
6

10
96
,2
32

6
94
,9
35

－
－

4
1,
29
7

1
22
,3
90

1
22
,3
90

－
－

58
〃

59
〃

34
27

54
6,
25
2

7
10
0,
34
9

5
10
0,
06
9

－
－

2
28
0

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

40
1

39
9

8,
64
8,
02
0

5
48
,7
70

1
2,
25
6

－
－

4
46
,5
14

2
14
,3
45

－
－

2
14
,3
45

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

12
11

35
,3
77

10
10
,6
77

4
5,
36
4

－
－

6
5,
31
3

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

8
7

15
1,
78
6

1
24
7

－
－

－
－

1
24
7

1
12
,0
31

－
－

1
12
,0
31
65

歳
以

上

合
計

1,
95
2

1,
06
9

11
,5
49
,2
28

58
1

1,
02
8,
93
7

38
1

89
4,
35
5

3
26
,9
07

19
7

10
7,
67
5

16
19
9,
51
0

10
13
9,
07
7

6
60
,4
33

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

5,
91
7

－
10
,8
04

－
1,
77
1

－
2,
34
7

－
8,
96
9

－
54
7

－
12
,4
69

－
13
,9
08

－
10
,0
72
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

15
－

7
8

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

32
1

5
26

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

37
－

2
35

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

53
－

－
53

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

11
7

－
－

11
7

－
－

45
〃

50
〃

4
73
,4
12

4
73
,4
12

－
－

－
－

19
6

1
－

19
5

－
－

50
〃

52
〃

3
43
,1
54

2
37
,6
26

1
5,
52
8

－
－

86
－

－
86

－
－

52
〃

54
〃

5
10
9,
30
0

5
10
9,
30
0

－
－

－
－

10
2

－
1

10
1

－
－

54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

61
－

1
60

－
－

55
〃

10
22
4,
35
0

10
22
4,
35
0

－
－

－
－

45
－

－
45

－
－

56
〃

10
22
3,
61
3

9
20
2,
84
7

1
20
,7
66

－
－

34
－

－
34

－
－

57
〃

14
27
8,
93
2

12
25
6,
07
3

2
22
,8
59

－
－

56
1

1
54

－
1

58
〃

8
17
3,
00
4

8
17
3,
00
4

－
－

－
－

38
－

1
37

－
1

59
〃

20
44
5,
90
3

19
42
3,
35
5

1
22
,5
48

－
－

7
－

－
7

－
2

60
〃

39
2

8,
58
4,
90
5

1
21
,7
13

39
1

8,
56
3,
19
2

－
－

2
－

1
1

－
46

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
24
,7
00

－
－

1
24
,7
00

－
－

1
－

1
－

－
－

65
歳

以
上

5
13
9,
50
8

－
－

5
13
9,
50
8

－
－

1
－

－
1

－
－

合
計

47
2

10
,3
20
,7
81

70
1,
52
1,
68
0

40
2

8,
79
9,
10
1

－
－

88
3

3
20

86
0

－
50

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,8
66

－
21
,7
38

－
21
,8
88

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

11
9

6,
03
3

9
6,
03
3

9
6,
03
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
8

20
9

47
,2
31

20
9

47
,2
31

20
1

45
,7
63

－
－

8
1,
46
8

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

64
3

51
6

23
0,
90
7

51
6

23
0,
90
7

49
8

22
3,
04
0

1
45
5

17
7,
41
2

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

45
7

35
3

27
7,
67
2

35
2

27
5,
86
0

33
7

26
6,
38
2

1
1,
48
8

14
7,
99
0

1
1,
81
2

－
－

1
1,
81
2
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

35
2

28
0

51
7,
69
1

27
6

49
7,
91
0

26
1

48
9,
12
1

1
3,
77
3

14
5,
01
6

4
19
,7
81

1
7,
79
7

3
11
,9
84
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

32
7

26
6

1,
29
9,
94
7

24
4

1,
06
5,
27
9

24
0

1,
06
0,
95
3

－
－

4
4,
32
6

16
14
5,
44
4

5
55
,3
42

11
90
,1
02
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

35
6

26
3

2,
38
3,
11
4

20
4

1,
43
3,
69
3

19
2

1,
37
3,
39
5

－
－

12
60
,2
98

19
21
2,
24
6

11
14
1,
30
0

8
70
,9
46
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

11
9

90
1,
27
1,
86
8

43
38
5,
88
0

38
37
6,
30
7

－
－

5
9,
57
3

7
92
,9
38

6
82
,3
34

1
10
,6
04
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
16
5

12
5

1,
72
3,
31
3

67
57
2,
64
8

62
56
9,
57
6

－
－

5
3,
07
2

5
63
,3
08

2
25
,6
35

3
37
,6
73
52

〃
54

〃
54
歳

62
50

76
1,
21
2

29
33
7,
18
4

28
33
6,
43
6

－
－

1
74
8

1
12
,2
98

1
12
,2
98

－
－

54
歳

55
〃

10
7

92
1,
57
3,
12
0

48
64
1,
50
6

44
60
7,
18
3

1
13
,8
35

3
20
,4
88

1
11
,0
59

1
11
,0
59

－
－

55
〃

56
〃

13
6

12
9

2,
29
1,
91
4

51
68
5,
97
3

50
66
5,
94
6

－
－

1
20
,0
27

4
51
,6
44

4
51
,6
44

－
－

56
〃

57
〃

16
5

15
5

2,
77
3,
27
9

66
92
6,
15
2

63
88
6,
39
7

1
19
,5
36

2
20
,2
19

6
79
,9
78

5
70
,6
42

1
9,
33
6

57
〃

58
〃

21
3

20
5

3,
82
8,
59
0

63
86
9,
85
1

61
85
4,
98
7

－
－

2
14
,8
64

7
86
,9
28

5
57
,5
63

2
29
,3
65

58
〃

59
〃

26
5

25
9

4,
97
9,
72
3

81
1,
30
3,
17
5

75
1,
22
6,
78
3

2
33
,0
75

4
43
,3
17

6
62
,2
17

4
46
,6
07

2
15
,6
10

59
〃

60
〃

3,
31
0

3,
30
7

65
,9
25
,0
50

80
67
9,
30
3

20
27
3,
91
1

1
1,
64
8

59
40
3,
74
4

18
6

1,
88
4,
68
0

－
－

18
6

1,
88
4,
68
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

71
56

54
3,
06
9

31
88
,9
44

17
68
,2
40

－
－

14
20
,7
04

7
68
,2
75

1
12
,1
94

6
56
,0
81
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

54
51

61
0,
61
1

33
11
3,
44
3

11
20
,7
28

－
－

22
92
,7
15

7
14
0,
29
3

－
－

7
14
0,
29
3
65

歳
以

上

合
計

7,
07
1

6,
41
5

91
,0
44
,3
44

2,
40
2

10
,1
60
,9
72

2,
20
7

9,
35
1,
18
1

8
73
,8
10

18
7

73
5,
98
1

27
7

2,
93
2,
90
1

46
57
4,
41
5

23
1

2,
35
8,
48
6

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,8
76

－
14
,1
92

－
4,
23
0

－
4,
23
7

－
9,
22
6

－
3,
93
6

－
10
,5
88

－
12
,4
87

－
10
,2
10
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

11
9

6,
03
3

9
6,
03
3

9
6,
03
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
0

20
4

46
,2
67

20
4

46
,2
67

19
6

44
,7
99

－
－

8
1,
46
8

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

60
8

48
9

21
8,
80
8

48
9

21
8,
80
8

47
6

21
1,
96
7

1
45
5

12
6,
38
6

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

44
2

34
2

27
0,
45
1

34
1

26
8,
63
9

33
0

26
0,
82
5

1
1,
48
8

10
6,
32
6

1
1,
81
2

－
－

1
1,
81
2
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

33
5

27
1

50
7,
55
8

26
7

48
7,
77
7

25
3

47
9,
47
9

1
3,
77
3

13
4,
52
5

4
19
,7
81

1
7,
79
7

3
11
,9
84
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

30
9

25
8

1,
25
1,
16
0

23
7

1,
02
6,
37
8

23
3

1,
02
2,
05
2

－
－

4
4,
32
6

15
13
5,
55
8

4
45
,4
56

11
90
,1
02
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

33
4

25
6

2,
30
8,
74
9

19
9

1,
38
6,
40
2

18
8

1,
32
6,
86
1

－
－

11
59
,5
41

18
20
4,
21
5

11
14
1,
30
0

7
62
,9
15
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

10
6

86
1,
24
7,
84
0

40
38
1,
75
0

36
37
2,
67
5

－
－

4
9,
07
5

7
92
,9
38

6
82
,3
34

1
10
,6
04
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
15
0

12
1

1,
68
1,
08
5

65
57
2,
14
5

62
56
9,
57
6

－
－

3
2,
56
9

5
63
,3
08

2
25
,6
35

3
37
,6
73
52

〃
54

〃
54
歳

55
45

68
9,
06
3

26
30
5,
06
0

25
30
4,
31
2

－
－

1
74
8

1
12
,2
98

1
12
,2
98

－
－

54
歳

55
〃

10
1

90
1,
53
9,
18
9

47
62
4,
11
6

43
58
9,
79
3

1
13
,8
35

3
20
,4
88

1
11
,0
59

1
11
,0
59

－
－

55
〃

56
〃

12
8

12
4

2,
22
5,
31
3

48
66
4,
29
6

47
64
4,
26
9

－
－

1
20
,0
27

4
51
,6
44

4
51
,6
44

－
－

56
〃

57
〃

15
8

15
1

2,
69
4,
29
2

64
89
1,
77
8

61
85
2,
02
3

1
19
,5
36

2
20
,2
19

6
79
,9
78

5
70
,6
42

1
9,
33
6

57
〃

58
〃

20
4

19
8

3,
73
0,
59
2

60
85
1,
93
6

59
83
7,
56
3

－
－

1
14
,3
73

6
74
,7
83

4
45
,4
18

2
29
,3
65

58
〃

59
〃

25
9

25
5

4,
90
5,
17
0

79
1,
26
8,
65
8

73
1,
19
2,
26
6

2
33
,0
75

4
43
,3
17

6
62
,2
17

4
46
,6
07

2
15
,6
10

59
〃

60
〃

3,
24
3

3,
24
0

64
,5
75
,2
75

78
65
5,
54
4

20
27
3,
91
1

1
1,
64
8

57
37
9,
98
5

18
5

1,
87
2,
82
1

－
－

18
5

1,
87
2,
82
1

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

71
56

54
3,
06
9

31
88
,9
44

17
68
,2
40

－
－

14
20
,7
04

7
68
,2
75

1
12
,1
94

6
56
,0
81
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

53
50

60
7,
77
3

32
11
0,
60
5

10
17
,8
90

－
－

22
92
,7
15

7
14
0,
29
3

－
－

7
14
0,
29
3
65

歳
以

上

合
計

6,
81
7

6,
24
5

89
,0
47
,6
87

2,
31
6

9,
85
5,
13
6

2,
13
8

9,
07
4,
53
4

8
73
,8
10

17
0

70
6,
79
2

27
3

2,
89
0,
98
0

44
55
2,
38
4

22
9

2,
33
8,
59
6

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

13
,0
63

－
14
,2
59

－
4,
25
5

－
4,
24
4

－
9,
22
6

－
4,
15
8

－
10
,5
90

－
12
,5
54

－
10
,2
12
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
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分
別
，
退
職
事
由
別
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年
齢
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数
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退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

49
5

15
29

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

12
7

6
18

10
3

1
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

10
4

4
14

86
1

－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

72
3

10
59

1
－

40
〃

45
〃

6
89
,2
24

3
46
,9
60

3
42
,2
64

－
－

61
9

5
47

1
－

45
〃

50
〃

40
73
7,
17
5

36
67
9,
11
9

4
58
,0
56

－
－

93
6

6
81

－
－

50
〃

52
〃

40
79
3,
05
0

30
61
5,
32
4

10
17
7,
72
6

－
－

29
1

2
26

－
－

52
〃

54
〃

53
1,
08
7,
35
7

45
93
8,
66
3

8
14
8,
69
4

－
－

40
1

2
37

1
－

54
歳

20
41
1,
73
0

15
31
8,
53
0

5
93
,2
00

－
－

12
－

1
11

－
－

55
〃

43
92
0,
55
5

35
76
0,
59
6

8
15
9,
95
9

－
－

15
1

1
13

－
－

56
〃

74
1,
55
4,
29
7

59
1,
24
3,
07
6

15
31
1,
22
1

－
－

7
－

－
7

－
－

57
〃

83
1,
76
7,
14
9

74
1,
58
2,
92
1

9
18
4,
22
8

－
－

10
－

－
10

－
4

58
〃

13
5

2,
87
1,
81
1

11
1

2,
36
6,
44
6

24
50
5,
36
5

－
－

8
－

－
8

－
4

59
〃

17
2

3,
61
4,
33
1

15
0

3,
16
9,
11
6

22
44
5,
21
5

－
－

6
－

1
5

－
10

60
〃

3,
04
1

63
,3
61
,0
67

－
－

3,
04
1

63
,3
61
,0
67

－
－

3
－

1
2

3
12
5

61
歳
以
上

65
歳
未
満

18
38
5,
85
0

2
40
,2
26

16
34
5,
62
4

－
－

15
6

－
9

－
3

65
歳

以
上

11
35
6,
87
5

－
－

11
35
6,
87
5

－
－

3
－

2
1

－
－

合
計

3,
73
6

77
,9
50
,4
71

56
0

11
,7
60
,9
77

3,
17
6

66
,1
89
,4
94

－
－

65
6

42
79

53
5

8
14
6

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
20
,8
65

－
21
,0
02

－
20
,8
41

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

46
5

15
26

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

11
9

6
17

96
1

－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

10
0

4
14

82
1

－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

64
3

10
51

1
－

40
〃

45
〃

6
89
,2
24

3
46
,9
60

3
42
,2
64

－
－

51
9

5
37

－
－

45
〃

50
〃

39
71
8,
13
2

35
66
0,
07
6

4
58
,0
56

－
－

78
5

6
67

－
－

50
〃

52
〃

39
77
3,
15
2

29
59
5,
42
6

10
17
7,
72
6

－
－

20
1

2
17

－
－

52
〃

54
〃

51
1,
04
5,
63
2

43
89
6,
93
8

8
14
8,
69
4

－
－

29
－

2
27

1
－

54
歳

18
37
1,
70
5

14
29
8,
62
7

4
73
,0
78

－
－

10
－

1
9

－
－

55
〃

42
90
4,
01
4

34
74
4,
05
5

8
15
9,
95
9

－
－

11
－

1
10

－
－

56
〃

72
1,
50
9,
37
3

57
1,
19
8,
15
2

15
31
1,
22
1

－
－

4
－

－
4

－
－

57
〃

81
1,
72
2,
53
6

72
1,
53
8,
30
8

9
18
4,
22
8

－
－

7
－

－
7

－
3

58
〃

13
2

2,
80
3,
87
3

10
8

2,
29
8,
50
8

24
50
5,
36
5

－
－

6
－

－
6

－
3

59
〃

17
0

3,
57
4,
29
5

14
8

3,
12
9,
08
0

22
44
5,
21
5

－
－

4
－

1
3

－
10

60
〃

2,
97
7

62
,0
46
,9
10

－
－

2,
97
7

62
,0
46
,9
10

－
－

3
－

1
2

3
12
1

61
歳
以
上

65
歳
未
満

18
38
5,
85
0

2
40
,2
26

16
34
5,
62
4

－
－

15
6

－
9

－
3

65
歳

以
上

11
35
6,
87
5

－
－

11
35
6,
87
5

－
－

3
－

2
1

－
－

合
計

3,
65
6

76
,3
01
,5
71

54
5

11
,4
46
,3
56

3,
11
1

64
,8
55
,2
15

－
－

57
2

39
78

45
5

7
14
0

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
20
,8
70

－
21
,0
02

－
20
,8
47

－
－

－
－

－
－

－
－
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
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及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

6
5

38
9

5
38
9

5
38
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

15
8

12
4

29
,5
42

12
4

29
,5
42

11
9

28
,3
37

－
－

5
1,
20
5

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

37
2

30
0

14
0,
53
9

30
0

14
0,
53
9

29
1

13
5,
54
7

1
45
5

8
4,
53
7

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

23
5

19
0

14
9,
14
2

18
9

14
7,
33
0

18
3

14
2,
16
4

1
1,
48
8

5
3,
67
8

1
1,
81
2

－
－

1
1,
81
2
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

16
6

13
2

31
0,
59
3

13
0

29
9,
69
7

12
5

29
7,
86
1

－
－

5
1,
83
6

2
10
,8
96

1
7,
79
7

1
3,
09
9
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

16
9

14
2

87
1,
77
2

12
7

71
5,
76
6

12
5

71
2,
26
5

－
－

2
3,
50
1

11
98
,8
04

4
45
,4
43

7
53
,3
61
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

20
2

15
2

1,
66
5,
86
3

10
9

94
3,
14
3

10
3

90
8,
17
6

－
－

6
34
,9
67

13
15
1,
24
8

8
10
6,
10
4

5
45
,1
44
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

65
52

89
2,
57
8

17
22
2,
60
2

15
21
4,
55
1

－
－

2
8,
05
1

4
51
,1
78

3
40
,5
74

1
10
,6
04
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
87

70
1,
11
9,
09
7

31
35
1,
46
1

28
34
8,
89
2

－
－

3
2,
56
9

4
49
,7
60

1
12
,0
87

3
37
,6
73
52

〃
54

〃
54
歳

36
29

51
2,
12
3

15
22
2,
76
1

15
22
2,
76
1

－
－

－
－

1
12
,2
98

1
12
,2
98

－
－

54
歳

55
〃

57
48

94
5,
53
8

18
29
6,
55
0

16
27
6,
45
4

－
－

2
20
,0
96

1
11
,0
59

1
11
,0
59

－
－

55
〃

56
〃

77
74

1,
42
4,
00
4

28
46
5,
19
0

27
44
5,
16
3

－
－

1
20
,0
27

3
35
,4
11

3
35
,4
11

－
－

56
〃

57
〃

98
96

1,
87
2,
13
8

39
66
5,
09
4

37
64
4,
87
5

－
－

2
20
,2
19

3
43
,8
41

3
43
,8
41

－
－

57
〃

58
〃

13
5

13
3

2,
73
3,
98
5

35
59
9,
56
7

34
58
5,
19
4

－
－

1
14
,3
73

2
31
,1
02

1
10
,1
55

1
20
,9
47

58
〃

59
〃

17
1

16
9

3,
47
7,
17
8

47
85
5,
07
4

45
81
1,
05
6

1
20
,8
22

1
23
,1
96

2
25
,4
64

2
25
,4
64

－
－

59
〃

60
〃

2,
19
1

2,
19
0

46
,3
41
,4
51

27
29
1,
30
1

8
11
2,
12
5

－
－

19
17
9,
17
6

49
61
0,
27
0

－
－

49
61
0,
27
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

30
22

18
0,
00
9

15
14
,8
37

8
9,
53
3

－
－

7
5,
30
4

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

21
19

90
,4
49

15
27
,8
11

4
3,
56
1

－
－

11
24
,2
50

3
45
,8
35

－
－

3
45
,8
35
65

歳
以

上

合
計

4,
27
6

3,
94
7

62
,7
56
,3
90

1,
27
1

6,
28
8,
65
4

1,
18
8

5,
89
8,
90
4

3
22
,7
65

80
36
6,
98
5

99
1,
17
8,
97
8

28
35
0,
23
3

71
82
8,
74
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

14
,6
76

－
15
,9
00

－
4,
94
8

－
4,
96
5

－
7,
58
8

－
4,
58
7

－
11
,9
09

－
12
,5
08

－
11
,6
72
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

3
2

15
2

2
15
2

2
15
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

5
2

80
2

2
80
2

2
80
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

7
7

7,
63
6

7
7,
63
6

7
7,
63
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

8
8

13
,1
17

8
13
,1
17

8
13
,1
17

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
10

41
,1
38

7
13
,6
33

7
13
,6
33

－
－

－
－

3
27
,5
05

－
－

3
27
,5
05
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

5
5

27
,9
06

3
7,
81
7

3
7,
81
7

－
－

－
－

1
7,
32
7

－
－

1
7,
32
7
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2
2

24
,3
82

1
7,
84
6

1
7,
84
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
6

6
52
,0
49

6
52
,0
49

6
52
,0
49

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
54
歳

55
〃

9
9

97
,7
32

7
58
,9
93

6
45
,1
58

1
13
,8
35

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

6
6

98
,1
08

2
30
,7
62

2
30
,7
62

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

8
8

10
8,
55
0

4
36
,8
16

4
36
,8
16

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

10
10

15
1,
08
4

－
－

－
－

－
－

－
－

2
17
,7
06

1
9,
28
8

1
8,
41
8

58
〃

59
〃

22
22

31
1,
56
9

8
11
1,
48
1

7
99
,2
28

1
12
,2
53

－
－

3
22
,6
79

1
7,
06
9

2
15
,6
10

59
〃

60
〃

30
1

30
1

4,
02
7,
95
3

4
31
,0
81

－
－

－
－

4
31
,0
81

89
75
5,
82
6

－
－

89
75
5,
82
6

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

15
15

16
7,
52
4

3
28
,3
00

1
18
,2
71

－
－

2
10
,0
29

6
56
,0
81

－
－

6
56
,0
81
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1
1

57
0

1
57
0

－
－

－
－

1
57
0

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

41
8

41
4

5,
13
0,
27
2

65
40
1,
05
5

56
33
3,
28
7

2
26
,0
88

7
41
,6
80

10
4

88
7,
12
4

2
16
,3
57

10
2

87
0,
76
7

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,2
73

－
12
,3
92

－
6,
17
0

－
5,
95
2

－
13
,0
44

－
5,
95
4

－
8,
53
0

－
8,
17
9

－
8,
53
7
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

34
4

10
20

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

72
4

12
56

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

45
2

5
38

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

34
1

3
30

－
－

40
〃

45
〃

4
57
,2
02

2
28
,3
34

2
28
,8
68

－
－

27
6

1
20

－
－

45
〃

50
〃

30
57
1,
47
2

27
53
0,
74
3

3
40
,7
29

－
－

50
4

4
42

－
－

50
〃

52
〃

31
61
8,
79
8

25
51
4,
72
0

6
10
4,
07
8

－
－

13
－

1
12

－
－

52
〃

54
〃

35
71
7,
87
6

27
56
9,
18
2

8
14
8,
69
4

－
－

17
－

1
16

－
－

54
歳

13
27
7,
06
4

10
21
7,
19
8

3
59
,8
66

－
－

7
－

－
7

－
－

55
〃

29
63
7,
92
9

23
51
0,
67
9

6
12
7,
25
0

－
－

9
－

1
8

－
－

56
〃

43
92
3,
40
3

31
67
5,
46
6

12
24
7,
93
7

－
－

3
－

－
3

－
－

57
〃

54
1,
16
3,
20
3

48
1,
03
2,
95
0

6
13
0,
25
3

－
－

2
－

－
2

－
2

58
〃

96
2,
10
3,
31
6

74
1,
62
9,
79
6

22
47
3,
52
0

－
－

2
－

－
2

－
2

59
〃

12
0

2,
59
6,
64
0

10
4

2,
26
5,
23
4

16
33
1,
40
6

－
－

2
－

－
2

－
8

60
〃

2,
11
4

45
,4
39
,8
80

－
－

2,
11
4

45
,4
39
,8
80

－
－

1
－

－
1

1
90

61
歳
以
上

65
歳
未
満

7
16
5,
17
2

－
－

7
16
5,
17
2

－
－

8
4

－
4

－
1

65
歳

以
上

1
16
,8
03

－
－

1
16
,8
03

－
－

2
－

2
－

－
－

合
計

2,
57
7

55
,2
88
,7
58

37
1

7,
97
4,
30
2

2,
20
6

47
,3
14
,4
56

－
－

32
9

25
41

26
3

1
10
3

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,4
55

－
21
,4
94

－
21
,4
48

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

－
3

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

45
〃

50
〃

1
12
,7
62

1
12
,7
62

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

50
〃

52
〃

1
16
,5
36

1
16
,5
36

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

52
〃

54
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

2
38
,7
39

2
38
,7
39

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

4
67
,3
46

4
67
,3
46

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

4
71
,7
34

3
53
,1
98

1
18
,5
36

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

8
13
3,
37
8

8
13
3,
37
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

11
17
7,
40
9

10
16
4,
94
2

1
12
,4
67

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

20
8

3,
24
1,
04
6

－
－

20
8

3,
24
1,
04
6

－
－

－
－

－
－

－
5

61
歳
以
上

65
歳
未
満

6
83
,1
43

－
－

6
83
,1
43

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

24
5

3,
84
2,
09
3

29
48
6,
90
1

21
6

3,
35
5,
19
2

－
－

4
－

1
3

－
5

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
15
,6
82

－
16
,7
90

－
15
,5
33

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

8
5

96
4

5
96
4

5
96
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

35
27

12
,0
99

27
12
,0
99

22
11
,0
73

－
－

5
1,
02
6

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

15
11

7,
22
1

11
7,
22
1

7
5,
55
7

－
－

4
1,
66
4

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

17
9

10
,1
33

9
10
,1
33

8
9,
64
2

－
－

1
49
1

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

18
8

48
,7
87

7
38
,9
01

7
38
,9
01

－
－

－
－

1
9,
88
6

1
9,
88
6

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

22
7

74
,3
65

5
47
,2
91

4
46
,5
34

－
－

1
75
7

1
8,
03
1

－
－

1
8,
03
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

13
4

24
,0
28

3
4,
13
0

2
3,
63
2

－
－

1
49
8

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
15

4
42
,2
28

2
50
3

－
－

－
－

2
50
3

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

7
5

72
,1
49

3
32
,1
24

3
32
,1
24

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

6
2

33
,9
31

1
17
,3
90

1
17
,3
90

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

8
5

66
,6
01

3
21
,6
77

3
21
,6
77

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

7
4

78
,9
87

2
34
,3
74

2
34
,3
74

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

9
7

97
,9
98

3
17
,9
15

2
17
,4
24

－
－

1
49
1

1
12
,1
45

1
12
,1
45

－
－

58
〃

59
〃

6
4

74
,5
53

2
34
,5
17

2
34
,5
17

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

67
67

1,
34
9,
77
5

2
23
,7
59

－
－

－
－

2
23
,7
59

1
11
,8
59

－
－

1
11
,8
59

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1
1

2,
83
8

1
2,
83
8

1
2,
83
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

25
4

17
0

1,
99
6,
65
7

86
30
5,
83
6

69
27
6,
64
7

－
－

17
29
,1
89

4
41
,9
21

2
22
,0
31

2
19
,8
90

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

7,
86
1

－
11
,7
45

－
3,
55
6

－
4,
00
9

－
－

－
1,
71
7

－
10
,4
80

－
11
,0
16

－
9,
94
5
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

－
3

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

8
－

1
7

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

4
－

－
4

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

8
－

－
8

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

10
－

－
10

1
－

45
〃

50
〃

1
19
,0
43

1
19
,0
43

－
－

－
－

15
1

－
14

－
－

50
〃

52
〃

1
19
,8
98

1
19
,8
98

－
－

－
－

9
－

－
9

－
－

52
〃

54
〃

2
41
,7
25

2
41
,7
25

－
－

－
－

11
1

－
10

－
－

54
歳

2
40
,0
25

1
19
,9
03

1
20
,1
22

－
－

2
－

－
2

－
－

55
〃

1
16
,5
41

1
16
,5
41

－
－

－
－

4
1

－
3

－
－

56
〃

2
44
,9
24

2
44
,9
24

－
－

－
－

3
－

－
3

－
－

57
〃

2
44
,6
13

2
44
,6
13

－
－

－
－

3
－

－
3

－
1

58
〃

3
67
,9
38

3
67
,9
38

－
－

－
－

2
－

－
2

－
1

59
〃

2
40
,0
36

2
40
,0
36

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

60
〃

64
1,
31
4,
15
7

－
－

64
1,
31
4,
15
7

－
－

－
－

－
－

－
4

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

80
1,
64
8,
90
0

15
31
4,
62
1

65
1,
33
4,
27
9

－
－

84
3

1
80

1
6

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
20
,6
11

－
20
,9
75

－
20
,5
27

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

57
44

6,
69
6

44
6,
69
6

39
6,
21
8

－
－

5
47
8

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

21
5

17
8

67
,6
09

17
8

67
,6
09

15
6

62
,8
14

－
－

22
4,
79
5

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

16
2

12
0

93
,3
62

12
0

93
,3
62

11
2

88
,9
83

－
－

8
4,
37
9

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

11
8

83
10
9,
47
5

82
10
2,
79
3

71
10
0,
40
4

－
－

11
2,
38
9

1
6,
68
2

－
－

1
6,
68
2
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

99
75

28
7,
53
4

71
24
9,
73
4

59
23
9,
23
2

－
－

12
10
,5
02

4
37
,8
00

－
－

4
37
,8
00
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

10
9

89
58
6,
74
7

86
54
4,
63
6

67
54
1,
78
5

－
－

19
2,
85
1

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

53
48

59
4,
95
1

20
72
,2
69

10
53
,2
67

－
－

10
19
,0
02

1
12
,5
31

－
－

1
12
,5
31
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
55

46
66
4,
14
4

18
11
6,
58
7

14
11
5,
84
6

－
－

4
74
1

1
14
,4
70

－
－

1
14
,4
70
52

〃
54

〃
54
歳

44
43

64
9,
00
9

17
10
6,
98
6

11
88
,1
06

－
－

6
18
,8
80

1
14
,3
92

1
14
,3
92

－
－

54
歳

55
〃

55
49

81
9,
50
5

14
81
,9
03

8
81
,0
35

－
－

6
86
8

1
12
,1
27

1
12
,1
27

－
－

55
〃

56
〃

63
60

1,
08
5,
30
4

16
11
1,
61
2

15
11
1,
46
0

－
－

1
15
2

3
38
,0
78

3
38
,0
78

－
－

56
〃

57
〃

68
64

1,
27
3,
18
8

9
61
,3
50

5
37
,7
21

－
－

4
23
,6
29

3
30
,9
62

3
30
,9
62

－
－

57
〃

58
〃

83
79

1,
59
3,
03
1

12
99
,2
34

11
99
,0
78

－
－

1
15
6

1
10
,4
82

1
10
,4
82

－
－

58
〃

59
〃

11
1

10
7

2,
23
0,
65
6

11
11
3,
96
7

8
88
,8
65

1
24
,4
92

2
61
0

5
63
,1
04

4
50
,8
31

1
12
,2
73

59
〃

60
〃

1,
54
7

1,
54
4

32
,5
72
,5
13

10
63
,4
22

7
40
,6
20

－
－

3
22
,8
02

14
2

1,
74
0,
07
4

－
－

14
2

1,
74
0,
07
4

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

8
5

1,
64
1

5
1,
64
1

1
10
6

－
－

4
1,
53
5

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

6
5

36
,9
89

4
56
7

1
18
4

－
－

3
38
3

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

2,
85
3

2,
63
9

42
,6
72
,3
54

71
7

1,
89
4,
36
8

59
5

1,
75
5,
72
4

1
24
,4
92

12
1

11
4,
15
2

16
3

1,
98
0,
70
2

13
15
6,
87
2

15
0

1,
82
3,
83
0

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

14
,9
57

－
16
,1
70

－
2,
64
2

－
2,
95
1

－
24
,4
92

－
94
3

－
12
,1
52

－
12
,0
67

－
12
,1
59
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

50
37

5,
63
3

37
5,
63
3

35
5,
47
1

－
－

2
16
2

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

19
3

15
7

60
,9
03

15
7

60
,9
03

14
7

58
,8
57

－
－

10
2,
04
6

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

14
3

10
7

83
,1
95

10
7

83
,1
95

10
2

79
,2
20

－
－

5
3,
97
5

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

10
0

71
97
,6
91

70
91
,0
09

64
89
,4
92

－
－

6
1,
51
7

1
6,
68
2

－
－

1
6,
68
2
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

87
66

28
0,
34
2

62
24
2,
54
2

57
23
3,
10
6

－
－

5
9,
43
6

4
37
,8
00

－
－

4
37
,8
00
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

83
69

57
0,
57
6

66
52
8,
46
5

61
52
7,
74
7

－
－

5
71
8

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

41
37

59
3,
27
5

9
70
,5
93

8
52
,9
63

－
－

1
17
,6
30

1
12
,5
31

－
－

1
12
,5
31
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
46

38
62
5,
20
0

11
99
,6
52

11
99
,6
52

－
－

－
－

1
14
,4
70

－
－

1
14
,4
70
52

〃
54

〃
54
歳

37
37

64
8,
10
8

11
10
6,
08
5

9
87
,8
02

－
－

2
18
,2
83

1
14
,3
92

1
14
,3
92

－
－

54
歳

55
〃

48
42

80
5,
81
3

7
68
,2
11

6
68
,1
12

－
－

1
99

1
12
,1
27

1
12
,1
27

－
－

55
〃

56
〃

58
56

1,
08
4,
54
3

12
11
0,
85
1

12
11
0,
85
1

－
－

－
－

3
38
,0
78

3
38
,0
78

－
－

56
〃

57
〃

65
61

1,
27
2,
59
1

6
60
,7
53

4
37
,5
69

－
－

2
23
,1
84

3
30
,9
62

3
30
,9
62

－
－

57
〃

58
〃

79
76

1,
59
2,
57
1

9
98
,7
74

9
98
,7
74

－
－

－
－

1
10
,4
82

1
10
,4
82

－
－

58
〃

59
〃

10
8

10
4

2,
20
5,
55
4

8
88
,8
65

8
88
,8
65

－
－

－
－

5
63
,1
04

4
50
,8
31

1
12
,2
73

59
〃

60
〃

1,
52
5

1,
52
2

32
,1
21
,9
41

6
40
,4
68

6
40
,4
68

－
－

－
－

14
1

1,
71
4,
09
0

－
－

14
1

1,
71
4,
09
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

7
4

1,
48
5

4
1,
48
5

1
10
6

－
－

3
1,
37
9

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

6
5

36
,9
89

4
56
7

1
18
4

－
－

3
38
3

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

2,
67
6

2,
48
9

42
,0
86
,4
10

58
6

1,
75
8,
05
1

54
1

1,
67
9,
23
9

－
－

45
78
,8
12

16
2

1,
95
4,
71
8

13
15
6,
87
2

14
9

1,
79
7,
84
6

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

15
,7
27

－
16
,9
09

－
3,
00
0

－
3,
10
4

－
－

－
1,
75
1

－
12
,0
66

－
12
,0
67

－
12
,0
66
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

13
3

4
6

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

37
4

4
29

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

42
5

3
34

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

35
2

3
30

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

24
5

1
18

－
－

45
〃

50
〃

3
42
,1
11

－
－

3
42
,1
11

－
－

20
4

1
15

－
－

50
〃

52
〃

27
51
0,
15
1

21
40
8,
06
4

6
10
2,
08
7

－
－

5
－

－
5

－
－

52
〃

54
〃

27
53
3,
08
7

24
48
3,
41
8

3
49
,6
69

－
－

9
1

－
8

－
－

54
歳

25
52
7,
63
1

21
45
2,
30
3

4
75
,3
28

－
－

1
－

－
1

－
－

55
〃

34
72
5,
47
5

33
70
3,
12
3

1
22
,3
52

－
－

6
3

－
3

1
－

56
〃

41
93
5,
61
4

38
86
9,
29
1

3
66
,3
23

－
－

3
1

－
2

－
－

57
〃

52
1,
18
0,
87
6

48
1,
08
4,
25
4

4
96
,6
22

－
－

4
－

－
4

－
－

58
〃

66
1,
48
3,
31
5

63
1,
42
6,
97
3

3
56
,3
42

－
－

4
－

1
3

－
－

59
〃

91
2,
05
3,
58
5

88
1,
98
0,
77
8

3
72
,8
07

－
－

4
－

1
3

－
3

60
〃

1,
39
2

30
,7
69
,0
17

2
40
,5
10

1,
39
0

30
,7
28
,5
07

－
－

3
－

－
3

－
28

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

3
1

－
2

－
－

65
歳

以
上

1
36
,4
22

－
－

1
36
,4
22

－
－

1
－

－
1

－
－

合
計

1,
75
9

38
,7
97
,2
84

33
8

7,
44
8,
71
4

1,
42
1

31
,3
48
,5
70

－
－

21
4

29
18

16
7

1
31

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,0
56

－
22
,0
38

－
22
,0
61

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

13
3

4
6

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

36
4

4
28

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

36
5

2
29

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

29
2

2
25

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

21
5

1
15

－
－

45
〃

50
〃

3
42
,1
11

－
－

3
42
,1
11

－
－

14
4

－
10

－
－

50
〃

52
〃

27
51
0,
15
1

21
40
8,
06
4

6
10
2,
08
7

－
－

4
－

－
4

－
－

52
〃

54
〃

26
51
1,
07
8

23
46
1,
40
9

3
49
,6
69

－
－

8
1

－
7

－
－

54
歳

25
52
7,
63
1

21
45
2,
30
3

4
75
,3
28

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

34
72
5,
47
5

33
70
3,
12
3

1
22
,3
52

－
－

6
3

－
3

1
－

56
〃

41
93
5,
61
4

38
86
9,
29
1

3
66
,3
23

－
－

2
1

－
1

－
－

57
〃

52
1,
18
0,
87
6

48
1,
08
4,
25
4

4
96
,6
22

－
－

4
－

－
4

－
－

58
〃

66
1,
48
3,
31
5

63
1,
42
6,
97
3

3
56
,3
42

－
－

3
－

－
3

－
－

59
〃

91
2,
05
3,
58
5

88
1,
98
0,
77
8

3
72
,8
07

－
－

4
－

1
3

－
3

60
〃

1,
37
5

30
,3
67
,3
83

2
40
,5
10

1,
37
3

30
,3
26
,8
73

－
－

3
－

－
3

－
28

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

3
1

－
2

－
－

65
歳

以
上

1
36
,4
22

－
－

1
36
,4
22

－
－

1
－

－
1

－
－

合
計

1,
74
1

38
,3
73
,6
41

33
7

7,
42
6,
70
5

1,
40
4

30
,9
46
,9
36

－
－

18
7

29
14

14
4

1
31

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,0
41

－
22
,0
38

－
22
,0
42

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

33
23

3,
55
7

23
3,
55
7

22
3,
48
1

－
－

1
76

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

11
3

89
33
,5
56

89
33
,5
56

82
31
,8
88

－
－

7
1,
66
8

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

80
58

47
,4
44

58
47
,4
44

54
43
,5
60

－
－

4
3,
88
4

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

51
35

45
,8
44

34
39
,1
62

32
38
,7
69

－
－

2
39
3

1
6,
68
2

－
－

1
6,
68
2
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

49
36

13
9,
07
9

33
10
9,
11
3

28
99
,6
77

－
－

5
9,
43
6

3
29
,9
66

－
－

3
29
,9
66
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

52
42

36
5,
12
3

39
32
3,
01
2

35
32
2,
40
0

－
－

4
61
2

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

25
22

37
4,
28
5

5
54
,3
63

4
36
,7
33

－
－

1
17
,6
30

1
12
,5
31

－
－

1
12
,5
31
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
34

30
50
0,
44
4

9
81
,8
09

9
81
,8
09

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

22
22

39
5,
73
7

7
81
,4
08

6
63
,2
31

－
－

1
18
,1
77

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

29
25

47
3,
51
9

5
44
,4
28

4
44
,3
29

－
－

1
99

1
12
,1
27

1
12
,1
27

－
－

55
〃

56
〃

29
28

59
6,
63
2

4
49
,7
86

4
49
,7
86

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

41
41

92
6,
82
7

2
18
,1
68

2
18
,1
68

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

51
51

1,
13
6,
45
6

4
53
,9
14

4
53
,9
14

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

73
70

1,
52
6,
06
1

7
77
,2
72

7
77
,2
72

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

79
5

79
4

18
,3
58
,5
06

5
24
,1
03

5
24
,1
03

－
－

－
－

18
22
7,
62
2

－
－

18
22
7,
62
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

3
2

1,
29
3

2
1,
29
3

－
－

－
－

2
1,
29
3

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

4
4

56
7

4
56
7

1
18
4

－
－

3
38
3

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

1,
48
4

1,
37
2

24
,9
24
,9
30

33
0

1,
04
2,
95
5

29
9

98
9,
30
4

－
－

31
53
,6
51

24
28
8,
92
8

1
12
,1
27

23
27
6,
80
1

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,7
96

－
18
,1
67

－
3,
16
0

－
3,
30
9

－
－

－
1,
73
1

－
12
,0
39

－
12
,1
27

－
12
,0
35
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

1
1

36
3

1
36
3

1
36
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

1
1

35
7

1
35
7

1
35
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1
1

3,
44
4

1
3,
44
4

1
3,
44
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

3
3

28
,0
22

3
28
,0
22

3
28
,0
22

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

3
3

38
,9
72

1
6,
65
4

1
6,
65
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
4

3
31
,5
23

1
3,
84
5

1
3,
84
5

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

3
3

41
,2
66

1
8,
29
7

1
8,
29
7

－
－

－
－

1
14
,3
92

1
14
,3
92

－
－

54
歳

55
〃

3
3

34
,2
32

1
4,
02
1

1
4,
02
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

10
10

91
,8
31

7
53
,7
53

7
53
,7
53

－
－

－
－

3
38
,0
78

3
38
,0
78

－
－

56
〃

57
〃

6
6

71
,2
54

1
9,
67
0

1
9,
67
0

－
－

－
－

2
18
,9
50

2
18
,9
50

－
－

57
〃

58
〃

8
8

12
3,
76
4

2
19
,1
71

2
19
,1
71

－
－

－
－

1
10
,4
82

1
10
,4
82

－
－

58
〃

59
〃

10
10

14
0,
90
9

1
11
,5
93

1
11
,5
93

－
－

－
－

5
63
,1
04

4
50
,8
31

1
12
,2
73

59
〃

60
〃

33
7

33
7

5,
06
5,
30
5

1
16
,3
65

1
16
,3
65

－
－

－
－

11
1

1,
33
2,
15
2

－
－

11
1

1,
33
2,
15
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

39
0

38
9

5,
67
1,
24
2

22
16
5,
55
5

22
16
5,
55
5

－
－

－
－

12
3

1,
47
7,
15
8

11
13
2,
73
3

11
2

1,
34
4,
42
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

14
,5
42

－
14
,5
79

－
7,
52
5

－
7,
52
5

－
－

－
－

－
12
,0
09

－
12
,0
67

－
12
,0
04
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

10
3

4
3

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

24
4

2
18

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

22
5

1
16

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

16
2

－
14

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

13
5

－
8

－
－

45
〃

50
〃

3
42
,1
11

－
－

3
42
,1
11

－
－

10
4

－
6

－
－

50
〃

52
〃

16
30
7,
39
1

10
20
5,
30
4

6
10
2,
08
7

－
－

3
－

－
3

－
－

52
〃

54
〃

21
41
8,
63
5

19
38
0,
87
0

2
37
,7
65

－
－

4
1

－
3

－
－

54
歳

15
31
4,
32
9

12
25
9,
22
0

3
55
,1
09

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

19
41
6,
96
4

18
39
4,
61
2

1
22
,3
52

－
－

4
3

－
1

1
－

56
〃

24
54
6,
84
6

22
50
0,
83
3

2
46
,0
13

－
－

1
1

－
－

－
－

57
〃

39
90
8,
65
9

36
83
5,
73
3

3
72
,9
26

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

47
1,
08
2,
54
2

46
1,
06
1,
63
7

1
20
,9
05

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

63
1,
44
8,
78
9

61
1,
39
8,
80
5

2
49
,9
84

－
－

3
－

1
2

－
1

60
〃

77
1

18
,1
06
,7
81

1
27
,0
77

77
0

18
,0
79
,7
04

－
－

1
－

－
1

－
15

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
1

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

1,
01
8

23
,5
93
,0
47

22
5

5,
06
4,
09
1

79
3

18
,5
28
,9
56

－
－

11
2

29
8

75
1

16

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
23
,1
76

－
22
,5
07

－
23
,3
66

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

50
〃

52
〃

2
32
,3
18

2
32
,3
18

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

52
〃

54
〃

2
27
,6
78

1
15
,7
74

1
11
,9
04

－
－

1
－

－
1

－
－

54
歳

1
18
,5
77

1
18
,5
77

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

2
30
,2
11

2
30
,2
11

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

3
42
,6
34

3
42
,6
34

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

5
94
,1
11

4
81
,1
13

1
12
,9
98

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

4
66
,2
12

4
66
,2
12

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

22
5

3,
71
6,
78
8

1
13
,4
33

22
4

3,
70
3,
35
5

－
－

－
－

－
－

－
－

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

24
4

4,
02
8,
52
9

18
30
0,
27
2

22
6

3,
72
8,
25
7

－
－

1
－

－
1

－
－

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
16
,5
10

－
16
,6
82

－
16
,4
97

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

29
．
4．
1～

30
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

7
7

1,
06
3

7
1,
06
3

4
74
7

－
－

3
31
6

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

22
21

6,
70
6

21
6,
70
6

9
3,
95
7

－
－

12
2,
74
9

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

19
13

10
,1
67

13
10
,1
67

10
9,
76
3

－
－

3
40
4

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

18
12

11
,7
84

12
11
,7
84

7
10
,9
12

－
－

5
87
2

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

12
9

7,
19
2

9
7,
19
2

2
6,
12
6

－
－

7
1,
06
6

－
－

－
－

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

26
20

16
,1
71

20
16
,1
71

6
14
,0
38

－
－

14
2,
13
3

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

12
11

1,
67
6

11
1,
67
6

2
30
4

－
－

9
1,
37
2

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
9

8
38
,9
44

7
16
,9
35

3
16
,1
94

－
－

4
74
1

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

7
6

90
1

6
90
1

2
30
4

－
－

4
59
7

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

7
7

13
,6
92

7
13
,6
92

2
12
,9
23

－
－

5
76
9

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

5
4

76
1

4
76
1

3
60
9

－
－

1
15
2

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

3
3

59
7

3
59
7

1
15
2

－
－

2
44
5

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

4
3

46
0

3
46
0

2
30
4

－
－

1
15
6

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

3
3

25
,1
02

3
25
,1
02

－
－

1
24
,4
92

2
61
0

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

22
22

45
0,
57
2

4
22
,9
54

1
15
2

－
－

3
22
,8
02

1
25
,9
84

－
－

1
25
,9
84

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
1

15
6

1
15
6

－
－

－
－

1
15
6

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

17
7

15
0

58
5,
94
4

13
1

13
6,
31
7

54
76
,4
85

1
24
,4
92

76
35
,3
40

1
25
,9
84

－
－

1
25
,9
84

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

3,
31
0

－
3,
90
6

－
1,
04
1

－
1,
41
6

－
24
,4
92

－
46
5

－
25
,9
84

－
－

－
25
,9
84
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

6
－

1
5

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

6
－

1
5

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

－
3

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

6
－

1
5

－
－

50
〃

52
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

52
〃

54
〃

1
22
,0
09

1
22
,0
09

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

55
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

57
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

59
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

17
40
1,
63
4

－
－

17
40
1,
63
4

－
－

－
－

－
－

－
－

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

18
42
3,
64
3

1
22
,0
09

17
40
1,
63
4

－
－

27
－

4
23

－
－

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
23
,5
36

－
22
,0
09

－
23
,6
26

－
－

－
－

－
－

－
－
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